
 

 

全国福祉事務所長会議資料 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年５月２０日 

厚 生 労 働 省 





全国福祉事務所長会議 議事次第

平成２６年５月２０日（火）
１２：３０～１７：００
於 ： 日 比 谷 公 会 堂

１．開会挨拶
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹 12：30～12：40 （10分）

２．議 事

（１）行政説明

①生活保護制度改革と新たなセーフティネットの構築について
社会・援護局長 岡田 太造 12：40～13：10 （30分）

②改正生活保護法について
社会・援護局保護課長 大西 証史 13：10～14：10 （60分）

③臨時福祉給付金について
社会・援護局総務課簡素な給付措置支給業務室長 藤原 禎一

14：10～14：25 （15分）

④中国残留邦人等の配偶者に対する新たな支援策について
社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室長 井上 秀美

14：25～14：35 （10分）

⑤母子及び寡婦福祉法の改正等について～ひとり親家庭の支援～
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援推進官
山本 博之 14：35～14：45 （10分）

～ 休 憩 （15分） ～

⑥生活困窮者自立支援法について
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長 熊木 正人

15：00～16：10 （70分）

（２）事例発表

①生活困窮者自立促進支援モデル事業
横浜市中区福祉保健センター担当部長 巻口 徹

16：10～16：50 （40分）

３．閉会挨拶
大臣官房審議官 古都 賢一 16：50～17：00 （10分）

※ 諸事情により、議事の順番及び説明者を変更する場合があります。
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岡田 太造 
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○生活保護の自立支援プログラムの成果

・就労支援

生活保護制度改革・生活困窮者自立支援制度の適正な実施について

・子どもの学習支援（子ども達が安心できる居場所

づくり）等
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○生活保護受給者や生活困窮者の抱える問題

生活保護制度改革・生活困窮者自立支援制度の適正な実施について

社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する

特別部会の報告書

・生活困窮者が抱える複合的な問題

・自己有用感

一人一人が社会とのつながりを強め、周囲から

承認されているという実感を得ることができる

ことは、自立に向けて足を踏み出すための要件
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○生活保護法改正の適正実施と
生活困窮者自立支援法の円滑施行

生活保護制度改革・生活困窮者自立支援制度の適正な実施について

・組織としての適切な実施体制の確立を

・画一的な対応ではなく、被保護者、申請者、相談者など、

それぞれの状況に応じた適切な対応を

・自立に向けた取り組みの強化を

例えば、４０歳代、５０歳代の被保護者、

生活困窮者に対する就労支援
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改正生活保護法について 小目次

（説明資料）

○ 生活保護法の一部を改正する法律について ・・・・・・・・・・ ３１

○ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５

○ 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９

（文書編資料）

１ 生活保護法の改正について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９

２ 切れ目のない就労・自立支援策とインセンティブ強化について ・ ６３

３ 健康・生活面に着目した支援について ・・・・・・・・・・・・ ６８

４ 不正・不適正受給対策の強化等について ・・・・・・・・・・・ ７０

５ 生活保護制度の適正な実施について ・・・・・・・・・・・・・ ７５

６ 医療扶助の適正な実施について ・・・・・・・・・・・・・・・ ８２

７ 介護扶助の適正な実施について ・・・・・・・・・・・・・・・ ８７

８ 指定医療機関制度等の見直し等について ・・・・・・・・・・・ ８８

９ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３

（参考資料）

○ 生活保護法の一部を改正する法律等の施行について（通知） ・・ ９９

○ 生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

に関する政令（平成 26 年政令第 164 号） 新旧対照表 ・・・・・ １１７

○ 生活保護法施行規則の一部を改正する省令（平成 26年厚生労働省
令第 57 号） 新旧対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３

○ 生活保護法施行規則の一部を改正する省令 附則抜粋 ・・・・・ １３４

○ 生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について ・・・ １３６
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○ 生活保護の動向（平成26年２月時点）

・ 生活保護受給者数は約217万人（生活保護受給世帯数：約160万世帯、保護率：
1.70％）となっており、平成23年7月に過去最高を更新して以降増加傾向

・ ただし、対前年同月伸び率は0.5％となっており、平成22年１月の12.9％をピーク
に減少傾向にある（世界金融危機直前（平成20年10月）の伸び率は3.0％）

○ 高齢化等の影響により、生活保護受給者の過半数（約51％）は60歳以上の者
また、失業等により生活保護に至る世帯を含む「その他の世帯」の伸び（※）は10年間
で約３倍強ではあるが、近年の伸び率は逓減傾向にある
（※）平成15年度：84,941世帯→26年２月(概数)：287,570世帯（10年間で約３倍強の

増加）

○ 受給者の増加にともなって生活保護費負担金も一貫して増加し続けており、平成26年
度予算では３兆8,431億円（国（3/4）と地方（1/4）の負担を合わせた額）

そのうち、約半分は医療扶助が占めている

○ また、平成24年度の不正受給件数（稼働収入の無申告、各種年金の無申告など）は約
４万２千件、金額にして約190億円（保護費総額の0.5％）という状況

生活保護制度の現状

-
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生活保護制度の見直しに係る近年の動き

日時 制度見直しの検討 その他 備考

22年10月 指定都市市長会「社会保障制度全般
のあり方を含めた生活保護制度の抜
本的改革の提案」

自治体から抜本改正の提案

23年４月 社会保障審議会「生活保護基準部会」
設置

基準見直しの議論スタート

５月 社会保障審議会「生活保護制度に関
する国と地方の協議」を開催

国と地方の議論スタート

12月 「生活保護制度に関する国と地方の協
議」中間とりまとめ

生活保護受給者数が過去最高を更新 ①運用改善（速やかに実施）
②制度見直し（引き続き検討）
に分けて整理

24年４月 社会保障審議会「生活困窮者の生活
支援の在り方に関する特別部会」設置

制度見直しの審議会議論スター
ト

８月 社会保障制度改革推進法案成立 生活保護制度の見直しを早急に
実施すべき旨を規定

25年１月 生活困窮者の生活支援の在り方に関
する特別とりまとめ

生活保護基準部会報告書とりまとめ ほぼ同時期にとりまとめ

５月 生活保護法の一部を改正する法律案
及び生活困窮者自立支援法を第183回
通常国会に提出

衆議院では可決するも、参議院
では審議未了により廃案

10月 ２法案を第185回臨時国会に再提出

12月 ２法案成立

-
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生活保護法の一部を改正する法律について

４．医療扶助の適正化

○ 指定医療機関制度について、指定（取消）に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入する。
○ 医師が後発医薬品の使用を認めている場合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促すこととする。（※）
○ 国（地方厚生局）による医療機関への直接の指導を可能とする。

１．就労による自立の促進
○ 安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設する。

３．不正・不適正受給対策の強化等
○ 福祉事務所の調査権限を拡大する（就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署の回答義務を創
設する。）。

○ 罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。
○ 不正受給に係る返還金について、本人の事前申出を前提に保護費と相殺する。
○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めることとする。

２．健康・生活面等に着目した支援
○ 受給者それぞれの状況に応じた自立に向けての基礎となる、自ら、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支
出その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける。(※)

平成26年７月１日（一部(※)平成26年１月１日）

必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信頼に応え
られるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うための所要の措置を講ずる。

施行期日

主な改正内容

(注)第183回国会政府提出案からの修正点 ・同国会（衆議院厚生労働委員会）における議員修正（保護申請に係る取扱い
は現行と変わらない旨を明確化）の反映

・施行期日の変更（３か月後ろ倒し）

-
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① 就労自立給付金について（平成26年７月から実施）

※ 就労自立給付金のイメージ

○支給要件：安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなったと認めたもの
○支給時期：世帯を単位として保護廃止時に一括支給
○支 給 額：上限額 単身世帯 10万円、多人数世帯 15万円

○算定方法：算定対象期間（※１）における各月の就労収入額（※２）に対し、その各月に応じた算定率（※３）

を乗じて算定し、上限額といずれか低い額を支給額とする。
○再受給までの期間：原則３年間

※１ 算定対象期間：保護を必要としなくなったと認められた日が属する月から起算して前６か月間。
※２ 就労収入額：就労に伴う収入として収入充当した額

※３ 算定率：保護の廃止に至った就労の収入認定開始月を起算点とし、１～３月目までは30％、 ４～６月目までは27%、 ７～９月目
までは18％、10月目以降は12％）

積立額
95,076円

脱却時に支給
最低生活費

受取額

生活保護支給額 収入充当額 勤労控除

毎月の就労収入

毎月の就労収入の最大３０％を仮想的に積立

16,680
16,680

16,680

例 月額76,800円（その他世帯の平均就労収入）の就労収入の
ある者が６か月間積立て、脱却した時点で一括支給した場合

（収入充当額（A）＝76,800円－基礎控除21,200円＝55,600円）

15,012
15,012

1か月目
16,680

A×30％
A×30％

A×30％

積立額
2か月目

33,360
３か月目
50,040

４か月目
65,052

A×27％
A×27％

５か月目
80,064

６か月目
95,076

15,012
A×27％

制度概要

＜イメージ図＞

◎ 生活保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえた上で、
生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を支え、
再度保護に至ることを防止することが重要である。

◎ このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的
に積み立て、安定就労の機会を得たこと等により保護廃止に至った時に支給する制度（就労自立
給付金）を創設する。

-
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② 健康・生活面等に着目した支援

◎ 受給者の自立に向けて、自ら、健康の保持及び増進に努め、また、収入、支出その他生計の状
況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける。
【施行期日：平成26年１月１日】

○ 平成25年度から、福祉事務所における、健康診査結果に基づく保健指導や、受給者の健康や受診
に関する相談等に対し助言指導等必要な対応を行う専門の職員の配置など健康面に関して専門的に
対応できる体制を強化

○ 福祉事務所の調査権限を強化して健康診査結果等を入手可能にし、それに基づいて、健康面の支援
をより効果的に行えるようにする

（注）生活保護は、糖尿病、肝炎といった重症化すると完治が難しい疾病の患者の割合が国民健康保険等に比べて高い。

① 受給者の健康管理を支援する取組を実施

○ 福祉事務所が本人の自立支援の観点から必要と判断した者については、受給者の状況に応じて
レシート又は領収書の保存や家計簿の作成を求めることも可能

受給者が、自ら、健康の保持・増進や収入・支出等の状況の適切な把握に努めることにあわせて、
受給者の取組がより効果的なものとなるよう、次のような健康・生活面等に着目した支援を行う。

（参考）運用における取組

② 本人の適切な家計管理を支援するための取組を実施

-
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③－１ 不正・不適正受給対策の強化等（調査権限の拡大や罰則の引上げ等）

○ 「資産及び収入」に限定されている調査事項について、就労や求職活動の状況、健康状態、扶養の状況
等を追加。また、 調査対象者に過去に保護を受給していた者を追加 （※）保護受給期間中の事項に限る

○ 福祉事務所が行う官公署等への情報提供の求めに対して回答を義務付ける
（※）回答義務の対象の例
自動車の所有状況（運輸局の自動車登録情報）など資産の状況に関するものや、市町村民税、児童手当、失業等給付、国民年金
など収入の状況に関するもの

（１）福祉事務所の調査権限の拡大

○ 不正受給の罰則について「３年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「３年以下の懲役又は
100万円以下の罰金」に引上げ

○ 不正受給に係る徴収金について100分の40を乗じた金額を上乗せすることを可能とする

（２）罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せ

○ 確実な徴収を図る観点から、地方自治体が生活保護受給者に対して不正受給に係る徴収債権を有
している場合、本人からの申し出を受け、保護の実施機関が最低限度の生活の維持に支障がないと
認めたときは、保護費と調整することを可能とする

（３）不正受給に係る返還金の保護費との調整

○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求め
ることとする。
※要保護者がＤＶ被害を受けている場合など、真に保護が必要な者に対する保護の妨げとなるおそれがある場合は除く。

（４）扶養義務者に対する報告の求め

◎ 生活保護の不正事案に対しては、適正な保護の実施や、制度への国民の信頼を確保するために
も、厳正な対処が必要であり、福祉事務所の調査権限の拡大や罰則の引上げ等を実施する。
【施行期日：平成26年７月１日】

主な改正内容
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福祉事務所の調査権限の拡大

○ 関係先調査（いわゆる29条調査）の調査対象事項は、以下のとおり拡大。
※ 下線部分は、現行からの変更点。

○ 関係先調査が行われた場合、官公署等が保有する情報は、回答義務の対象となる。

（注） 法改正により、被保護者であった者についての調査、被保護者であった者の扶養義務者についての調査もで
きることとなる。ただし、これらの調査に関しては、資産及び収入の状況その他政令で定める事項は、その保護を
受けていた期間における部分に限る。

（注） 官公署等が保有する全ての情報が回答義務の対象となるのではなく、改正法別表第一に掲げるものに限られ
ることに留意が必要。

種類 情報（調査先）

資産に関する情報 自動車保有（地方運輸局） 等

収入に関する情報 公的年金（年金事務所）、恩給（総務省）、児童手当（市町村）、児童扶養手当（福祉事務所）、
労災補償（厚生労働省）、失業手当（ハローワーク）、育児休業給付・介護休業給付（ハロー
ワーク）、職業訓練受講給付金（ハローワーク）、市町村民税（市町村） 等

その他の情報 健康診査の結果（市町村）、戸籍（市町村）、求職活動状況（ハローワーク）、職業訓練の受講
状況（都道府県） 等

現行 改正後

要保護者に
ついての調査

・資産及び収入 ・資産及び収入（①生業若しくは就労又は求職活動の状況、②扶養義務者の扶養の状況、
③他の法律による扶助を含む。）

・健康状態
・他自治体における保護の有無
・その他政令で定める事項（支出に関する状況）

扶養義務者に
ついての調査

・資産及び収入 ・資産及び収入
※ 法律上は「その他政令で定める事項」とあるが、現時点では定める予定なし。

第29条第１項 （改正）

第29条第２項 （新設）
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扶養義務者への扶養照会※現行でも実施

扶養義務者への通知
※第24条８項に新設

扶養義務者への報告徴収
※第28条２項に新設

親子や兄弟姉妹等、一般的に扶養可能性が高い者に対して重点的に行うことが多く、３親等内の親族すべてに一律
行っているわけではない。
※要保護者に事情をよく確認し、20年音信不通であるなど、明らかに扶養の履行が期待できない場合や、ＤＶから逃げ
てきたなど、扶養を求めることが明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者には照会していない。

◇ 生活保護法における扶養義務の範囲は、民法上の規定における扶養義務の範囲に等しい。
① 夫婦間及び親の未成熟の子に対する関係
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ ３親等内の親族（おじ、おば、甥、姪など）のうち特別な事情がある（※）者
（※）過去にこの要保護者又はその世帯に属する人から扶養を受けるなど

扶養義務者に関する規定について

※扶養照会より対象が狭まることなる

福祉事務所が家事審判手続を活用してまで費用徴収を行う蓋然性が高いと判断されるような場合等に限定して行うこと
とする旨、省令で明記する。※扶養照会をしないケースは当然対象とならない。

◇ 明らかに生活保護受給者を十分扶養することができると思われる扶養義務者ついては、その責任を果たし
ていただきたい。

◇ 一方で、行政が家庭の問題に立ち入ることは慎重を期すべきことは当然であり、本当に保護が必要な人が
保護を受ける妨げとならないよう、慎重に対応していく必要がある。

基本的な考え方
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○扶養義務者への通知に関する規定（新設） 

（申請による保護の開始及び変更） 
第二十四条 （略） 
２～７ （略） 
８ 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、
保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して
書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場
合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 

○扶養義務者に報告を求める規定（新設） 

（報告、調査及び検診） 
第二十八条 （略） 
２ 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認
めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところに
より、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくは
これらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。 

○扶養義務者に対して、費用徴収を行う規定（現行と変わらず） 

（費用の徴収）  
第七十七条  被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲

内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することがで

きる。  
２  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 
 

＜参考＞ 生活保護法改正法 （抄）
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加害者又は
損害保険会社
等（第三者）

被害者（生活保護受給者） 医療機関

地方自治体

②被害状況
等の届出

①医療の給付

③医療扶助による
診療報酬の支払い

（費用の立替払い）

【改正法第76条の２に基づき】

④取得した損害賠償請求権
により請求

③’損害賠償
請求権を
取得

交通事故等

◎ 保護の補足性の原則に照らせば、交通事故等を原因として生活保護受給者が損害賠償請求権を取得した場合、
・ 損害保険会社等に対して損害賠償を請求し、受領した賠償金を医療費を含む最低生活費に充当すべきだが、
・ いったん医療扶助が行われば、生活保護受給者が、損害保険会社等への損害賠償を請求しない事案が存在。

◎ このため、今般の法改正では、医療扶助等の事由が第三者行為によって生じた場合は、地方自治体は、支弁し
た医療扶助等の限度で、受給者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定を創設。
【施行期日：平成26年７月１日】

③－２ 不正・不適正受給対策の強化等（第三者行為求償権の創設）

イメージ（事例）
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④－１ 医療扶助の適正化（指定医療機関制度の見直し等）

○ 指定医療機関の指定要件及び指定取消要件を明確化。〈法第49条の２、第51条〉
・指定要件 ： 保険医療機関であること、取消処分前に指定辞退がなされた場合に５年を経過していること、

申請者が禁錮刑以上の刑の執行（猶予）中でないこと 等
・取消要件 ： 保険医療機関でなくなったとき、診療報酬の請求に関し不正があったとき 等

○ 指定医療機関の指定の有効期間（現在は無期限）について、６年間の有効期間（更新制） を導入。〈法第49条の３〉
・更新制の対象は病院、診療所、薬局 ※指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関は対象外
・負担軽減の観点から、一部の診療所等について更新の申請を不要とする。

○ 指定医療機関又は保険医療機関のいずれかの指定が取り消された際に、両制度間で関連性を持たせて対応。
・保険医療機関の指定取消 → 指定医療機関の指定取消が可能。〈法第５１条〉
・指定医療機関の指定取消 → 都道府県知事は、保険医療機関の指定取消要件に該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働大臣（地方厚

生局長）に通知しなければならない。〈法第８３条の２〉

○ 過去の不正にも対処できるよう、健康保険の取扱いを参考に、現在対象となっていない指定医療機関の管理者であった者に
ついても報告徴収や検査等の対象とする。〈法第54条〉 等

※ 施行に伴う経過措置
・ 旧法により指定を受けている病院、診療所、薬局、介護機関、助産師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、医師または歯科医師は、施行日に
おいて改正法の指定があったものとみなす。〈附則第５条第１項、４項、第６条、第７条〉 ※はり師及びきゅう師については新規指定が必要。
・ みなし指定を受けた病院、診療所、薬局は、施行日から１年以内（厚生労働省令で定める期間内）に法第49条の申請をしなければ、指定の効力を
失う。 〈附則第５条第２項）

○ 国（地方厚生局）による指導等も実施できるようにする。 〈法第54条、第84条の４〉

○ 各地方厚生局に指定医療機関に対する指導等を行う専門の職員を配置する。（運用）

◎ 多くの医療機関では適正な診療が行われている一方、一部で生じている医療機関の不正事案につい
ては、厳正な対処が必要であることから、指定医療機関制度の見直しを行うとともに、指導体制を強
化する。 【施行期日：平成26年７月１日】

＜改正①＞ 指定医療機関制度の見直し

＜改正②＞ 指定医療機関への指導体制の強化
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【はり師・きゅう師】

○法による施術を行えるよう、新規指定申請を行う。

【都道府県等本庁】

○新規申請に対し、指定申請受付、指定通知

対象機関 H26.4～H26.6 H26.7～H27.6 H27.7～

指定医療機関
（病院、診療所、

薬局）

指定助産機関
（助産師）、
指定施術機関
（あん摩・
マッサージ指圧師、
柔道整復師）

【都道府県等本庁】

○新規申請に対し、指定申請受付、指定通知

はり師 ・
きゅう師

指定医療機関制度の見直しに係る経過措置等（今後のスケジュール）

【都道府県等本庁】

○管内の指定医療機関に対し、
・指定制度の見直し内容について周知徹底

・指定申請書類の配布

施行の準備 施行（経過措置を含む）

Ｈ26.７.１
（施行日）

６
年
後

最
初
の
指
定
の
更
新

※
健
保
の
更
新
日

指
定
の
更
新

※

以
後
６
年
毎
に
更
新

【指定医療機関】

○施行日後１年以内に指定申請を行う。
（指定日はH26.7.1）

○原則として６年毎に指定の更新手続

【都道府県等本庁】

○指定申請受付、指定通知

○管内の指定医療機関の施行日後１年以内
の指定申請状況及び更新状況を管理する。

更
新
制
な
し

【都道府県等本庁】

○指定申請受付、指定通知

○登録簿に記載されている管内のはり師・
きゅう師の指定申請状況を管理する。

※特に、施行日前後で施術が中断されな
いよう注意

【都道府県等本庁】

○管内の指定助産機関、施術機関に対し、
指定制度の見直し内容について周知徹底

改
正
法
に
よ
る
指
定
（み
な
し
指
定
）

【はり師・きゅう師】

○施行日後に法による施術を行えるよう、
新規指定申請を行う。
※施行日前においても申請は可能

（指定日は施行日以降）

改
正
法
に
よ
る
指
定
（新
規
指
定
）
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④－２ 医療扶助の適正化（後発医薬品の使用促進）

◎ 医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組む中、医療保険に比べ医療扶助において使用割合が低い
といった状況を踏まえ、後発医薬品の使用の促進について法律上明確化する。

【施行期日：平成26年１月１日】

➤ 医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後
発医薬品の使用を促すことにより医療の給付を行うよう努めるものとする。〈法第34条３項〉

〇 薬局は、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した処方せん（一般名処方を含む）を持参した受給者に対して、後発医薬品について説明した
上で、原則として後発医薬品を調剤する。

〇 先発医薬品を希望する受給者に対しては、先発医薬品を一旦調剤した上で、必要に応じて、福祉事務所が引き続き後発医薬品の使用を促していく。

薬局

③後発医薬品を調剤

医師が後発医薬品の使用が可
能と判断している場合

④先発医薬品を希望する者への対応

医療機関

後発医薬品の使用について
説明・指導

後
発
医
薬
品

生活保護受給者

〈先発医薬品を希望〉

薬局は、先発医薬品を希
望する理由を確認

・ 「先発薬の方が高額だから」等の場合

・それ以外の場合

→ 引き続き理解を求めていく
先発

医薬品

②後発医薬品の説
明・調剤

先発薬を
一旦調剤

①診療・処方

医療機関が、受給者に対し後発医薬品の
使用を促すことについて法制化

福祉事務所

生活保護（金額シェア） 医療保険（金額シェア）

平成２２年 ７．０％ ７．９％

平成２３年 ７．５％ ８．５％

平成２４年 ８．４％ ９．８％

※ 医療保険に比べて生活保護の使用割合が低い。

（参考）後発医薬品使用促進の取組（運用） H25～
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生活保護法の一部を改正する法律（第24条関係抜粋）
改 正 後 改 正 前

（申請による保護の開始及び変更）
第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書
を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、
当該申請書を作成することができない特別の事情がある
ときは、この限りではない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及
び住所又は居所並びに要保護者との関係

三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労
又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他
の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。）

五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法
を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定
める事項

２ 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程
度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働
省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、
当該書類を添付することができない特別の事情があると
きは、この限りではない。

３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、
保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対
して書面をもつて、これを通知しなければならない。

（申請による保護の開始及び変更）
第二十四条 （新設）

（新設）

保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、
保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対
して書面をもつて、これを通知しなければならない。

→ 申請の法定化は、第29条（関係先調査）の改正に合わせて、申請時の確認事項についても法律上明確
に位置づける必要があるという法制的な観点から規定したもの。

→ この法改正によって、申請事項や申請様式をはじめ、事情がある方について認められている口頭申請
についても、現行の運用を変えるものではない。

→ 言うまでもなく、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると
疑われるような行為も厳に慎むこと。

考
え
方

参考
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主な統計・分析機能

管内の医療費で上位を占める傷病
の割合等を分析

指定した傷病のレセプト件数、医療
費、受診率等を集計

医療機関ごとに医療費を集計し、診
療状況や医療費などを分析

主な点検機能

縦覧点検

受給者ごとに複数月分のレセプトを
まとめて、頻回受診等を点検

重複して請求されているレセプトを
点検

重複点検

医療費分析

傷病別分析

医療機関別分析

○ 具体的な指導対象となり得る者を容易に抽出（一覧表を自動作成）できる
ようにする。

◆過剰な多剤投与や重複処方を受けている者
・《 任意の医薬品（向精神薬はグループ化も可） 》 について、《 一定量（錠、日数、点） 》以上の処方を受けている者
・《 任意の医薬品（向精神薬はグループ化も可） 》 について、《 任意の医療機関数 》以上から処方を受けている者

◆頻回に受診を行っている者
・同一傷病で、同一月内に《 任意の日数 》以上受診している状態が、《 任意の月数 》以上継続している者

◆長期外来を行っている者
・同一傷病で、《 任意の期間 》以上継続して外来受診している者

◆長期入院を行っている者
・《 任意の期間 》以上継続して入院している者

◆重複受診を行っている者
・同一傷病で、《 任意の期間 》内に《 任意の医療機関数 》以上で受診している者

○ 請求が他に比べて特徴のある医療機関を容易に抽出できるようにする。

◆レセプト１件当たりの請求金額が高い医療機関
・管内の医療機関について１件当たりの請求が高い順に並べた一覧

◆特定の診療行為や検査が多く行われている医療機関
・管内の医療機関について《 任意の診療行為・検査 》の請求が多い順に並べた一覧

○ 自治体からの意見を踏まえ、利便性の向上を図る。

◆レセプトを抽出する際に、自治体が任意に設定条件を追加できるようにする 等

新たな機能の追加

平成24年10月より電子レセプトシステムの抽出機能の強化を実施。

平成24年10月改修済み

生活保護等版レセプト管理システム
（平成23年度より各自治体で本格運用）

平成25年３月改修済み

※抽出されたことをもって不適正ということにはならない点に留意が必要

生活保護レセプト管理システムの機能強化について
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すべての医療扶助レセプトについて、都道府県及び福祉事務所において、資格点検、内容点検を実施。点検の結果、過誤が認められるレセプト
については遅滞なく過誤調整を行う。なお、平成23年度から電子レセプトにより点検を実施。

○ レセプト点検の実施

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

支払金額 １，５５８，８４５百万円 １，６７４，２２０百万円 １，７２４，３８４百万円

過誤調整額 １４，２１９百万円 １５，４２８百万円 １６，４９２百万円

過誤調整率 ０．９１％ ０．９２％ ０．９６％

○ 頻回受診者に対する適正受診指導

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

受診状況把握対象者数（同一疾病で月15日以上の通院が３か月以上継続している者数） １７，３６８人 １８，８４７人 １８，９６９人

適正受診指導対象者数 ３，８１６人 ４，２７３人 ４，１４６人

改善者数（適正な受診日数に改善された者数） １，２７１人 １，８３４人 １，９４９人

改善者数割合 ３３．３１％ ４２．９２％ ４７．０１％

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

検討対象者数（入院180日を超えた者数） ６２，４９５人 ６２，００３人 ６３，３８１人

入院の必要がない者数 ５，８３０人 ５，９８１人 ５，６９９人

改善者数（退院や他施設へ入所した者数） ２，６８４人 ２，９４６人 ２，７３６人

改善者数割合 ４６．０４％ ４９．２６％ ４８．０１％

○ 長期入院患者に対する退院促進

生活保護受給者に対する適正受診の徹底について

・同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されている者に対する受診指導について、精神科間の重複処方の
みの点検から、全診療科間の重複処方に拡大。 【調査対象件数】約2,600人(H22)→約14,000人(H24)

・診療日数が過度に多い者や長期間入院している者の全員を対象に、嘱託医協議や主治医訪問により個々の状況
を把握した上で、適正受診の徹底や退院に向けた支援を実施。

・同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されている者に対する受診指導について、精神科間の重複処方の
みの点検から、全診療科間の重複処方に拡大。 【調査対象件数】約2,600人(H22)→約14,000人(H24)

・診療日数が過度に多い者や長期間入院している者の全員を対象に、嘱託医協議や主治医訪問により個々の状況
を把握した上で、適正受診の徹底や退院に向けた支援を実施。

電子レセプトシステムを積極的に活用し、効率的・効果的な取組の実施電子レセプトシステムを積極的に活用し、効率的・効果的な取組の実施
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○新たな相談支援事業の運営機関にその後の支援を繋ぐことで、連続的支援を検討

切れ目のない就労・自立支援とインセンティブの強化について

保護開始直後から脱却後まで、稼働可能な者については、切れ目なく、また、どの段階でも、就労等を通じて積極的に社
会に参加し、自立することができるよう支援を実施

○本人の納得を得た集中的支援（25年５月から実施）

働く能力がある等保護受給開始後、一定期間内に就労自立が見込まれる者を対象に、原則６か月以内の一定期間を活動
期間とする、受給者主体の自立に向けた計画的な取組についての確認を行い、本人の納得を得て集中的な就労支援を実施

○就労活動促進費の創設（25年８月から実施）

自ら積極的に就労活動に取り組んでいる者に対して、活動内容や頻度等を踏まえて就労活動促進費の支給

○ 就労自立給付金の創設（26年７月から実施）
保護脱却後に税、社会保険料等の負担が生じることを踏まえて、生活保護脱却のインセンティブを強化

○職種・就労場所を広げて就職活動（25年５月から実施）

希望を尊重した求職活動の結果、就職の目途が立たない場合等は、「職種・就労場所を広げて就職活動」を基本とする。

○低額であっても一旦就労 （25年５月から実施）

それまでの求職活動を通じて直ちに保護脱却可能な就労が困難と見込まれる者については、生活のリズムの安定や就労

実績を積み重ねることでその後の就労に繋がりやすくする観点から、｢低額であっても一旦就労｣を基本的考え方とする。

○勤労控除制度の見直し （25年８月から実施） 就労の意欲が高まるよう、基礎控除のうち、全額控除額の引き上げ及び控除率の定率化

（最低控除額８千円→１万５千円、一律10％、就労人数が最も多い収入区分 20,000円 控除額15,600円 5,190円増、

総数の平均就労収入額 67,000円 控除額20,400円 2,420円増）

① 保護開始段階での取組

② 保護開始後３～６月段階での取組

③ 就労開始段階の取組

④ 保護脱却段階での取組

⑤ 保護脱却後の取組

・支給金額：月５千円（支給対象期間：原則６か月以内、延長３か月、再延長３か月 最長１年）
・支給要件：被保護者が、福祉事務所と事前確認した活動期間内に保護脱却できるよう、ハロ－ワークにおける求職活動等

を月６回以上行っているなど計画的な就労活動に積極的に取り組んでいること

・支給金額：上限額 単身世帯10万円、多人数世帯15万円
保護脱却前６か月間の各月の就労収入額に対し、算定率を乗じて算定した額と上限額のいずれか低い額を支給。

・支給要件：安定した就労の機会を得たこと等により、保護を必要としなくなった者
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労働局・ハローワークと地方自治体との協定等に基づく連携を基盤に、生活保護受給者等の就労促進を図る「福祉から就労」支援事業

を発展的に解消の上、平成25年度に新たに生活保護受給者等就労自立促進事業を創設。
さらに、平成26年度は、福祉事務所へ設置するハローワークの常設窓口を増設するとともに、「生活困窮者の自立の支援に関する法

律」の円滑な施行（平成27年度～）に向けて、生活困窮者自立促進支援モデル事業実施機関への巡回相談を実施し、両機関が一体となっ
た就労支援を推進することにより、支援対象者の就労による自立を促進する。

就職支援ナビゲーター

＜就労支援メニュー＞

① キャリア・コンサルティング
② 職業相談・職業紹介
③ 職業準備プログラム
④ トライアル雇用
⑤ 公的職業訓練等による能力開発
⑥ 就職・自立促進講習
→求職者支援訓練等への円滑な移行を
目的とする本講習の規模を拡充する。

⑦ 個別求人開拓

ハローワーク

就
職

就
労
に
よ
る
自
立

常
用
雇
用
化

職
場
へ
の
定
着

地方自治体
（福祉事務所等）

就職困難・生活困窮者

生活保護受給者等
→相談・申請段階の者や
受給後早期段階の者を重
点に集中支援

児童扶養手当受給者

住宅支援給付受給者 等

○的確な就労に関する助言
→給付の適正化の実現

就労に関する支援
要請
→両者共同で支援
対象者選定の上、
個別の就労支援
ﾌﾟﾗﾝ策定

←求職活動状況の
提供・共有化

職場定着に向けたフォロー
アップの強化

○自治体と協議会の設置及び当該
事業に関する協定の締結

○自治体への常設窓口の設置、
ﾊﾛｰﾜｰｸからの巡回相談の実施等の
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ型の支援体制の整備

【常設窓口の増設、モデル事業実施機
関への巡回相談】

生活保護受給者等就労自立促進事業の推進

就労準備状況判断支援ツールの開発
→自治体からの的確・円滑な支援要請の実現

-
 4

8
 -



参 考 資 料

-
 4

9
 -



被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移

生活保護受給者数は217万人であり、平成23年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
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過去１０年間の生活保護受給者数の推移

○ 生活保護受給者数は平成26年２月現在で216万6,381人となっている。
平成20年10月頃の世界金融危機以降急増しており、平成20年５月以降増加傾向にあった。

○ 平成26年２月の対前年同月伸び率は0.5％となり、平成22年１月の12.9％をピークに減少傾向が継続しており、
過去10年間で最も低い水準となっている。

資料：福祉行政報告例、被保護者調査（平成24年４月以降）※平成2４年４月以降は速報値
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保護開始・廃止人員と失業率の推移

（注）東日本大震災の影響により、平成23年３月から８月の失業率については、岩手県・宮城県・福島県を除いた数値を用いている。
（資料）福祉行政報告例、被保護者調査（平成24年４月以降）※平成24年４月以降は速報値、労働力調査（総務省）

保護開始人員・保護廃止人員
（人）

失業率
（％）

完全失業率と保護開始人員には正の相関関係がある。
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世帯類型の定義
高齢者世帯：男女とも65歳以上(平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加
わった世帯
母子世帯：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯
障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けな
い者である世帯
その他の世帯：上記以外の世帯

◆平成15年度

◆平成26年２月（概数）

世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移

10年度前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。

被保護世帯
高齢者世帯 母子世帯

傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 939,733 435,804 82,216 336,772 84,941

構成割合（％） 100.0 46.4 8.7 35.8 9.0

被保護世帯
高齢者世帯 母子世帯

傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 1,590,547 724,121 112,743 466,113 287,570

構成割合（％） 100.0 45.5 7.1 29.3 18.1

（参考）
その他の世帯のうち、年齢階級別にみ
た世帯人員の構成割合

・20～29歳： 5.3％
・50歳以上：53.5％

（平成23年）

資料：平成15年度福祉行政報告例

資料：被保護者調査（平成26年２月概数）

3倍強増
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（④年齢階級別被保護人員の年次推移）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成元年 3年 5年 7年 9年 11年 13年 15年 17年 19年 21年 23年

７０歳以上

６０～６９歳

０～１９歳
５０～５９歳

４０～４９歳

３０～３９歳
２０～２９歳

資料：被保護者全国一斉調査（基礎調査）

568,546人
（28.1％）

465,950人
（23.0％）

304,879人
（15.1％）

61,113人
（3.0％）

136,095人
（6.7％）

212,031人
（10.5％）

275,475人
（13.6％）

○ 年齢別の被保護人員としては、60歳以上の高齢者の伸びが大きい。
○ 被保護人員のうち、全体の約51％は60歳以上の者。

年齢階層別被保護人員の年次推移
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資料：生活保護費負担金事業実績報告
※１ 施設事務費を除く
※２ 平成24年度までは実績額、25年度は補正後予算額、26年度は予算案
※３ 国と地方における負担割合については、国3/4、地方1/4

○ 生活保護費負担金（事業費ベース）は3.8兆円（平成26年度予算案）。

○ 実績額の約半分は医療扶助。

34.3% 33.5% 32.7% 32.8% 33.3% 33.2% 33.8% 34.7% 34.5%

11.8% 12.2% 12.6% 13.1% 13.7% 14.1%
14.7%

15.0% 15.4% 15.7%

2.1%

1.5% 1.7% 1.8% 1.9% 2.1% 2.1%
2.0%

2.0%
2.0%

46.9%

51.8%
51.9% 51.9% 51.3%

49.9%
49.6% 48.3% 47.2%

0.7% 0.7%
0.9% 1.0% 1.0% 1.0%

1.2%

1.2%
1.1%

23,881 25,090 

25,942 26,333 26,175 27,006 
30,072 

33,296 
35,016 36,028 

36,990 38,431 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

（年度）

住宅扶助
5,651

介護扶助
755

医療扶助
16,759

その他の
扶助
405

生活扶助
12,458

（億円）

1.1%

46.5%

34.6%

生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移
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不 正 受 給 の 状 況

不正受給件数は増加しており、そのうち約６割は稼働収入の無申告や過少申告。

（１）不正受給件数、金額等の推移

年 度
不正受給
件 数

金 額
1件当たり
の 金 額

告 発 等

件 千円 千円 件

20 18,623 10,617,982 570 26 

21 19,726 10,214,704 518 23 

22 25,355 12,874,256 508 52 

23 35,568 17,312,999 487 57 

24 41,909 (※1) 19,053,722 455 109

(※1)保護費総額に占める不正受給額の割合は0.5％（平成24年度）
(注)生活保護法施行事務監査の実施結果報告を集計したもの。

（２）不正受給の内容

内 訳
平成24年度

実数 構成比

件 ％

稼働収入の無申告 19,671 46.9

稼働収入の過小申告 4,461 10.6

各種年金等の無申告 8,729 20.8

保険金等の無申告 1,551 3.7

預貯金等の無申告 778 1.9

交通事故に係る収入の無申告 634 1.5

その他 6,085 14.5

計 41,909 100.0 

(注)生活保護法施行事務監査の実施結果報告を集計したもの。
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１ 生活保護法の改正について 

 

（１）生活保護法の改正の概要について 

生活保護制度については、昭和 25 年の改正により現在の制度となって以来 60 年以

上の間、抜本的な見直しが行われておらず、 

・ 生活保護受給世帯が過去最高を更新し、その後も増加傾向にあること 

・ 高齢者世帯とともに失業等による生活困窮世帯（その他の世帯）の割合も増加し

ていること 

・ 医療扶助が生活保護費の約半分を占めていること 

・ 一部の限られた事案であるが、不正受給事件が依然として起きていること 

など、様々な課題が指摘されていたところである。 

こうした課題に対応するため、今回の生活保護法の改正については、「社会保障審

議会生活困窮者の支援の在り方に関する特別部会報告書」（平成 25 年１月 25 日）等

を踏まえ、支援を必要とする人に確実に保護を行うという生活保護制度の基本的な考

え方は維持しつつ、就労・自立支援の強化、不正受給への厳正な対処、医療扶助の適

正化などに資する内容を中心に行うものである。 

生活保護法の一部を改正する法律については、平成 25 年５月に第 183 回国会（常会）

へ提出したが、審議未了・廃案となり、その後、所要の修正を加えた上で、同年 10 月

に第 185 回国会（臨時会）へ再度提出し、12 月６日に成立したところである。 

改正法の施行に伴う政省令については、平成 26 年４月 18 日に公布されたところで

あり、関係通知等についても、その後発出しているので、ご留意願いたい。 

なお、生活保護法（以下「法」という。）第 29 条に基づく調査に対する官公署等の

回答義務の対象となる情報を定める省令については、現在関係省庁と調整中であり、

追って速やかに公布する予定であり、関係通知についても合わせて発出することとし

ているので、ご了知願いたい。 

 

（２）保護開始申請と扶養義務の取扱いについて 

  今般の法改正の内容のうち以下のア及びイに掲げる事項については、特に留意いた

だきたいと考えているのでよろしくお願いする。 

ア 保護の申請手続の法定化について 
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今般の法第 24 条の改正において、保護の開始を申請する者は、特別の事情がある

ときを除いて、必要な事項を記載した申請書を提出しなければならない旨の規定（第

１項）を法律上設けているが、こうした規定を設けることにしたのは、法第 29 条に

よる関係先調査を法律に基づいて実施するのであれば、申請に際してもあらかじめ

保護の決定に必要となる事項を法律上明確にする必要があるとの考えにより法制上

の整合性を図るためである。 

なお、速やかかつ正確な保護の決定のためには、できる限り早期に要否の判定に

必要となる資料を提出していただくことが望ましいが、書面等の提出は申請から保

護決定までの間でも構わないというこれまでの取扱いには法改正後においても変更

はない。  

現在でも省令上申請は書面を提出して行うこととされており、申請していただく

事項や申請の様式も含め、現行の運用の取扱いを法改正により変更するものではな

い。また、資産や収入の状況についても従来から提出を求めているところであり、

今回の改正で新たな資料の提出を求める事項はない。 

現在、事務連絡に基づき事情がある方に認められている口頭申請についても、そ

の運用を変えることはなく、従来同様に認めることにし、通知において、申請者が

申請書及び同意書の書面での提出が困難である場合には、申請者の口頭によって必

要事項に関する陳述を聴取し、書面に記載したうえで、その内容を本人に説明し署

名捺印を求めるなど、申請があったことを明らかにするための対応を行うことと明

記した。 

なお、保護申請の意思が確認された者に対しては、速やかに保護申請書を交付す

るとともに、申請手続についての助言を行うことや、保護の申請書類が整っていな

いことをもって申請を受け付けないということのないよう、法律上認められた保護

の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も

厳に慎むべきであることについては、法改正後も何ら変わるものではないので、ご

了知いただきたい。 

さらに、従前より「生活保護法施行事務監査の実施について」（平成 12 年 10 月

25 日付け社援第 2393 号厚生省社会・援護局長通知）において、法第 23 条第１項に

基づく生活保護法施行事務監査実施要綱を定め、都道府県及び指定都市が監査を実

施する際には、福祉事務所が要保護者に対して、①保護申請の意思を確認している
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か、②申請の意思が表明された者に対しては、事前に関係書類の提出を求めること

なく、申請書を交付しているか等を確認し、不適切な事例があった場合には是正改

善指導を行うこととしているところである。 

今後とも上記趣旨を踏まえ、面接相談時における適切な対応の事務処理について、

引き続き福祉事務所に対し必要な指導を行うとともに、法改正後においても適切な

窓口対応が行われるよう徹底していただきたい。 

イ 扶養義務者への通知及び報告徴収について 

生活保護制度では、扶養義務者からの扶養は、受給する要件（前提）とはされて

いない。この考え方は、扶養義務者が扶養しないことを理由に、生活保護の支給を

行わないとした場合には、本人以外の事情によって、本人の生活が立ちゆかなくな

ることも十分に考えられることによるものである。 

一方で、本人と扶養義務者の関係において考慮が必要な特段の事情がない場合で

あって、扶養が明らかに可能と思われるにもかかわらず、扶養を拒否しているとい

ったケースは、国民の生活保護制度に対する信頼を損なうことになりかねず、適当

ではないと考えている。 

今般の法改正において保護開始に当たっての扶養義務者への通知の規定（改正法

第 24 条第８項）を創設した趣旨は、保護開始後に、扶養義務者に対する報告徴収（改

正法第 28 条第２項）があり得ることや、家庭裁判所の審判等を経た費用徴収があり

得ることなどから、あくまで法制上の整理として、その対象となり得る扶養義務者

に対して、事前に親族が保護を受けることを知っておくことが適当との法制的な観

点から規定したものであり、扶養は保護の要件ではなく、保護に優先するという考

え方を変えるものではない。 

扶養の照会は現在でも行っているが、この通知及び報告徴収の対象とするのは、

明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者が民法（明治 29

年法律第 89 号）の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、①福祉事務所が当

該扶養義務者に対して家庭裁判所の審判等を経た費用徴収を行うこととなる蓋然性

が高いと認めた場合、②福祉事務所が、要保護者がＤＶ被害者でないと認めた場合、

③①②のほか、福祉事務所が通知や報告徴収を行うことにより、要保護者の自立に

重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合のいずれにも該当する場合に限るこ

ととし、今般公布した厚生労働省令にその旨を明記した。さらに、通知で参考とす
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べき考え方を示したところであり、①定期的に会っているなど交際状況が良好であ

ること、②扶養義務者の勤務先等から当該生活保護受給者にかかる扶養手当を受け、

さらに税法上の扶養控除を受けていること、③高額な収入を得ているなど十分な資

力があることが明らかであること等を福祉事務所が総合的に勘案し、適当と判断さ

れる場合が該当すると考えているので、ご了知いただきたい。 

他方、先般、福祉事務所が使用している現行の扶養照会書等の中に、生活保護に

おいて扶養義務の履行が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれのある

表現がされている事案が判明した。本事案は、生活保護の業務実施のためにシステ

ム業者が開発したシステムにおいて、当該文言が標準様式として搭載されており、

かつ当該様式に不適切な文言が使用されているにもかかわらず、十分に確認するこ

となく使用していたことが原因であったところである。 

本事案については、「生活保護法第４条第２項の扶養義務者の扶養の可否を確認

するために使用する扶養照会書等について」（平成 25 年 11 月８日付け事務連絡）

を全国の自治体に送付し、扶養照会書等について確認し、必要な対応を行っていた

だくよう依頼したところである。このことについては、「生活保護法第４条第２項

の扶養義務者の扶養の可否を確認するために使用する扶養照会書等の対応状況につ

いて」（平成 25 年 11 月 14 日付け事務連絡）により全国調査を実施するとともに、

調査時点で改善していない自治体についても調査後の状況を確認し、すでに全ての

自治体で、改善した扶養照会書を別に作成するなど、適切な対応が取られているこ

とを確認したところである。 

今般の事案を踏まえて、システムの契約における参考とするとともに、福祉事務

所が使用している各種様式等についても、福祉事務所が責任を持って不適切な表現

をしないよう徹底されたい。  
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２ 切れ目のない就労・自立支援策とインセンティブ強化について 

 

（１）早期の集中的な就労・自立支援について 

   自立に向けた支援については、自立支援プログラムにより、就労による経済的自立

のみならず、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行う

など日常生活における自立や、社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員と

して充実した生活を送ることを目指すプログラムを幅広く用意し、生活保護受給者の

抱える多様な課題に対応していただいているところである。 

また、就労可能な生活保護受給者に対しては、経済的自立に向け、就労支援員等に

よる支援により、きめ細かな支援を行っていただいているところである。 

しかしながら、近年、生活保護受給者の増加傾向が続く中で、厳しい雇用状況等か

ら、特に稼働能力を有すると考えられる「その他世帯」の割合が大きく増加している

現状において、働くことのできる方に対しては、その能力を活用していただき、就労

できるよう積極的に支援し、保護から脱却していただくことが重要となっている。  

就職できないという状況が長く続くと、就労による自立が困難となってくる傾向が

あることから、昨年度より運用を見直し、保護からの早期脱却を目指し、保護開始直

後から脱却に至るまで集中的かつ切れ目のない支援を行うことにより、生活保護受給

者の就労による自立を促進することとしたところである。 

具体的には、 

・ 就労自立が見込まれる方については、原則６か月以内に就職することを目指し、

本人の納得を得た集中的な支援を実施することを明確化 

・ 本人の希望を尊重した支援を行っても就労の目途が立たない場合には、本人の意

思を尊重しつつ、職種や就労場所等を広げた支援 

・ それまでの求職活動を通じて、直ちに保護脱却が可能な就労が困難と見込まれる

者については、本人の意思を尊重しつつ、短時間・低額でも一旦就労に向けて支援

する方針の明確化 

・ 自ら積極的に就職活動に取り組んでいる場合に、月額 5,000 円を支給する就労活

動促進費の創設 

・ 勤労控除の全額控除となる額の引上げや控除率の見直し 

などを行ったところであり、引き続き、早期の就労による自立に向けて、積極的に支   
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援を進めていただきたい。 

なお、就労による自立を促進するに当たっては、就労後に職場に定着していただく

ことが重要となる。そのため、こうした支援を行う際に、本人の状況をかえりみずに、

本人の納得を得ず就労を求めることは、就労先に定着し、自立できるよう促すという

就労支援の本来の目的からすると適当ではないことから、本人の意思を尊重した就労

支援を行っていただくことをお願いする。 

 

（２）就労自立給付金の創設について  

就労自立給付金（以下「給付金」という。）については、生活保護を脱却すると、

これまで負担のなかった税や社会保険料等の負担が生じるため、脱却直後の生活に不

安を感じ、保護脱却をためらう生活保護受給者もいることから、脱却後に生じる税等

の負担増を緩和し、保護脱却のインセンティブとするとともに、安定的に就労して生

活を維持し、再度生活保護に至ることなく着実に自立していただくことを目的に創設

したものである。 

福祉事務所におかれては、給付金の周知に努め、就労による保護脱却に向けた支援

をお願いしたい。特に、「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」

（平成 25 年５月 16 日付け社援発 0516 第 18 号厚生労働省社会・援護局長通知）に基

づき、同方針に基づく支援が効果的と思われる者に対しては、保護脱却に至るまで切

れ目なく集中的な支援を行い、生活保護受給者の就労による自立を促すこととしてお

り、自立活動確認書を作成する場合など生活保護受給者との面談の機会をとらえて、

求職活動を促す就労活動促進費の活用等、就労に向けた切れ目のない支援や給付金の

支給を受けられる仕組みについても十分に説明を行い、早期の保護脱却が図られるよ

う支援をお願いする。 

   なお、支援に当たっては、本人の意思を尊重した就労支援を行い、給付金の支給が

可能であることをもって保護からの脱却を強制することがないようご留意願いたい。 

 

（３）被保護者就労支援事業の創設について 

生活困窮者自立支援法の施行に際しては、生活保護受給者も含めた生活困窮者に対

して支援策を構築していく必要があるが、法制的な整理として、 

・ 生活保護受給者を除く生活困窮者については、生活困窮者自立支援法で対応し、 
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・ 生活保護受給者については、生活保護法で対応する 

ことを基本としている。 

被保護者就労支援事業は、生活保護受給者に対する就労支援の重要性に鑑み、就労

支援に関する生活保護受給者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うこと

を法律上明確に位置づけ、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業に相当す

る支援が行えるよう制度化したものである。 

なお、事業内容については、生活困窮者自立促進支援モデル事業の検証や現在行わ

れているケースワーカーや就労支援員による就労支援の状況等を踏まえ、今後詳細に

ついて検討することとしている。 

また、当該事業については、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業に相

当する支援を行うことを想定していることから、国の費用負担についても同様の 3/4

負担としているところである。 

 

（４）生活保護受給者等就労自立促進事業について 

    生活保護受給者等就労自立促進事業は、ハローワークと福祉事務所との協定等に基

づく連携を基盤に、福祉事務所へのハローワークの常設窓口の設置や定期的な巡回相

談の実施等のワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備するとともに、早期支援

の徹底及び求職活動状況の自治体との共有など、就労支援を抜本的に強化し、生活保

護受給者、児童扶養手当受給者、住宅支援給付受給者のみならず、生活保護の相談・

申請段階の者等も含め、支援対象者の就労による自立を促進するものである。 

ハローワークでは、福祉事務所からの支援要請を受け、就労意欲が一定程度ある者

について、確実に就労に結び付くよう、カウンセリングから能力や適性の再確認、履

歴書・職務経歴書の作成支援、採用面接の指導、職業紹介、就職後のフォローアップ

まで、予約制・担当者制による一貫した就労支援が実施されている。 

平成 26 年度は、福祉事務所へ設置する常設窓口を増設する等、両機関が一体とな

った就労支援をさらに強化することとしているので、引き続きハローワークへの支援

候補者の積極的な送り出しをお願いしたい。 

特に、既に常設窓口が設置されている福祉事務所におかれては、運営協議会等で設

定した目標が達成されるなど、連携効果が十分発揮されるよう、常設窓口を有効活用

していただくとともに、平成 26 年度に常設窓口の設置を予定している自治体におか
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れては、早期に連携効果が発揮されるよう、できるだけ前倒しして早期に常設窓口を

開設するべく、引き続き都道府県労働局及びハローワークと調整しつつ、準備を進め

ていただきたい。 

 

（５）自立支援プログラムの策定について 

自立支援プログラムは、①管内の生活保護受給世帯全体の状況を把握し、②生活保

護受給者の状況や自立阻害要因を類型化し、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立

支援の具体的内容や実施手順等を定め、③これに基づき個々の生活保護受給者に必要

な支援を組織的に実施することによって、生活保護受給世帯が抱える様々な問題に対

処し、これを解決するための、「多様な対応」、保護の長期化を防ぐ「早期の対応」、

効率的で一貫した組織的取組を推進する「システム的な対応」を可能とするものであ

る。 

各福祉事務所におかれては、これまで以上に就労支援に取り組んでいただくととも

に、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に関する支援や生活保護受給者の居住の安

定確保支援など、福祉事務所が抱える課題について自立支援プログラムを策定し、積

極的に取り組んでいただくようお願いする。 

 

（６）高等学校等在学者に対する自立支援 

高等学校等に就学中の者の就労収入については、基礎控除、未成年者控除のほか、

高等学校等就学費の支給対象とならない経費等について、就学のために必要な最小限

度の額について収入認定除外の取扱いとしているところである。 

     高等学校等に就学中の者の就労については、学業に支障のない範囲にとどめるよう

留意する必要があるが、一方で、就労の意義の理解や社会性の向上など子どもの自立

意欲の喚起につながることが期待できるものである。 

このことから、今般、高等学校等に就学中の者のアルバイト等の収入について、次

のいずれにも該当する場合には、当該生活保護受給者の高等学校等卒業後の就労や早

期の保護脱却に資する経費に充てられることを福祉事務所が認めた場合において、こ

れに要する必要最小限度の額を収入認定除外の取扱いが可能となるよう、実施要領等

の改正を行ったところである。 

ア 高等学校等卒業後の具体的な就労や早期の保護脱却に関する本人の希望や意思
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が明らかであり、また、生活態度等から学業に支障がないなど、特に自立助長に効

果的であると認められること。 

    イ 使途が次のいずれかに該当し、かつ、当該経費の内容や金額が、具体的かつ明確

になっていること。 

・ 就労に資する技能を修得する経費や自動車運転免許費用（技能修得費の給付対

象となる場合を除く。） 

・ 就労に資する資格を取得することが可能な専修学校、各種学校又は大学に就学

するために必要な経費（事前に必要な入学料等に限る。） 

・ 就労や就学に伴って、直ちに転居の必要が見込まれる場合の転居に要する費用 

・ 国若しくは地方公共団体により行われる貸付資金又は国若しくは地方公共団体

の委託事業として行われる貸付資金の償還金 

ウ 当該生活保護受給者から提出のあった具体的な自立更生計画を、福祉事務所が事

前に承認していること。 

なお、経費の内容や金額によって、一定期間同様の認定を行う必要がある場合には、

本取扱いにより生じた金銭を別に管理するなどにより明らかにしておくことや、定期

的に報告を求め、当該経費が他の目的に使用されていないことを確認することとし、

使用後は、認められた目的のために使用されたことを証する書類等により、使途を確

認することが必要であるので留意されたい。 
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３ 健康・生活面に着目した支援について 

 

（１）法第 60 条の改正について 

改正前の法第 60 条においても、能力に応じて勤労に励むこと等を生活保護受給者

自身の生活上の義務として定めていたが、生活保護制度の目的である就労による自

立、社会的自立など、生活保護受給者のあらゆる自立助長を図る上で、何より健康状

態を良好に保つことが必要であり、また、生活保護受給者が日常生活を自ら営んでい

く際には、適切な金銭管理を行うことが必要であることから、生活保護受給者はこう

した点についても自ら主体的に取り組むことが重要である。 

このため、改正法第 60 条では、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出そ

の他生計の状況を適切に把握することを生活保護受給者の生活上の義務として具体

的に規定することとし、平成 26 年１月１日より施行しているものである。 

 

（２）生活保護受給者の健康管理を支援する取組について 

   生活保護（医療扶助）を受給している患者は、糖尿病や肝炎など重症化すると完治

が難しい疾患に罹患している割合が国民健康保険等の患者に比べて高いといった特

徴があるが、こうした疾患は、日常生活における健康管理を適切に行うことで改善や

重症化の予防が可能なものもあり、生活保護受給者の健康面に着目した支援を行うこ

とは重要である。また、結果として医療扶助の適正化にも資することになると考えて

いる。 

このため、改正法第 29 条において、生活保護受給者の健康状態に関する事項を調

査範囲とすることで福祉事務所が生活保護受給者の健康診査結果等を入手できるよ

うにし、また、平成 25 年度から地方交付税において福祉事務所が健康面に関して専

門的に対応できる体制を強化できるように措置しているところである。これにより、

福祉事務所は、法第 60 条の改正も相俟って、生活保護受給者の健康面に関する支援

の強化を図ることが可能であると考えている。 

福祉事務所におかれては、福祉事務所における健康面に関する支援体制を整備し、

健康管理指導など生活保護受給者の健康管理の支援に向けた取組を行うようお願い

する。 
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（３）生活保護受給者の家計管理を支援する取組について 

家計管理支援については、改正法第 60 条により、家計管理に問題が認められる生

活保護受給者に対して、早期に金銭管理や家計の問題点について助言等を行うなど、

家計管理への支援が容易になるものと考えている。 

福祉事務所においては、例えば、必要と認めた生活保護受給者に対して、個々の状

況に応じ、レシート又は領収書の保存や家計簿の作成を求める等の家計管理を支援す

る取組を行っていただくようお願いする。 

 

（４）改正法第 60 条の留意点について 

改正法第 60 条の規定により福祉事務所は必要に応じて、健康管理や金銭管理に関

して生活保護受給者に対し効果的に支援が行えるようになるものと考えているが、あ

くまで生活保護受給者が主体的に取り組んでいくことが重要であるため、本規定に定

める生活上の義務を果たさないことだけをもって、保護の停廃止を行うことは想定し

ていないことに十分ご留意いただくようお願いする。 
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４ 不正・不適正受給対策の強化等について 

 

公費によって全額その財源が賄われている生活保護の不正受給は、制度に対する国 

民の信頼を揺るがす極めて重大な問題であるため、厳正に対処することが必要である。    

このことから、下記のとおり法改正をし、必要な見直しを行うこととしているが、保

護の要件や、真に支援が必要な方には確実に保護を行うという生活保護制度の基本的考

え方を変えるものではないことに留意願いたい。 

 

（１）地方自治体の調査権限の強化 

 法第４条第１項において、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能

力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と

して行われるとされている。 

 このため、法においては、地方自治体が保護の決定又は実施のために生活に困窮す

る者の資産や能力などを確認するための調査権限を定めているところであるが、不正

受給対策をより実効あらしめるため、今般の法改正により、次のとおり地方自治体の 

調査権限の強化を図るものである。 

 ア 要保護者の生活実態の把握や不正受給が疑われる場合の事実確認等において、要

保護者から説明を求めることがあるが、現状では明確な根拠規定がないことから、

法第 28 条を改正し、福祉事務所が保護の決定及び実施等に必要があると認めると

きは、要保護者等に対し、報告を求めることができる旨規定する。 

イ 法第 29 条の調査権限の内容については、現在、要保護者の「資産及び収入の状

況」に限定されているが、要保護者に対する自立に向けた更なる就労指導、要保護

者の生活実態の把握や保護費支給の適正化を確保するため、健康状態や求職活動の

状況等を追加する。 

ウ 法第 29 条の調査対象者について、例えば、現在は保護を受給していないものの、

過去の保護受給期間中に不正に保護を受給していたことが、後日、明らかになった

者について、保護受給中の状況を確認することが必要となった場合であっても、法

第 29 条にはその権限が明確にはされていなかった。 

このため、調査対象者について、現行の「要保護者及びその扶養義務者」に加え

て、「過去に保護を受給していた者及びその扶養義務者」も追加する。 
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エ 法第 29 条に基づく調査を行った場合に、回答が得られないことにより、保護の

決定又は実施に支障があるとの指摘もあることから、法別表第一に掲げる情報のう

ち要保護者及び被保護者であった者について厚生労働省令で定めるものについて

は、官公署等に調査に対する回答義務を設けることとしている。 

 

（２）不正受給に係る徴収金と保護費との調整 

   不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁

した都道府県又は市町村の長は、法第 78 条の規定に基づき、その費用を、その者か

ら徴収することができる。 

   都道府県又は市町村の長が、費用の徴収を行うに当たり、徴収の対象者が生活保護

受給者である場合には、法第 58 条の規定に基づき、保護費の差押が禁止となってい

ることから、保護費の全額を支給したうえで、徴収すべき金額を分割して調定するな

どにより、保護費から返還を求めることとなる。 

   しかし、都道府県又は市町村の長が、費用徴収を行う時点で、すでに不正受給によ

り得た金銭を費消しているケースが多く、費用徴収の実効性が低いとの課題があった

ところである。 

このため、今般の法改正により、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、生

活保護受給者に対して、徴収債権を有している場合には、その徴収金について、本人

が申し出た場合において、生活の維持に支障がないことを前提に、福祉事務所が保護

費との調整を可能としている。 

 

（３）徴収金に対する税の滞納処分の例による処分について 

   不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁

した都道府県又は市町村の長は、法第 78 条の規定に基づき、その費用を、その者か

ら徴収することができるとされている。 

   しかし、当該者自らが徴収金の返還を行わなかった場合においても、地方公共団体

の歳入は、法律で特に定めのない限り、強制徴収の方法を講ずることができないため、

都道府県知事又は市町村の長は、一般債権と同様の保全手続に従って徴収を行うこと

となり、事務負担が大きいとの指摘もある。 

 このため、今般の法改正により、都道府県又は市町村の長は、不正受給に係る徴収
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金についても、国税の滞納処分の例により処分を行うことを可能としている。 

 

（４）不正受給の罰則の引き上げ及び徴収金の加算 

 不正受給は、制度に対する国民の信頼を揺るがす重大な問題であり、厳正な対応が

必要である。 

 生活保護制度における不正受給は、平成 24 年度で約４万２千件、金額にして約 191

億円であり、近年増加傾向にある。これは、近年、生活保護受給者が増加している中

で、福祉事務所において、課税調査による稼働収入の把握、年金調査による年金収入

の把握等の強化・徹底が図られたことによるものと考えている。 

一方、法第 85 条において、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等

に対する罰則として、３年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金と規定しているが、他

法令の罰則を踏まえると、罰則による抑止力が十分ではないとの指摘がある。 

 また、不正受給が発覚した場合であっても、その不正に得た保護費に相当する額を

返還するに過ぎず、法第 85 条等に定める罰則に関する告訴・告発等の措置をとらな

い限り、不正受給に対するペナルティが実質的に存在しないとの指摘もある。 

 このため、今般の法改正により、不正受給に対する罰金の上限額を 100 万円以下に

引上げるとともに、都道府県又は市町村の長は、不正受給に係る徴収金額に加え、不

正受給を行った金額に 100 分の 40 を乗じた額以下の金額を上乗せし徴収できるとし

ている。 

 

（５）第三者求償権の創設について 

   保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるとされてい

るため、交通事故等を原因として、生活保護受給者が医療機関を受診する場合、本来

であれば、損害保険会社等により医療費の支払いがなされるべきである。 

 しかし、生活保護受給者は、その治療に要する費用が損害保険会社等から支払いが

なされるのか、医療扶助によって支給がなされるかは、実質的に差異がないため、損

害保険会社等に請求を行わず、結果として医療扶助が適用されるケースがある。 

 また、福祉事務所は、医療扶助が適用された後に、生活保護受給者に対して保険金

等が支払われた場合には、法第 63 条に基づく費用返還請求を行う必要があるが、示
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談までに時間を要することや、一時金（仮渡金、内払金等）の支払いがあるなど、保

険金等の振込時期や金額の把握が困難であることなどから、生活保護受給者が保険金

等の受領を未申告のまま、費消してしまうといったケースもある。 

このため、今般の法改正により、都道府県知事又は市町村の長は、保護を行うべき

事由が第三者の行為によって生じた場合において、保護費を支弁したときは、その保

護費の限度において、生活保護受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取

得するなど第三者求償権を創設したところである。 

 今般、第三者行為求償事務の取扱要領及び第三者行為求償事務の手引について、そ

れぞれ「生活保護制度における第三者行為求償事務について」（平成 26 年４月 18 日

付け社援発 0418 第 354 号厚生労働省社会・援護局長通知）及び「生活保護制度にお

ける第三者行為求償事務の手引について」（平成 26 年４月 18 日付け社援保発 0418

第３号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）を発出しているので、ご了知願いたい。 

 

（６）不正事案の告訴等について 

近年、不正受給件数等は増加傾向にある一方、不正事案に係る告発件数については

低調な状況にある。 

このため、生活保護制度に関する国と地方の協議中間とりまとめ（平成 23 年 12 月

12 日）においても、「国は、不正事案の告発の目安となる基準の策定について検討す

る必要がある」とされたところである。 

    これを受け、不正事案に対して告訴等を検討する際の判断基準（目安）について、

既に福祉事務所が独自に定めている具体的判断基準を参考にとりまとめ、「生活保護

に関する不正事案への対応について」（平成 26 年４月１日付け社援保発 0401 第１号

厚生労働省社会・援護局保護課長通知）を発出したので、ご了知いただくとともに、

現場の警察と情報共有いただくなど、関係機関と連携し、不正事案に効果的に対応で

きるような体制を構築いただくようお願いしたい。 

   なお、当該基準はあくまで目安として示すものであり、実際に告訴等を行うか否か

は、当該基準によって一律機械的ではなく、個別事案に応じて、構成要件該当性や悪

質性等を踏まえて判断されるべきであることに留意されたい。 
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（７）組織的運営管理の徹底による適正な保護の決定実施と不祥事の未然防止について 

   平成 25 年度、一部の実施機関において、職員による保護費の領得等の不正や事務懈

怠などの事案が発生しているが、これらは生活保護行政に対する国民の信頼を根底か

ら揺るがすものであり、誠に遺憾である。 

   職員による不正や事務懈怠が発生した実施機関の状況を見ると、日常の現業事務に

係る審査や進行管理、牽制体制などの組織的運営管理体制に多くの課題が認められて

おり、保護費の支給決定及び支給手続き、債権管理も含めた法第 63 条による返還金及

び法第 78 条による徴収金の取扱い、遺留金品の取扱い、訪問調査活動の進行管理、ケ

ース審査などについて、それぞれに組織的な手順や仕組み、職階ごとの役割などが明

確になっておらず担当者任せになっていたり、本来果たすべき職階ごとの役割が機能

していないなどの状況が認められるところである。 

また、監査時に一部の実施機関において、現業員等の事務の範囲、保護金品の支給

及び返還金の管理、現業員等の現金の取扱い手順、決裁権者等を明確にした事務処理

規程等が整備されておらず、経理事務に係る不正事案の未然防止の観点から、現行の

事務処理に脆弱性があることが認められたところである。 

   ついては、各福祉事務所においては、不正事案の未然防止の観点から、「現業員等

による生活保護費の詐取等の不正防止等について（平成 21 年３月９日付け社援保発

第 0309001 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）」を踏まえ、保護担当と経理担

当の事務の分離や決裁権者等について規定どおり運用されているか、内部牽制が有効

に機能しているかを改めて点検するとともに今後は、各福祉事務所において所長が責

任をもって定期的に内部点検を実施するなどの取組をお願いする。 
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５ 生活保護制度の適正な実施について 

 

（１）要保護者の適切な発見把握について 

  ア これまでも、「要保護者の把握のための関係部局・機関等との連絡・連携体制の

強化について」（平成 13 年３月 30 日付け社援保発第 27 号厚生労働省社会・援護局

保護課長通知）にて、地域の実情に応じ、水道・電気等の事業者等との連絡・連携

体制について強化を図り、要保護者の把握、適正な保護の実施に努めるようお願い

しているところである。  

また、「要保護者の把握のための関係部局・機関等との連絡・連携体制の強化の

徹底について」（平成 22 年 10 月１日付け社援保発 1001 第１号厚生労働省社会・援

護局保護課長通知）にて、生活困窮から電気・ガス・水道料金等の滞納により、ラ

イフラインが止められ、死亡に至るという事態の発生を防ぐため、電気等の供給停

止に際して、電気・ガス等の事業者等と福祉事務所が連携を強化し、必要な措置を

講じていただくようお願いしたところである。 

    一部の自治体において、関係部局・機関（民生委員を含む）等との連絡・連

携体制が十分に図られていない実態が見受けられるため、生活困窮者に関する

情報を自治体の民生主管部（局）が適切に収集する観点から、改めて管内にお

ける電気・ガス等の事業者との連絡・連携体制の実態を把握した上で、「福祉

部局との連携等に係る協力について」（平成 14 年４月 23 日付け資源エネルギ

ー庁関係課長通知）に留意し事業者等と連携を強化されたい。 

    なお、その際は事業者や民生委員等から得られる生活困窮者の情報が着実に

必要な支援につながるよう、自治体の民生主管部（局）にこうした情報を一元

的に受け止める体制を構築されたい。こうした情報を得た民生主管部（局）は、

事業者や民生委員等と連携の上、必要に応じて、生活困窮者に対する訪問、電

話かけ等を行い、安否、健康状態の確認を行うなど適切な支援を実施されたい。 

イ 安否確認等に当たっては、ケースワーカーによる訪問活動のほか、民生委員や地

域包括支援センター、NPO 法人等、地域の社会資源の活用についても検討すること。 

ウ 生活の相談に福祉事務所に来所した方に対しては、生活困窮の状況を的確に把握

の上、面接相談票等に記録し、福祉事務所内で情報を共有すること。 

また、保護申請の意思のある方に対しては、生活保護制度の仕組みを十分に説明
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の上、申請手続きへの援助指導を行うとともに、申請の意思について面接相談票等

に記録すること。法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵

害していると疑われるような行為自体も現に慎むべきであることに留意願いたい。 

なお、保護の申請に至らなかった方に対しても、関係機関と連携し、可能な限り

必要なフォローアップをするよう努められたい。 

 

（２）訪問活動時における居住環境の確認について 

多人数の居住実態がありながらオフィス等の用途に供している建築物と称して、建

築基準法の防火関係規定違反等の疑いのある状況で使用されている物件が、複数の特

定行政庁で確認されているところである。 

   福祉事務所においては、生活保護受給者に対する訪問活動等によって、生活実態の

把握及び居住環境の確認に努めていただくとともに、建築部局等の関係部局と連携を

密にし、実態の把握を進めていただくようお願いする。こうした取組の中で、生活保

護受給者が違反建築物を利用している場合など住環境が著しく劣悪な状態であり、転

居が適当であるケースがあれば、適切な居住場所への転居を促すなど必要な支援を的

確に行っていただきたい。 

 

（３）無料低額宿泊施設等について 

 無料低額宿泊施設及び社会福祉各法に法的位置付けのない施設（以下「無料低額宿

泊施設等」という。）については、一部の施設において不適切な事案が見受けられた

ことを踏まえ、「生活保護受給者が居住する社会福祉各法に法的位置付けのない施設

及び社会福祉法第２条第３項に規定する生活困窮者のために無料又は低額な料金で

宿泊所を利用させる事業を行う施設に関する留意事項について」（平成 21 年 10 月 20

日付け社援保発 1020 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）等により、 

① 訪問調査の徹底や劣悪な住環境にある場合などの転居支援 

② 消防署が行う防火安全体制の確認の協力 

③ 未届施設に関する関係部局との連携 

④ 生活保護費の本人への直接交付の徹底 

⑤ 無料低額宿泊施設の収支状況の公開の徹底 

を周知しているところであるが、無料低額宿泊施設等をめぐる問題、特にいわゆる「貧
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困ビジネス」については、依然として後を絶たず、適正な運営が強く求められること

から、上記に掲げる事項について、改めて徹底をお願いする。 

 また、日頃より、生活保護の担当部局と施設の担当部局は、必要な情報を随時交換

するなど連携の強化に努め、例えば有料老人ホームに類似した施設であることが確認

された場合は、都道府県等本庁の施設の担当部局へ情報提供をすることについて、配

慮されたい。 

   なお、何らかの支援が必要な高齢者がこうした施設を利用している場合もあるが、

現在、養護老人ホームにおいて、定員の空きがあるといった状況もあるため、生活保

護の担当部局と高齢者福祉担当部局との連携を図り、転居支援を行う場合等におい

て、養護老人ホームへの入居などについても検討するよう、併せてお願いする。 

 

（４）金融機関本店等に対する一括照会について 

金融機関本店等に対する一括照会（以下「本店等一括照会」という。）については、

要保護者及び生活保護受給者の増加という状況に鑑み、法第 29 条に基づく調査に限

り、都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟銀行、信用組合及び信用

金庫等（以下「銀行等」という。）の協力を得て、効果的な手法である銀行等が指定

する本店・本部・センター等（以下「本店等」という。）への一括照会を平成 24 年

12 月から実施しているところである。 

従前各福祉事務所が複数の支店に別々に照会をしていたものが、本店等一括照会を

行うことによって、各福祉事務所の事務負担の軽減につながるとともに、本店等一括

照会の実施によって以前の方法では判明しなかったと考えられる口座が相当数発見

されているなど、資産調査の効率的、効果的な実施に資しているものと考えている。 

本店等一括照会の実施に当たっては、「金融機関本店等に対する一括照会の実施に

ついて」（平成 24 年９月 14 日付け社援保発 0914 第１号厚生労働省社会・援護局保

護課長通知）及び「金融機関本店等に対する一括照会の実施について」（平成 24 年

９月 14 日付け事務連絡）（以下「関係通知」という。）で定めるところにより実施

することとし、また関係通知が徹底されていない事例及び指摘を踏まえて、「金融機

関本店等に対する一括照会の留意事項について」（平成 25 年９月 30 日付け事務連絡）

を発出しているところである。 

しかしながら、関係団体より関係通知で定める実施方法等が徹底されていない事例
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が散見されるとの指摘が引き続きされている。 

このことは、迅速で正確な調査に支障を生じさせるほか、行政機関に対する信用を

失わしめかねないことから、本店等一括照会の実施について一層適正な処理にあたら

れるよう、当該業務の実務担当者に徹底するようお願いする。 

 

（５）住宅扶助費の代理納付の活用について 

   生活保護の住宅扶助費については、使途を限定された扶助費が家賃支払いに的確に

充てられる必要があることから、保護の実施機関による代理納付を可能としていると

ころである。代理納付という手法自体は、生活保護受給者、家主ともに事務負担の軽

減につながるなどのメリットがあることから、家賃滞納をしていない者であっても代

理納付をすることは可能としているところであるが、特に家賃等を滞納している者に

ついては、住宅扶助が家賃等の使途以外に消費され、結果として住居を失う可能性も

あることから、積極的に活用されたい。 

なお、共益費についても平成 26 年７月より代理納付を可能とすることとしており、

関係通知を発出しているので留意されたい。 

 

（６）生活必需品等購入のための貸付金の取扱いについて 

生活保護では、家具什器の購入は、経常的な生活費のやり繰りで賄うことを原則と

しており、このことから一時扶助（家具什器費）についても、保護開始時に持ち合わ

せがない場合など限定して支給することとしている。 

また、貸付金の利用についても返還金の償還によって最低生活を下回る生活を強い

ることになることから、原則として認めていないところである。 

しかしながら、予期しない家具什器の破損等によって手持金で対応することができ

ず、健康管理や日常生活に著しい支障を来す場合も考えられることから、平成 26 年７

月より、緊急に当該物品を購入する必要がある等真にやむを得ない事情がある場合に

限って、生活福祉資金等の利用を認めることとしている。あわせて生活福祉資金等の

償還方法として代理納付できることとしており、関係通知を発出しているので留意さ

れたい。 

なお、今般の通知改正により、冷暖房設備購入のための貸付金の償還について、保

護費以外の収入から控除して認定する取扱いを廃止することとしたが、通知改正の施
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行前に貸付を受けて現在償還中の世帯にあっては、当該償還に係る取扱いについては、

なお従前の例によることとしたのでご了知願いたい。 

 

（７）会計検査院からの指摘について 

   生活保護の実施に関して、これまで会計検査院から改善措置要求がされた事案に応

じて改善策を示した通知を発出し、必要な対応を行っていただいているところである

が、一部の福祉事務所において、通知の内容を認識していない等により十分な対応が

されていない状況にあることが監査等により指摘されているところである。 

そのため、次に掲げる取組を行うことを改めて職員に周知する等、適正な保護の実

施に努められたい。 

  ア  年金加入状況等の把握及び「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の活用につ

いて 

生活保護は、法第４条に基づき、その利用し得る資産、能力あらゆるものを、そ

の最低限度の生活の維持のために活用することを要件としており、生活保護の実施

に当たっては、年金などの社会保障施策等の活用が前提となっているが、平成 22

年に厚生年金の脱退手当金及び国民年金の任意加入制度が活用されていないとの指

摘を受け、「年金制度及び不動産等の資産の活用の徹底等について」（平成 23 年３

月 31 日付け社援保発 0331 第３号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）により、

年金加入状況について、年金事務所や市町村の国民年金担当課等と連携の上、必要

に応じて法第 29 条に基づく調査を実施するとともに、通知に定める様式を参考に、

組織的に管理するよう周知しているところであり、引き続き適正に実施されたい。 

また同じ年に、要保護世帯向け不動産担保型生活資金（以下「リバースモゲージ」

という。）について制度の利用の検討を十分に行っていないなどの指摘を受け、上

記通知において、生活保護受給者が所有する不動産等の資産の状況等の適時適切な 

把握と組織的管理を求めるとともに、必要に応じリバースモゲージ制度の活用等を 

具体的に指導助言するよう周知しているところである。各自治体におかれては引き 

続きリバースモゲージの活用を促進されたい。 

イ 法第 63 条の適用及び法第 78 条に基づく費用返還決定額の算定について 

平成 23 年に、返還金等の額の算定が適切に行われていないとの指摘を受け、「生

活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」（平成 24 年 7 月 23 日付
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け社援保発 0723 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）により、法第 63 条

及び法第 78 条の適用に当たっての判断基準を示すとともに、法第 63 条に基づく費

用返還額から控除する額の認定に当たって保護の実施機関の判断を明確にするため

参考様式を示しているところである。今後とも保護費の返還及び徴収について適正

に実施されるようお願いする。 

  ウ 特別児童扶養手当等の収入認定及び就労支援（生業扶助の支給）について 

    平成 24 年には、被保護世帯の特別児童扶養手当等の申請又は受給について把握し

ていたにもかかわらず、収入認定を行っていなかったもの等について指摘を受けた

ところである。この指摘については、「生活保護の生業扶助（技能修得費）の適正

な給付等について」（平成 25 年５月 16 日付け社援保発 0516 第５号厚生労働省社会

・援護局保護課長通知）を踏まえ、受給資格の有無を必要に応じて関係先に対して

調査し、収入の認定を確実に行うため、査察指導員による点検の徹底や、特別児童

扶養手当等の担当部局と連携し、障害者手帳所持者に関する特別児童扶養手当等受

給状況を確認すること等を徹底されたい。 

また、同じ年に生業扶助（技能修得費）について、これを支給したのち、就労に

結びついていないケースがあるなど効果が十分に現れていない事態について指摘を

受けたところである。技能修得費は、生活保護受給者の就労に向けた活動が、より

効果的に行われるよう有効に活用される必要がある。このため、上記通知を踏まえ、

支給後において、技能修得の状況等を十分把握するとともに、自立活動確認書に基

づき必要な支援を行う等により資格の取得やその後の就労等に、より結びつくもの

となるよう努められたい。 

  エ 単身世帯の被保護者の死亡により保護を廃止する場合や葬祭扶助を行う場合に係

る取扱いについて 

平成 25 年には、死亡月の翌月以降の分の保護費について、返還の処理を行ってい

なかったり、返還の免除を決定したりしている事案や葬祭費用が葬祭扶助の基準額

を超える葬祭に対して葬祭扶助を行っている事案等について指摘があったところで

ある。これらの指摘については、「生活保護の葬祭扶助の適正な給付等について」

（平成 26 年３月 31 日付け社援保発 0331 第２号）を踏まえ、被保護者の死亡月の翌

月以降に支給した保護費が、過払いであることは明らかであり、過払い分の返還に

ついて必要な措置を講じるとともに、葬祭扶助費の支給は、葬祭に要する費用が、
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保護の基準額の範囲内である場合であって、死亡した被保護者の遺留金品を充当し

てもなお不足する費用がある場合に、支給する必要があること等について徹底され

たい。 
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６ 医療扶助の適正な実施について 

 

（１）生活保護等版レセプト管理システムを活用した取組の推進等について 

ア 生活保護等版レセプト管理システムを活用した取組の推進 

生活保護等版レセプト管理システム（以下「電子レセプトシステム」という。）

は、受給者や医療機関別にレセプトの抽出が容易に行えるなど効率的・効果的なレ

セプト点検等が可能であるため、各福祉事務所において創意工夫し活用することに

より、医療扶助の適正化に向けた取組に与するものである。 

平成 24 年 10 月には、電子レセプトシステムの改修を行い、薬の過剰な多剤投与

を受けている者や重複受診を行っている者など適正化の対象となり得る者を容易に

抽出できるよう機能強化を行っている。これにより、不適切な受診行動が疑われる

事例の把握が効率化され、受給者に対する指導等へ重点を置くことができるなど、

受給者の適正受診に向けた取組を効果的に実施できるものと考えている。 

実際に、福祉事務所からは、システム改修により速やかな適正受診指導及び早期

の改善に結びついているといった適正受診指導への効果があがっているとの報告を

いただいているところである。また、電子レセプトシステムを、後発医薬品へ切り

替えた場合の差額通知書の作成や、先発医薬品の使用量に注目して後発医薬品に関

する理解が十分でないと考えられる方に対して重点的に説明を行うなど後発医薬品

の使用促進への取組に活用している事例もあると承知している。 

また、平成 25 年３月には、請求に突出した特徴が見られる医療機関を容易に抽出

できるよう更なる機能強化を行ったところであり、電子レセプトシステムにより抽

出されたことをもって不適正ということにはならない点に留意が必要であるが、こ

れにより不適切な請求等が疑われる医療機関を絞り込み、重点的に点検・指導等を

実施していくことが可能になるものと考えている。 

電子レセプトシステムは、これを積極的に活用することによって、様々な医療扶

助の適正化に向けた効率的かつ効果的な取組に繋がるものであるため、国において

も、マニュアルの改訂等を通じて支援していくこととするので、福祉事務所におか

れても、積極的に電子レセプトシステムを活用し、医療扶助の適正化に向けた実効

性のある取組を実施されたい。 
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イ 電子レセプトシステムの基本マスタ等の更新 

電子レセプトシステムの保守管理については、各福祉事務所において、保守管理

業者と契約を締結する等により、システム機器の管理や基本マスタの更新等を行っ

ていただいているところであるが、昨年、システムの開発業者及び社会保険診療報

酬支払基金より、各自治体において行う必要がある基本マスタやバージョンアップ

プログラムの更新が不十分なために、画像生成に不具合が生じている自治体が一部

あるとの報告があった。 

「『生活保護等版レセプト管理システム』運用の手引き」（2015.9.2 第 6 版）の

２－①「基本マスタの更新」にあるように、基本マスタやプログラムの更新は、当

該システムの使用のために必須であるため、適宜、システムへの取り込みを実施す

るようご留意いただきたい。 

特に、平成 26 年度は診療報酬改定が行われているため、更新を行っていない場合

は、至急対応願いたい。 

 

（２）後発医薬品の更なる使用促進について 

   後発医薬品の普及は、患者の負担軽減及び医療財政の改善に資することから、国全

体でその使用促進に取り組んでいるところであり、生活保護制度の医療扶助において

も、より一層の後発医薬品の使用促進を図ることが重要である。 

ア 医師が後発医薬品の使用を認めている場合に、薬局で原則として後発医薬品を調

剤する取組（運用） 

生活保護における後発医薬品の使用促進については、「生活保護の医療扶助にお

ける後発医薬品に関する取扱いについて」（平成 25 年５月 16 日社援保発 0516 第１

号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）により、指定医療機関である薬局におい

て一般名処方による処方せん又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可と

していない処方せんを持参した受給者に対して、原則として後発医薬品を調剤する

取組を行っていただいているところである。 

各福祉事務所におかれては、生活保護における後発医薬品の使用促進について受

給者及び医療関係者への周知徹底を丁寧に行うとともに理解・協力を得ながら、着

実に取組を推進されるようお願いする。 
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イ 医師が後発医薬品の使用を認めている場合に、医療機関等が受給者に対して後発

医薬品の使用を促していくことの法制化（改正法第 34 条第３項） 

平成 26 年１月１日に施行された改正法第 34 条第３項は、上記アの取組を実効あ

らしめるものとすることも含め、後発医薬品の使用促進に当たっては、患者との信

頼関係を基に個々の状況に応じて専門的な知見に基づいて医師や薬剤師が丁寧な説

明を行い受給者の理解を促していくことが重要であることから、医師等が後発医薬

品の使用を認めている場合には、医療機関も含めた関係機関が受給者に対して後発

医薬品の使用を促すことを規定したものである。 

また、既に周知したとおり、改正法第 34 条第３項の施行に併せて、指定医療機関

医療担当規程及び生活保護法施行規則の改正を行い、平成 26 年１月１日より施行し

ていることにご留意いただきたい。 

 

（３）医療扶助における適正実施の徹底等について 

   生活保護の実施状況について、平成 26 年３月 19 日に会計検査院の随時報告が行わ

れ、医療扶助については、厚生労働省に対し、以下の事項が所見として示されている

ところである。 

①  被保護者である長期入院患者で精神及び行動の障害に分類される者等につい

て、事業主体がその病状の把握や退院後の受入先の確保をより円滑かつ適切に行

うことができることとなるよう介護、障害等に関する部門も含めた体制整備を図

ることの必要性や、退院促進に係る指導の一層の充実及び他の施策との連携等に

ついて検討すること 

②  高頻度入院者について、転院の要否の確認等の業務が適切に行われるよう事業

主体を引き続き指導するとともに、指導を通じて高頻度入院者の実態の一層の把

握に努めて、その対応方針について不断の検討を行っていくこと 

③  向精神薬等の重複処方について、重複処方の改善が見られない被保護者に対す

る事業主体の指導等が効果的に行われるような方策を検討すること 

④ 頻回受診者について、事業主体における台帳整備や訪問指導等の充実を図らせる

とともに、適正受診の更なる促進に努めること 

また、長期入院患者の退院促進については、平成 22 年度決算検査報告においても、

是正要求が示されているところである。 
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医療扶助を受給している者のうち自立に向けた支援や適正受診に係る助言指導が

必要な者については、これまでも「医療扶助における長期入院患者の実態把握につい

て」（昭和 45 年４月１日付け社保発第 72 号）などにより、具体的な対象者を把握し、

主治医訪問等により患者の実態を踏まえた上で必要な対応を行っていただいている

ところであるが、一部の福祉事務所において十分な取組がされていない状況もみられ

るところである。前述（１）アのとおり、電子レセプトシステムを活用することによ

り、長期にわたり入院している者や、入退院を繰り返し行っている者、複数の医療機

関から向精神薬を重複して処方されている者、受診日数が過度に多い等不適切な受診

行動が疑われる者等の把握は容易にできることとしたところであり、受給者に対する

適正受診の徹底や退院促進に向けた支援等について確実に実施するようお願いする。 

また、向精神薬の重複処方に係る適正化や自立支援医療（人工透析療法）の優先適

用に向けた福祉事務所の取組状況については、平成 26 年度も引き続き地方厚生局に

よる確認を実施するので、ご了知願いたい。 

 

（４）柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な給付について 

柔道整復の施術の給付に係る医師の同意の取扱いについては、これまでも「生活保

護法による医療扶助における施術の給付について」（平成 13 年 12 月 13 日付け社援

保発第 58 号）等により周知徹底してきたところであるが、一部の福祉事務所におい

て、施術を希望する者に対して、一律に、医療機関へ受診したうえでなければ施術を

受けられない旨指導を行っている実態が見受けられるため、下記の取扱いについて、

ケースワーカー等に対して、あらためて周知徹底を図るとともに、適切な取扱いがな

されるよう指導をお願いする。   

（医療扶助運営要領第３－７） 
 ・柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当をする場合は医師の同意は不要 
 ・柔道整復師が脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要 
（「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」問２０の２） 
 問 柔道整復については、打撲又は捻挫の患部に手当する場合や脱臼又は骨折の患部に

応急手当をする場合は医師の同意は不要とされているが、医師の同意の必要性を判断

するため、被保護者に事前に指定医療機関を受診させることとしてよいか。 
答 被保護者から柔道整復による施術の給付申請があった場合には、福祉事務所は、

施術の給付要否意見書に必要事項を記載の上、指定施術機関において給付要否意見
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書の所用事項の記入を受けさせ、必要に応じて、医師の同意を求めるべきである。

設問の場合、指定施術機関での施術を希望する被保護者に対して、合理的理由なく、

事前に指定医療機関を受診するよう求めることは適当ではない。 
 

また、平成 22 年度に会計検査院より、保険給付における柔道整復の療養費が十分

な点検及び審査が行われていない事態があり、改善を図るべきとの指摘を受け、生

活保護においても「柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な給付について」（平

成 23 年３月 31 日付け社援保発 0331 第７号）により、一層適正な処理を行うよう通

知しているところであるので、上記の事項と併せて当通知についてもあらためて周

知徹底を図るようお願いする。 
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７ 介護扶助の適正な実施について 

 

（１）「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律案」における生活保護法の改正 

平成 26 年２月 12 日に国会へ提出された「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」においては、介護保険法を改

正し、全国一律のサービス内容、基準、単価等の介護予防給付（訪問介護、通所介護）

について、市町村が地域の事情に応じた取組ができるよう地域支援事業へ移行するこ

ととしている。 

これに伴い、同法案において生活保護法についても、これらのサービスがこれまで

と同様に介護扶助の対象となるよう、所要の改正を行うこととしているので、予めご

了知いただきたい。また、当該法改正に伴う運用の見直し内容等については、今後、

詳細が決まり次第、周知していく予定である。 

 

（２）介護扶助の決定について 

   65 歳以上の生活保護受給者が福祉用具購入等の介護サービスを利用する場合には、

その費用は、９割が介護保険で賄われ、残りの１割は、生活保護の介護扶助により給

付されることになっている。 

介護扶助の決定について、一部の福祉事務所長において当該取扱いを誤る事例が発

生しており、各福祉事務所においては、介護扶助の運用が適切に行われるようお願い

する。 
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８ 指定医療機関制度等の見直し等について 

 

（１）指定医療機関制度の見直し等について 

多くの医療機関では適正な医療が行われている中で、生活保護制度に対する信頼を

確保するためには、一部の不適切な医療機関については厳正に対処していく必要があ

る。 

このため、健康保険の取扱等を参考に、指定医療機関等の指定及び指定取消の要件

を明確化するなど改正法において、指定医療機関制度、指定助産機関制度及び指定施

術機関制度の見直しを行っている。 

   既に、改正法及び生活保護法施行令、生活保護法施行規則及び医療扶助運営要領等

を踏まえての指定医療機関等の指定事務に関する留意事項等について、「生活保護法

による医療扶助運営要領について」の一部改正について（平成 26 年４月 25 日付け社

援発 0425 第 12 号）等において示しているところであり、各福祉事務所において、７

月１日の施行に向けて準備を進めていただいているところである。都道府県等は管内

の指定医療機関等へ以下の内容を周知等行っているので、各福祉事務所においては、

参考としてご了知願いたい。 

 

＜指定医療機関への主な周知内容＞ 
 

 ○ 指定医療機関制度等の見直し内容 
・ 指定要件及び指定取消要件が規定されたこと。 

・ 指定の有効期間が規定されたこと。 

・ 指定取消があった場合に、健康保険法と関連性を持たせて対応できるよう、健康保険で

指定取消があった場合には生活保護の指定取消ができるよう規定し、生活保護で指定取消

をした場合であって保険医療機関の指定取消要件に該当する疑いがあるときは、厚生労働

大臣に通知することを規定したこと。 

・ 過去の不正事案にも対応できるよう指定医療機関の管理者であった者についても、立入

検査等を行えることを規定したこと。 

・ 指定医療機関が偽りその他不正な手段により支払いを受けた場合に、返還させるべき額

のほか、100 分の 40 を乗じた額以下の金額を徴収できることを規定したこと。  等 

○ 改正法施行に係る経過措置の内容 
・ 現行法の指定を受けている指定医療機関は、施行日において改正法の指定があったもの

とみなされること。 

・ 施行日から１年以内に改正法による指定の申請をしなければ、その指定の効力を失うも

のとしていること。 

・ 改正法の指定を受けたものとみなされた指定医療機関の最初の指定の更新については、

６年後までではなく、厚生労働省令で定める期間までに行うものとしていること。  等 
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＜指定医療機関への指定申請書類の送付等＞ 
 
 ○ 申請書類の送付、申請状況の管理 

・ 管内の指定医療機関に対し、施行日から１年以内に改正法の指定申請が円滑に行われる

よう必要な申請書又は誓約書等の様式を送付すること。 
・ 管内の指定医療機関からの当該申請の受理状況を管理し、必要に応じて、当該申請がな

されていない指定医療機関に対して申請手続の進捗状況の確認等を行うこと。  等 
 ○ 指定の審査等 

・ 申請書又は誓約書等の記載内容について審査し、指定を行うことが適当と判断される場

合には、改正法の施行の日付（平成 26 年７月１日）で指定を行ったことを通知すること。 

・ 併せて、厚生労働省令で定める期間（当該指定医療機関の健康保険法による指定の効力

が失われる日）までに、更新の申請を行う必要があることを通知すること。  等 

 

＜指定助産機関及び指定施術機関への主な周知内容＞ 

 

○ 指定助産機関及び指定施術機関制度等の見直し内容 
・ 改正法による施術機関については、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師に加え、は

り師及びきゅう師についても、指定を受けるものとすること。 

・ 指定要件及び指定取消要件が規定されたこと。 

・ 過去の不正事案にも対応できるよう指定助産機関又は指定施術機関であった者について 

も、立入検査等を行えることを規定したこと。 

・ 指定助産機関の又は指定施術機関が偽りその他不正な手段により支払いを受けた場合に、

返還させるべき額のほか、100 分の 40 を乗じた額以下の金額を徴収できることを規定した

こと。  等 

○ 改正法施行に係る経過措置の内容 
・ 現行法の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日

において改正法の指定があったものとみなされること。  等 

 

＜はり師及びきゅう師への指定申請書類の送付等＞ 

  

○ 申請書類の送付、申請状況の管理 
・ 「はり・きゅう師登録簿」に登録されている管内のはり師・きゅう師に対し、はり師・

きゅう師に係る指定が円滑に行われるよう、必要な申請書又は誓約書等を送付すること。 

・ 管内のはり師・きゅう師に係る指定の状況について、常時、管理すること。 

・ 特に、当該施術を担当するはり師又はきゅう師が施行日において改正法の規定による指

定を受けていない場合には、施行日前より継続して行われている施術（はり・きゅう）を

行うことはできないので、当該施術が中断されることのないよう十分注意すること。 

・ このため、施行日前より継続して行われている施術を担当するはり師又はきゅう師に対

しては、施行日より前に申請することを促し、必要に応じて、申請手続の進捗状況の確認

等を行うこと。  等 

 

（２）指定医療機関への指導体制の強化等について 

ア 指定医療機関への指導体制の強化について 

指定医療機関に対する指導等の実施に当たっては、都道府県等が指定した医療機

関等については、一義的には指定権者である都道府県等が行うべきものである。 
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今後もその考え方は変わるものではないが、一部の不適切な指定医療機関に効率

的・効果的に対処できるようにするため、改正法では、都道府県等が指定した医療

機関への立入検査等について、受給者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労

働大臣が判断した場合には、都道府県等と密接な連携の下で、国による指導等も実

施できるようにしている。 

具体的な連携方法や指導検査体制等については、現在、都道府県等によって指導

検査体制や指導方法等が相当程度異なる状況にあるため、現時点において一律定型

化し示すことは困難と考えている。このため、個別指導について、厚生労働省にお

いて適宜福祉事務所から相談を受けつつ、当面の間は、連携して指導等を行う福祉

事務所を限定して対応し、具体的な事例を積み重ねていくこととしている。指定医

療機関への指導等については、都道府県等が行うものであるので、各福祉事務所に

おいては、参考としてご了知願いたい。 

 

イ 医療扶助運営要領の改正について 

改正法では、一部の不適切な指定医療機関に対して厳正な対処を行うため下記の

見直しも行っており、医療扶助運営要領について、「「生活保護法による医療扶助

運営要領について」の一部改正について」（平成 26 年４月 25 日付け社援発 0425

第 12 号）により、所要の改正を行っているので、ご了知願いたい。 

（ア）法による指定医療機関又は健康保険法による保険医療機関のいずれかの指定

が取り消された際に、両制度間で関連性を持たせて対応できるものとする。 

・ 都道府県知事は、法による指定医療機関の指定を取り消した場合であって、

保険医療機関の指定取消要件に該当すると疑うに足りる事実があるときは、

厚生労働大臣に通知しなければならないものとする。 

・ 健康保険法による保険医療機関の指定が取り消された場合は、法の指定医

療機関の指定を取り消すことができるものとする。 

（イ）過去の不正事案への対応 

現行法では対象となっていない指定医療機関の開設者であった者等につい

ても、立入検査等をできるものとする。 

（ウ）不正利得に対する徴収金 

不正な手段により医療の給付に要する費用の支弁を受けた指定医療機関が
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あるときは、都道府県知事又は市町村長は、当該指定医療機関から、その返還

させるべき額のほか、100 分の 40 を乗じて得た額以下の金額を徴収することが

できるものとする。 

 

（３）指定介護機関の見直しについて 

   改正法の施行に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等については、「「生

活保護法による介護扶助の運営要領について」の一部改正について」（平成 26 年４

月 25 日付け社援発 0425 第 13 号）等において示しているところである。指定介護機

関の指定の取扱いについては、以下のとおりであるので、各福祉事務所においては、

参考としてご了知願いたい。 

ア 介護保険法の指定又は開設許可があったときの指定介護機関の指定の取扱い 

改正法において、指定介護機関の指定制度については、指定医療機関の指定と同

様、指定要件の明確化等の見直しがされている。 

指定介護機関の指定に当たっては、改正法第 54 条の２第１項の規定による法に基

づく単独指定のほか、同条第２項の規定により、改正法の施行後に新たに介護保険

法の指定又は開設許可があった介護機関については、当該介護機関から別段の申出

がない限り、法の指定があったものとみなすものとしている。 

このため、都道府県等本庁の生活保護担当部局は、都道府県又は市町村の介護保

険担当部局において介護保険の指定又は開設許可を行った介護機関の情報を適宜把

握する必要がある。 

＜改正法＞ 
（介護機関の指定等） 
第五十四条の二 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施

設又は介護老人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、

介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその

事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予

防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者又は特定介護予防福祉用具

販売事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の

作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福

祉用具の給付を担当させる機関を指定する。 
２ 介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に

掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を

受けたものとみなす。ただし、当該介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉
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施設を除く。）が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、

この限りではない。 
３ 前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関

に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を

失う。 
４ 第四十九条の二（第二項第一号を除く。）の規定は、第一項の指定について、第五十条から前

条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関（第二項本文の規定により第一項の

指定を受けたものとみなされたものを含む。）について準用する。この場合において、第五十条

及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指

定医療機関」とあるのは「指定介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設

に係るものを除く。）」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項ま

での規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払

基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政

令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中

「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省

令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」と

あるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。 

 

イ 既存の指定介護機関に係る施行日以降の指定の取扱い 

  改正法附則第６条において、現行法の規定による指定を受けている指定介護機関

は、施行日において改正法の規定による指定を受けたものとみなされるものとして

いる。 

ただし、当該指定介護機関は、改正法第 54 条の２第２項の規定による指定（みな

し指定）を受けたものではないため、当該指定介護機関が介護保険法の規定による

指定の取消し等があった場合であっても、法による指定の取消し等を行わなければ

指定の効力は失われないものである。 

＜生活保護法の一部を改正する法律（附則）＞ 
（指定介護機関に関する経過措置） 
第六条 この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項（旧道州制特区法第十二条第二項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成

二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項（新道州制特区法第十二条第二項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の指定を受けたものとみなす。 
２ 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたもの

とみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法

第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法

第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。  
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９ その他 

 

（１）生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響について 

   平成 25 年８月より実施している生活保護基準の見直しについては、これに伴い、他

制度に影響が生じうる可能性が指摘されていることから、政府ではできる限り影響が

及ばないようにするため、平成 25 年２月５日に、全閣僚で対応方針を確認していた

ところである。 

   この対応方針を踏まえ、これまで、平成 25 年度政府予算成立時点及び政府において、

平成 26 年度予算の概算要求が取りまとめられた時点において、それぞれ厚生労働事

務次官通知を発出し、政府の対応方針についてお示しするとともに、その趣旨をご理

解いただいた上で、各福祉事務所において適切にご判断・ご対応いただくよう、依頼

を行ってきたところである。 

今般、改めて厚生労働事務次官通知（平成26年４月15日付け厚生労働省発社援0415

第１号厚生労働事務次官通知）を発出し、同趣旨の依頼を行ったところであるので、

各福祉事務所におかれても、政府の対応方針の趣旨をご理解いただいた上で、適切に

ご判断・ご対応いただくよう、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

（２）セーフティネット支援対策等事業費補助金について 

ア 平成 26 年度予算について 

セーフティネット支援対策等事業費補助金（以下「補助金」という。）について

は、平成 25 年度補正予算における「緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡

充等支援事業分）」（以下「基金」という。）への積み増しや、補助金から基金へ

の事業の移行（生活困窮者自立促進支援モデル事業、自立支援プログラム策定実施

推進事業等）を勘案し、平成 26 年度予算において 150 億円を計上したところである。 

イ 平成 26 年度の国庫補助協議等について 

平成 25 年 12 月に各自治体から報告いただいた補助金の所要見込額を見ると、予

算額を大幅に上回っていることから、補助金の執行に当たっては、平成 25 年度同様、

各都道府県のご理解をいただいた上で、基金を活用した一体的な実施も視野に入れ

るとともに、真に必要な人件費等の経費を国庫補助の対象とするため協議方針をお

示しし、事前協議を行っていただいているものである。 
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また、事前協議に当たっては、各自治体における地域の実情を踏まえつつ、各事

業の必要性や効果等を踏まえ、事業の見直しや優先順位を付ける等、十分な精査や

再検討を行い真に必要とされる経費のみ見込んでいただくようお願いしたところで

ある。 

現在、各自治体からご提出いただいた事前協議の内容を精査中であるが、本事業

は、限られた予算の範囲内で交付する（※）予算補助事業であることから、協議方

針に基づき、真に必要な経費に限って補助するよう調整を行うのでご理解、ご協力

をお願いする。 

今後、厳しい財政状況の中、本事業が限られた予算の範囲内で効果的・効率的な

執行が行われるよう、執行状況等の調査を適宜行うので、あわせて協力をお願いす

る。 

（※）セーフティネット支援対策等事業費補助金交付要綱（平成 19 年 7 月 24 日厚生労働事務次官通知） 

   セーフティネット支援対策等事業費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補

助金等係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成 12

年厚生省、労働省令第 6 号）規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

ウ 本補助金の今後の方向性 

    平成 27 年度に向けては、国家の喫緊の課題である財政健全化に向けての予算の抜

本的な見直しが進む等、財政的に極めて厳しい状況下のもと、 

・ 平成 27 年４月より「生活困窮者自立支援法」の施行に伴う必要な国庫負担金や

補助金等の財源の確保 

・ 基金が平成 26 年度末で終了（予定）するため、基金で実施している事業を改

めて補助金事業として整理する必要があること 

等の課題がある。 

このため、現在、補助金で実施している事業についても、その必要性や効果、国、

市町村、都道府県、指定都市の役割等を再検討し、抜本的な整理統合を行うなど新

たな補助金体系への見直しを図る必要があると考えている。 

このような状況を国及び各自治体で共通認識としながら、今後の施策が円滑に実

施されるよう、国として最大限努力していくので、各福祉事務所長においても、そ

の旨ご理解の上、ご協力願いたい。 
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（３）平成 26 年度生活保護関係調査の実施について 

平成 26 年度の生活保護関係調査については、一覧のとおりである。引き続き、ご

協力をお願いする。 

 

平成 26 年度生活保護関係調査一覧 
 

 
調査の名称 

 

 
調査の対象 

 
対象選定 

 
の方法 

 
調査の 

周期及び 
時期 

 
調査票等の 

 
提出期限 

 
地域的範囲 

 
属性的範囲 

 
被保護者調査 
【年次調査】 
 基礎調査・個別調査 
【月次調査】 
 

 
 全 国 
 
 
 
 

 
被保護世帯 
 約160万世帯 
 
 
 

 
全  数 

 
 
 
 

 
年次調査 
 毎 年 
 ７月31日現在 
月次調査 
 毎 月 

 
年次調査  
 毎年９月10日 
月次調査  
 翌月20日 
 

 
医療扶助実態調査 
 
 
 

 
 全 国 
 
 
 

 
医療扶助受給者 
 
 
 

 
 ６月基金審査分 

診療報酬明細
書及び調剤報
酬明細書 

 
毎 年 
 ７ 月 
 
 

 
毎年８月中旬 
 
 
 

 
社会保障生計調査 
 
 
 
 
 

 
 ９ブロック 
 14都道府県 
 ４指定都市 
 ９中核市 
 （注） 
 

 
被保護世帯 
 約1,110世帯 
 
 
 
 

 
  抽  出 
 
 
 
 
 

 
年 度 
 ４月から翌年 
３月まで 
 
 
 

 
翌月末日 
 
 
 
 
 

（注）調査対象自治体は、北海道及び東京都を除き、原則として２年毎に調査地域を交代することとしている。 
※ これ以外に、生活保護費経理状況報告、生活保護費国庫負担金にかかる事業実績報告等経理関係デ－タ及び各種特別調査が生活

保護行政に広く活用されている。 

 

（４）生活保護受給世帯の居住実態等の把握について 

現在、社会保障審議会生活保護基準部会において、住宅扶助の基準額に対しての議

論を行っているところであるが、住宅扶助の議論を行うに当たっては、生活保護受給

世帯の住宅や居住環境等の実態について把握する必要があることから、平成 26 年度

中に生活保護受給世帯の居住実態に関しての調査を実施したいと考えている。 

調査内容及びスケジュール等の詳細については現在検討しているところであるが、

各自治体及び管内福祉事務所に極力負担のない形で実施したいと考えているので、そ

の際はご協力をお願いしたい。 
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社 援 発 ０ ４ １ ８ 第 ３ ５ ９ 号 

         平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ ８ 日 

 

 

都道府県知事 

 各 指定都市市長 殿 

   中核市市長 

 

                     厚生労働省社会・援護局長 

（公 印 省 略） 

 

生活保護法の一部を改正する法律等の施行について（通知） 

       

     

生活保護法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 104 号。以下「改正法」

という。）については、平成 25 年 12 月 13 日に公布され、その概要について、

平成 25 年 12 月 13 日付け社援発第５号当職通知「生活保護法の一部を改正す

る法律の公布について」を発出したところである。 

今般、改正法が平成 26 年７月１日から全面施行されることに伴い、生活保

護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

26 年政令第 164 号。以下「改正政令」という。）及び生活保護法施行規則の一

部を改正する省令（平成 26 年厚生労働省令第 57 号。以下「改正規則」という。）

が平成 26 年４月 18 日に公布され、平成 26 年７月１日から施行される。 

今回施行される改正法、改正政令及び改正規則の規定について、その趣旨、

主な内容等は、下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係機関等

への周知を図るとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。 
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記 

 

第１ 申請による保護の開始及び変更並びに扶養義務者に対する通知に関する

事項 

 １ 改正の趣旨及び内容 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。）第７条では、

申請保護の原則を採っているが、申請から決定までの手続について定める法

第 24 条には、これまで具体的な申請手続については定めていなかったとこ

ろである。改正法により、法第 24 条の保護の要否等の決定のための事実確

認を担保する趣旨である法第 29 条を見直し、福祉事務所の調査権限の拡大

を行うことに合わせて、申請時の確認事項についても法律上明確に位置づけ

る必要があるという法制的な整合性を図る観点から、法第 24 条を見直し、

保護の開始等の申請に当たっての申請書の提出等に係る手続を整備するも

のとしたこと。（改正法による改正後の法（以下「新法」という。）第 24 条

第１項及び第２項関係） 

現在、事情のある者に認めている口頭による保護の開始等の申請も含め、

現行の運用の取扱いをこの改正により変更するものではなく、また、保護の

開始の申請等の意思が示された者に対しては、その申請権を侵害しないこと

はもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべきであること

は改正後も何ら変わるものではないこと。 

また、生活保護制度では、扶養義務者からの扶養は、受給するための要

件とはされていない。これは、扶養義務者が扶養しないことを理由に、生活

保護の支給を行わないとした場合には、本人以外の事情によって、本人の生

活が立ちゆかなくなることも十分に考えられることによるものである。一方

で、本人と扶養義務者の関係において考慮が必要な特段の事情がない場合で

あって、扶養が明らかに可能と思われるにもかかわらず、扶養を拒否してい

るといった場合には、国民の生活保護制度に対する信頼を損なうことになり

かねず、適当ではないこと。 

新法に新設する扶養義務者から報告を求めることができる規定（新法第

28 条第２項）や、扶養義務者から費用を徴収することができる規定（法第

77 条）の適用があり得る扶養義務者に対しては、事前に親族が保護を受け

ることを把握できるようにすることが適当であることから、保護開始の決定

の際にその事実を扶養義務者へ通知する規定を設けることとしたこと（新法

第 24 条第８項関係）。ただし、当該通知を行うのは、明らかに扶養義務を履

行することが可能と認められる扶養義務者が、民法に定める扶養を履行して

いない場合に限ることとしたこと。（改正規則による改正後の生活保護法施
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行規則（昭和 25 年厚生省令第 21 号。以下「規則」という。）（以下「新規則」

という。）第２条第１項） 

また、当該規定は、法制的な観点から規定することとしたものであり、扶

養義務者による扶養は保護の要件ではなく、保護に優先するという考え方を

変えるものではないこと。 

 

２ 留意事項 

１と併せて、改正規則において、規則の規定を次のとおり改正することと

したこと。 

（１）保護の開始等の申請等 

① 新法第 24 条第１項（同条第９項において準用する場合を含む。）の

規定による保護の開始等の申請は、保護の開始を申請する者（以下「申

請者」という。）の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うも

のとすること。（新規則第１条第１項関係） 

② 保護の実施機関は、保護の開始等の申請について、申請者が申請す

る意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要

な援助を行わなければならないこと。（新規則第１条第２項関係） 

なお、新法第 24 条第２項の規定に基づく保護の開始等の申請に当たっ

て申請書に添付しなければならない書類について、新規則で規定するも

のはないので留意すること。 

 

（２）扶養義務者に対する通知 

① 扶養義務者への通知 

新法第 24 条第８項の規定に基づく扶養義務者への通知は、次のいず

れにも該当する場合に限り行うこととすることとしたこと。（新規則第

２条第１項関係） 

ア 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第 77 条第１項の規

定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 

イ 申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成 13 年法律第 31 号）第１条第１項に規定する配偶者からの

暴力を受けているものでないと認めた場合 

ウ ア及びイのほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより

申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合 

 

   ② 扶養義務者に通知する事項 

当該通知する事項として、申請者の氏名及び当該者からの保護の開
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始の申請があった日を規定することとしたこと。（新規則第２条第２

項関係） 

 

第２ 要保護者、扶養義務者等に対する報告の求め等に関する事項 

１ 改正の趣旨及び内容 

要保護者の生活実態の把握や不正受給が疑われる場合の事実確認等にお

いて、要保護者から説明を求めることがあるが、これまで明確な根拠規定が

なかったことから、法第 28 条を改正し、福祉事務所が保護の決定及び実施

等に必要があると認めるときは、要保護者に対し、報告を求めること等がで

きる規定を設けることとしたこと。（新法第 28 条第１項関係） 

上記第１の扶養義務者への通知の規定でも記載しているとおり、本人と

扶養義務者の関係において考慮が必要な特段の事情がない場合であって、扶

養が明らかに可能と思われるにもかかわらず、扶養を拒否しているといった

場合には、国民の生活保護制度に対する信頼を損なうことになりかねず、適

当ではない。このため、扶養義務者等へ報告を求めることができる規定を設

けこととし（新法第 28 条第２項関係）、扶養義務者に対する当該報告の求め

は、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者が、民

法に定める扶養を履行していない場合に限ることとするものであること。

（新規則第３条関係） 

 

 ２ 留意事項 

１と併せて、改正規則により、新法第 28 条第２項の規定に基づく保護の

実施機関による扶養義務者に対する報告の求めは、当該扶養義務者が民法の

規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次のいずれにも該

当する場合に限り、行うこととしたこと。（新規則第３条関係） 

ア 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第 77 条第１項の規定

による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 

イ 要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律第１条第１項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでない

と認めた場合 

ウ ア及びイのほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保

護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合 

 

第３ 官公署等に対する資料提供の求め等に関する事項 

１ 改正の趣旨及び内容 

  法第４条第１項において、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る
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資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとされている。 

  このため、法においては、福祉事務所が保護の決定又は実施のために要保

護者及びその扶養義務者の資産及び収入の状況を確認するための調査権限

を定めているところであるが、不正受給対策をより実効あらしめるため、次

のとおり福祉事務所の調査権限の強化を図ることとしたものであること。

（新法第 29 条） 

（１）これまで、法第 29 条の調査権限の内容については、要保護者の「資産

及び収入の状況」が定められていたが、要保護者に対する自立に向けた

更なる就労指導、要保護者の生活実態の把握や保護費支給の適正化を確

保するため、健康状態や求職活動の状況等を追加すること。 

（２）法第 29 条の調査目的について、保護の決定及び実施に加え、新法第 77

条及び第 78 条の費用等の徴収を加えるとともに、調査対象者について、

これまでの「要保護者及びその扶養義務者」に加えて、「過去に保護を受

給していた者及びその扶養義務者」も対象とすること。 

（３）これまで法第 29 条に基づく調査を行った場合に、回答が得られないこ

とにより、保護の決定又は実施に支障があるとの課題があったことから、

法別表第一に掲げる情報については、官公署等に調査に対する回答義務を

設けること。 

 

 ２ 留意事項 

１と併せて、改正政令において、生活保護法施行令（昭和 25 年政令第 148

号。以下「令」という。）を改正し、新法第 29 条第１項第１号に基づき、保

護の実施機関又は福祉事務所が官公署等に資料の提供等を求めることがで

きる要保護者又は被保護者であった者に係る政令で定める事項について、支

出の状況を定めることとしたこと。（改正政令による改正後の令（以下「新

令」という。）第２条の２関係） 

これは、特に金銭管理が困難である被保護者については、その適正な保護

の決定、実施等の観点から、銀行等の金融機関で保有している当該者の預金

残高からの支出に関するもの等、その支出の状況に関する情報について把握

する必要がある場合があることから規定するものであること。 

    

第４ 医療機関等の指定制度の見直しに関する事項 

１ 法改正の趣旨及び内容 

（１）指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化等 

   法による医療扶助を担当する指定医療機関の指定及び指定取消しにつ
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いては、これまで具体的な要件が規定されておらず、不適正な指定医療機

関への対応が十分行われる環境にあるとは言いがたい状況にあった。この

ため、新法では、健康保険の取扱い等を参考に、指定医療機関等の指定及

び指定取消要件を明確化するなど指定医療機関の指定制度等について見

直しを行ったこと。（新法第 49 条から第 51 条まで関係） 

具体的には、新法では、指定医療機関の指定要件に欠格事由（指定申

請を行う医療機関の開設者又は管理者が、指定の取消しがあってから５

年を経過していない場合には、指定を受けることができない等）や、指

定の更新制（指定医療機関は６年毎に更新を受けなければ指定の効力が

失効する）等を新たに創設したこと。 

このため、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」とい

う。）本庁においては、申請のあった医療機関について過去の情報（開設

者や管理者）を確認し、また、指定の更新日が近付いた指定医療機関に

対して、必要に応じて更新時期が近付いたことの通知等を行うことによ

り、指定の更新が遺漏なく実施されるよう配慮する必要があり、これま

で以上に指定医療機関の情報を適切に管理することが求められること。 

併せて、指定介護機関等についても、今般の指定医療機関の指定制度

等の見直しに合わせて指定要件の明確化等の見直しを行っていること。

（新法第 54 条の２及び第 55 条関係） 

 

（２）不適切な事案等への対応の強化 

多くの医療機関等では適正な医療の給付が行われている中で、生活保

護制度に対する信頼を確保するためには、一部の医療機関等で生じてい

る不適切な事例について厳正に対処する必要がある。そのため新法では

これまでは対象となっていなかった指定医療機関等の開設者であった者

等についても、必要と認める事項の報告を命じること等ができるものと

するほか、偽りその他不正な手段により医療等の給付に要する費用の支

弁を受けた指定医療機関等があるときは、その返還させるべき額のほか、

100 分の 40 を乗じて得た額以下の金額を徴収することができるものとし

たこと。（新法第 54 条及び第 78 条第２項関係） 

なお、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和 36 年９月

30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）及び「生活保護法による介護扶

助の運営要領について」（平成 12 年３月 31 日社援第 825 号厚生省社会・

援護局長通知）について改正を行い、不正等の事実が認められる指定医

療機関等に対し、指定の取消し又は指定の効力停止の処分を行う場合で

あって、診療及び診療報酬の請求に係る返還金が生じた場合には、原則
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として、その返還させるべき額のほか、返還額に 100 分の 40 を乗じて得

た額の金額を都道府県又は市町村の長に支払うべきものとすることとし

ていること。 

 

（３）指定医療機関等への指導体制の強化等 

  ア 指定医療機関等に対する指導等の実施に当たっては、都道府県等が指 

定した医療機関等については、一義的には指定権者である都道府県等が

行うべきものである。 

今後もその考え方は変わるものではないが、一部の不適切な指定医

療機関等に効率的・効果的に対処できるようにするため、改正法では、

都道府県等が指定した医療機関等への立入検査等について、被保護者

の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が判断した場合に

は、都道府県等と密接な連携の下で、国も実施できることとしている。

（新法第 84 条の４関係）  

具体的な連携方法や指導検査体制等については、現在、地方自治体

によって指導検査体制や指導方法等が相当程度異なる状況にあるため、

現時点において一律定型化し示すことは困難と考えている。このため、

個別指導について、厚生労働省において適宜地方自治体から相談を受

けつつ、当面の間は、連携して指導等を行う地方自治体を限定して対

応し、具体的な事例を積み重ねていくこととしている。 

イ  指定医療機関又は健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）による保険

医療機関のいずれかの指定が取り消された際に、両制度間で関連性を

持たせて対応できることとした。そのため、都道府県知事は、指定医

療機関の指定を取り消した場合であって、保険医療機関の指定取消要

件に該当すると疑うに足りる事実があるときは、その事実を厚生労働

大臣に通知することとしたこと（新法第 83 条の２）。また、健康保険

法による保険医療機関の指定が取り消された場合に、指定医療機関の

指定を取り消すことができることとしたことから、保険医療機関の指

定取消の状況の把握に十分留意すること。（新法第 51 条第２項第１号

関係） 

 

 （４）指定介護機関の指定の申請手続 

   ア これまで、介護扶助の給付を担当する指定介護機関については、老

人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の５に規定する特別養護

老人ホームについて、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 42 条の

２第１項（地域密着型介護老人福祉施設）又は第 48 条第１項第１号（介
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護老人福祉施設）の指定があった機関は法の指定介護機関の指定を受

けたものとみなし、他の介護機関については、法による指定を受ける

ための指定を受けることが必要であった。 

これを新法では、介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護

機関すべてについて、法による指定を受けたものとみなし、当該介護

機関については、介護保険法による指定の取消し等があった場合には、

法による指定の効力についても失効するものとしたこと。（新法第 54

条の２第２項及び第３項関係） 

   イ ただし、介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護機関（地域密

着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。）が、あらかじめ、

新法の指定を不要とする別段の申出をしたときは、新法による指定を

受けたものとはみなさないものとしたこと。（新法第 54 条の２第２項

ただし書関係） 

     このため、都道府県等本庁の生活保護担当部局は、都道府県又は市

町村の介護保険担当部局において介護保険の指定又は開設許可を行っ

た介護機関の情報を適宜把握することが求められること。 

   ウ 介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護機関が、一旦は、新法

の指定を不要とする旨を申し出たが、その後、新法の指定介護機関の

指定の申請を行うことも想定されるため、こうした場合における指定

に係る規定を整備したこと。（新法第54条の２第１項及び第４項関係） 

   エ なお、改正法附則第６条第１項において、現行法の規定による指定

を受けている指定介護機関は、施行日において改正法の規定による指

定を受けたものとみなされるものとしているが、当該指定介護機関は、

新法第 54 条の２第２項の規定による指定（みなし指定）を受けたもの

ではないため、改正法による改正前の法第 54 条の２第２項の規定の適

用を受けたものを除き、当該指定介護機関が介護保険法の規定による

指定の取消し等があった場合であっても、指定の取消し等を行わなけ

れば指定の効力は失われないものであるので、留意する必要があるこ

と。（改正法附則第６条関係） 

 

 （５）指定施術機関におけるはり師及びきゅう師の取扱い 

    新法による医療の給付のうち、施術の給付については、あん摩マッサ

ージ指圧師及び柔道整復師に加え、はり師及びきゅう師についても、都

道府県知事の指定を受けた者が行うことができるものとしていること。

（新法第 34 条第４項関係） 

これにより、新法の施行日前から医療扶助運営要領により施術（はり・
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きゅう）を担当するはり師及びきゅう師として登録されている者が、新

法の施行日後においても施術（はり・きゅう）を引き続き担う場合には、

新法第55条第１項の規定による指定を受けなければならないことに留意

すること。 

 

（６）指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関へ指定医療機関に係る指

定手続等の規定の準用 

指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関については、指定医療機

関の指定及び指定取消要件や報告等の規定について、これを読み替えて準

用することとしていること。また、不正利得による返還金額への徴収金の

上乗せについても、指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関に対し

て適用されるものであり、指定医療機関と同様に不適切な事案に対する対

応を強化しているものであること。（新法第 54 条の２第４項、第 55 条第

２項及び第 78 条第２項関係） 

なお、指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関については、指定

の有効期間（指定の更新制）の導入はしないこととしていることに留意す

ること。 

 

２ 留意事項 

上記１と併せて、改正政令において令を、改正規則において規則を、それ

ぞれ次のとおり改正することとしたので留意すること。 

（１）改正政令による令の改正 

   ア 指定医療機関等の指定の拒否に係る法律 

改正法により新たに規定された、指定医療機関等の指定に係る拒否

要件である、「申請者がこの法律その他国民の保健医療若しくは福祉に

関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると

き」（新法第 49 条の２第２項第３号（同条第４項（新法第 49 条の３第

４項及び第 54 条の２第４項において準用する場合を含む。）、新法第 49

条の３第４項、第 54 条の２第４項及び第 55 条第２項において準用す

る場合を含む。））における「国民の保健医療若くは福祉に関する法律

で政令で定めるもの」について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）

等を定めることとしたこと。（新令第４条の２関係） 

   イ 指定医療機関等の指定の取消しに係る法律 

改正法により新たに規定された指定医療機関等の指定の取消しに当

たっての要件である、「指定医療機関が、この法律その他国民の保健医
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療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に

基づく命令若しくは処分に違反したとき」（新法第 51 条第２項第８号

（新法第 54 条の２第４項及び第 55 条第２項において準用する場合を

含む。））における「国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令

で定めるもの」について、健康保険法等を定めることとしたこと。（新

令第４条の３関係） 

   ウ 指定医療機関の指定の更新に関する読替え 

     新法第 49 条の３第４項の規定において、指定医療機関の指定の更新

について、健康保険法第 68 条第２項の規定を準用する場合における、

必要な技術的読替えについて、規定することとしたこと。（新令第４条

の４関係） 

エ 指定介護機関に関する読替え 

      新法第 54 条の２第４項の規定において、新法第 49 条の２（第２項

第１号を除く。）及び第 50 条から第 54 条までの指定医療機関に関する

規定を指定介護機関について準用する場合における必要な技術的読替

えについて、規定することとしたこと。（新令第６条関係） 

   オ 指定助産機関及び指定施術機関に関する読替え 

      新法第 55 条第２項の規定において、新法第 49 条の２第１項、第２

項（第１号、第４号ただし書、第７号及び第９号を除く。）及び第３項、

第 50 条、第 50 条の２、第 51 条（第２項第４号、第６号ただし書及び

第 10 号を除く。）並びに第 54 条の規定を指定助産機関及び指定施術機

関について準用する場合における必要な技術的読替えについて、規定

することとしたこと。（新令第７条関係） 

 

（２）改正規則による規則の改正 

ア 指定医療機関の指定等の申請の手続 

  改正法により、指定医療機関の指定及び指定取消しに係る要件を明

確化し、指定の更新制を導入したこと等に伴い、当該指定等の申請に 

係る手続について、次のとおり改正することとしたこと。 

  （ア）厚生労働大臣による指定の申請に係る手続 

新法第 49 条の２第１項の規定に基づき、厚生労働大臣による指定医

療機関の指定の申請に係る申請書等に記載する事項として、都道府県

知事による指定医療機関の指定の申請に係る申請書等に記載する事項

と同様のものを新たに規定したこと。（新規則第 10 条第１項関係） 

（イ）都道府県知事による指定の申請に係る手続 

新法第49条の２第４項において準用する同条第１項の規定に基づき、
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都道府県知事による指定医療機関の指定の申請に係る申請書等に記載

する事項として、医療機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名

又は名称を追加する等、所要の改正を行ったこと。（新規則第 10 条第

２項関係） 

   （ウ）指定の更新の申請に係る手続 

新法第 49 条の３第１項の規定に基づき、指定の更新の申請に係る申

請書等に記載する事項を新たに規定したこと。（新規則第 10 条第３項

及び第４項関係） 

イ 指定の取消しに該当しないことが相当と認められる場合 

新法第 49 条の２第２項第４号（同条第４項（新法第 49 条の３第４項

及び第 54 条の２第４項において準用する場合を含む。）、新法第 49 条の

３第４項及び第 54 条の２第４項において準用する場合を含む。））に規定

する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しな

いこととすることが相当であると認められるものについて、厚生労働大

臣又は都道府県知事が報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消し

の処分の理由となった事実等に関して開設者が有していた責任の程度を

確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となった事実につ

いて組織的に関与していると認められない場合に係るものとすることと

したこと。（新規則第 10 条の２関係） 

ウ 聴聞決定予定日の通知 

新法第 49 条の２第２項第６号（同条第４項（新法第 49 条の３第４項及

び第 54 条の２第４項において準用する場合を含む。）、新法第 49 条の３

第４項、第 54 条の２第４項及び第 55 条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による通知について、検査が行われた日から 10 日以内に、

当該検査日から起算して 60日以内の特定の日を通知することにより行う

ものとすることとしたこと。（新規則第 10 条の３関係） 

  エ 厚生労働省令で定める事業所又は施設 

都道府県知事による指定医療機関の指定について、新法第 49 条の２第

４項において読み替えて準用する同条第２項第１号に規定する厚生労働

省令で定める事業所又は施設として、健康保険法に規定する指定訪問看護

事業者、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防

サービス事業者を規定することとしたこと。（新規則第 10 条の４関係） 

  オ 指定の更新の申請を不要とする医療機関 

    新法第 49 条の３第４項において準用する健康保険法第 68 条第２項の

厚生労働省令で定める指定医療機関（指定医療機関の指定の更新の申請を

不要とする医療機関）について、保険医療機関や保険薬局であって、指定
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医療機関の指定を受けた日から、おおむね引き続き当該開設者である保険

医若しくは保険薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその者と同一

世帯に属する配偶者等のみが診療若しくは調剤に従事しているものとし

たこと。（新規則第 10 条の５） 

  カ 指定医療機関の指定の取消し等を行った場合における厚生労働大臣へ

の通知 

    新法第 83 条の２の規定に基づき、都道府県知事が指定医療機関の指定

の取消し等を行った場合において、健康保険法第 80 条各号のいずれかに

該当すると疑うに足りる事実があるときにおける、厚生労働大臣への通

知は、当該処分を行った指定医療機関の名称及び所在地等を記載した通

知書を当該指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生

支局長に送付して行うものとすることとしたこと。（新規則第 22 条の４

関係） 

  キ 指定医療機関の指定の申請に係る経過措置 

  （ア）改正法附則第５条第２項の厚生労働省令で定める期間 

       改正法附則第５条第２項の規定により、改正法の施行（平成 26 年７

月１日）の際、新法の規定による指定医療機関の指定があったものと

みなされた指定は、施行日から１年以内に指定医療機関の申請をしな

ければ、当該期間の経過によって効力を失う。（改正規則附則第２条第

１項関係） 

  （イ）改正法附則第５条第３項の厚生労働省令で定める期間 

改正法附則第５条第３項の規定により、改正法の施行（平成 26 年７

月１日）の際、新法の規定による指定医療機関の指定があったものと

みなされた指定に係る施行日以後の最初の更新は、施行日から６年を

経過する日までではなく、施行日から健康保険法第 68 条第１項の規定

により同法第63条第３項第１号の指定の効力が失われる日を経過する

日までに行うものとすることとしたこと。ただし、施行日から１年以

内に当該日が到来する場合にあっては、当該日から６年を経過する日

までに行うものとすることとしたこと。 

また、指定訪問看護事業者等の最初の指定の更新については、健康

保険法による指定を受けている訪問看護事業者（介護保険法による指

定を受けているものを除く。）にあっては、施行日から６年を経過する

日までに行うものとすること。 

さらに、上記以外の訪問看護事業者等あっては、介護保険法の指定

の有効期間の満了日までに行うものとすること。ただし、施行日から

１年以内に当該日が到来する場合にあっては、当該日から６年を経過
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する日までに行うものとすることとしたこと。 

（改正規則附則第２条第２項関係） 

  （ウ）上記（ア）及び（イ）の詳細については、別途、示すものであるこ

と。 

  ク 指定介護機関の指定の申請の手続 

改正法により、指定介護機関の指定及び指定取消しに係る要件を明確

化したこと等に伴い、当該指定の申請に係る手続について、次のとおり

改正することとしたこと。 

 （ア）厚生労働大臣による指定の申請に係る手続 

新法第54条の２第４項において準用する第49条の２第１項の規定に

基づく厚生労働大臣による指定介護機関の指定の申請に係る申請書等

に記載する事項として、都道府県知事による指定介護機関指定の申請に

係る申請書等に記載する事項と同様のものを新たに規定したこと。（新

規則第 10 条の６第１項関係） 

（イ）都道府県知事による指定の申請に係る手続 

新法第54条の２第４項において準用する新法第49条の２第４項にお

いて準用する同条第１項の規定に基づき、都道府県知事による指定介護

機関の指定の申請に係る申請書等に記載する事項として介護機関の開

設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称を追加する等、所要の改

正を行ったこと。（新規則第 10 条の６第２項関係） 

  ケ 指定介護機関に係る別段の申出 

    新法第 54 条の２第２項ただし書の規定に基づき、介護保険法による指

定等を受けた介護機関が行う別段の申出は、介護機関の名称及び住所地、

新法による指定を不要とする旨等を記載した申出書を都道府県知事（国の

開設した介護老人保健施設にあっては、地方厚生局長）に提出することに

より行うこととすることとしたこと。（新規則第 10 条の７関係） 

コ 指定助産機関及び指定施術機関の指定の手続 

    新法第 55 条第２項において準用する新法第 49 条の２第１項の規定に

基づく指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請に係る手続等につい

て、所要の規定の整備を行ったこと。（新規則第 10 条の８関係） 

 

第５ 就労自立給付金の創設に関する事項 

１ 改正の趣旨及び内容 

生活保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こう

した点を踏まえた上で、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化す

るとともに、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止す
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ることが重要である。そのため、被保護者の就労による自立の促進を目的に、

安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった者に対して

就労自立給付金を支給する制度を創設したものであること。（新法第 55 条の

４関係） 

 

 ２ 留意事項 

   １と併せて、改正政令において令を、改正規則において規則を、それぞ

れ次のとおり改正することとしたので、留意すること。 

 （１）改正政令による令の改正 

     新法第 55条の４第３項の規定により、就労自立給付金の支給機関が、

就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、他の支給機関に委託し

て行うことができることとする場合における手続等について、次のと

おり定めることとしたこと。（新令第８条関係） 

    ア 委託することが適当である場合 

      支給機関は、被保護者との連絡上、就労自立給付金の支給に関す

る事務を他の支給機関に委託して行うことが適当であると認めると

きは、当該事務の一部を他の支給機関に委託することができること。 

    イ 委託に当たっての手続 

就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たっては、関係の

支給機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意

を経なければならない。また、支給機関は、当該事務の委託を行い、

又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならないこと。 

 

（２）改正規則による規則の改正 

① 就労自立給付金の支給要件 

新法第 55 条の４第１項の規定による厚生労働省令で定める安定し

た職業について、おおむね６月以上雇用されることが見込まれ、かつ、

最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認

められるものとしたこと。（新規則第 18 条の２関係） 

 

② 厚生労働省令で定める事由 

新法第 55 条の４第１項の規定による保護を必要としなくなったと

認める厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとすることとしたこ

と。（新規則第 18 条の３関係） 

ア 被保護者が事業を開始し、おおむね６月以上最低限度の生活を維

持することができると認められること。 
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イ 就労による収入を得ている被保護世帯について、当該世帯の就労

による収入が増加し、おおむね６月以上最低限度の生活を維持する

ことができると認められること。 

ウ 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯について、当該

世帯に属する被保護者が職業（安定した職業を除く。）に就いたこと

により、おおむね６月以上最低限度の生活を維持することができる

と認められること。 

 

    ③ 就労自立給付金の支給の申請 

       就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、その氏名及

び住所又は居所、保護を必要としなくなった事由等を記載した申請

書を支給機関に提出しなければならないこととしたこと。ただし、

当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場

合は、この限りではないこととしたこと。（新規則第 18 条の４第１

項関係） 

      また、支給機関は、当該申請書のほか、就労自立給付金の支給の

決定に必要な書類の提出を求めることができるものとしたこと。（新

規則第 18 条の４第２項関係） 

 

    ④ 就労自立給付金の支給 

      就労自立給付金は、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定し

た金額を、世帯ごとに保護の廃止の決定の際に支給することにより

行うこととしたこと。（新規則第 18 条の５関係） 

      また、当該算定方法を定める告示（生活保護法施行規則第十八条

の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法（平成 26 年厚生

労働省告示第 224 号））を併せて公布しているので、留意すること。 

 

    ⑤ 過去３年以内に就労自立給付金の支給を受けた者への不支給 

       就労自立給付金の支給を受けた日から３年を経過しない被保護者

に対しては、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、就

労自立給付金を支給しないこととしたこと。（新規則第 18 条の６関

係） 

 

          ⑥ 準備行為 

       新規則第 18 条の４の規定による申請書の提出は、この省令の施行

前においても行うことができることとしたこと。（改正規則附則第３
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条関係） 

 

第６ 被保護者が有する損害賠償請求権の取得に関する事項 

１ 改正の趣旨及び内容 

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆ

るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行

われるとされているため、交通事故等を原因として、被保護者が医療機関を

受診する場合、本来であれば、損害保険会社等により医療費の支払いがなさ

れるべきであるが、被保護者にとっては、その治療に要する費用が損害保険

会社等から支払いがなされるのか、医療扶助によって支給がなされるかは、

実質的に差異がないため、被保護者は損害保険会社等に請求を行わず、結果

として医療扶助が適用されたままとなるケースがある。 

また、福祉事務所は、医療扶助が適用された後に、被保護者に対して保

険金等が支払われた場合には、法第 63 条に基づく費用返還請求を行う必要

があるが、示談までに時間を要することや、一時金（仮払金、内払金等）の

支払いがあるなど、保険金等の振込時期や金額の把握が困難であることなど

から、被保護者が保険金等の受領を未申告のまま、費消してしまうといった

ケースもある。 

このため、今般の改正法により、都道府県知事又は市町村の長は、保護を

行うべき事由が第三者の行為によって生じた場合において、保護費を支弁し

たときは、その保護費の限度において、被保護者が第三者に対して有する損

害賠償の請求権を取得する第三者求償権を創設することとしたこと。（新法

第 76 条の２関係） 

 

２ 留意事項 

   １と併せて、改正規則において、被保護者は、第三者の行為を原因とし

て医療扶助又は介護扶助を受けた場合には、その事実、当該第三者の氏名

及び住所を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならないことと

したので、留意すること。（新規則第 22 条の２関係） 

 

第７ 不正な手段により保護を受けた場合等の費用等の徴収に関する事項 

１ 改正の趣旨及び内容 

不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保

護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、法第 78 条の規定に基づき、そ

の費用を、その者から徴収することができるとされている。 

   これまで、不正受給が発覚した場合であっても、その不正に得た保護費
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に相当する額を返還するに過ぎず、法第 85 条等に定める罰則に関する告

訴・告発等の措置をとらない限り、不正受給に対する罰則が実質的に存在

していなかったほか、当該者自らが徴収金の返還を行わなかった場合にお

いても、地方公共団体の歳入は、法律で特に定めのない限り、強制徴収の

方法を講ずることができないため、一般債権と同様の保全手続に従って徴

収を行うこととなり、事務負担が大きいとの指摘があった。公費によって

全額その財源が賄われている生活保護の不正受給は、制度に対する国民の

信頼を揺るがす極めて深刻な問題であるため、厳正に対処することが必要

である。 

このため、法第 78 条を改正し、都道府県又は市町村の長は、不正受給に

係る徴収金額に加え、不正受給を受けた金額に 100 分の 40 を乗じた額以下

の金額を上乗せし徴収できることとするとともに、不正受給に係る徴収金に

ついて、国税の滞納処分の例により処分を行うことを可能としたこと（新法

第 78 条第 1項及び第 4項関係）。 

また、就労自立給付金についても、不正な手段により支給を受けた場合

などは、上記と同様の対応が可能としているものであること。（新法第 78 条

第３項関係） 

さらに、確実な費用徴収を行う観点から、保護費を支弁した都道府県又は

市町村の長が、被保護者に対して、徴収債権を有している場合には、その徴

収金について、本人が申し出た場合において、生活の維持に支障がないこと

を前提に、福祉事務所が保護費又は就労自立給付金との調整を可能としたこ

と。（新法第 78 条の 2関係） 

 

 ２ 留意事項 

    １と併せて、改正規則において、規則を次のように改正することとしたの

で留意すること。 

（１）新法第 78 条の２第１項及び第２項の規定による申出 

当該申出は、当該申出に係る者の氏名及び住所又は居所、保護金品等

の一部を徴収金の納入に充てる旨を記載した申出書を保護の実施機関

に提出することによって行うこととすること。（新規則第 22 条の３第１

項関係） 

 

（２）徴収金額の決定 

     保護の実施機関は、当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たっ

ては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持

することができる範囲で行うものとすること。（新規則第 22 条の３第２
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項関係） 

 

第８ その他留意事項 

   第１から第７までのほか、改正法の施行等に伴い、令について、次のと

おり改正することとしているので、留意すること。 

（１）代理納付の対象拡大 

改正法の施行と併せて、法第 37 条の２の規定に基づき保護の実施機

関が代理納付を行うことができる対象について、住宅を賃借して居住

することに伴い通常必要とされる費用（住宅に係る共益費）及び被保

護者が社会福祉事業として行われる事業により資金の貸付を受けた場

合における当該貸付金の償還金を新たに追加することとしたこと。（新

令第３条関係） 

 

（２）負担金等の算出基礎 

     新法第 73 条又は第 75 条に規定する都道府県又は国の負担金及び補

助金の算出の基礎について、次のとおりとしたこと。（新令第 10 条関

係） 

    ア 新法第 76 条の２の規定に基づき支払を受ける損害賠償金 

     新法第76条の２の規定に基づき支払を受ける損害賠償金について

は、本来保護費に充てられるべき性質のものであることから、国の

負担及び補助の算出に当たって、各年度において支弁等した費用か

ら控除することとしたこと。 

   イ 新法第 78 条第１項から第３項までの規定に基づく徴収金 

     新法第 78 条において、返還金の加算金についても徴収できること

となったところであるが、当該加算金の徴収については、不正を行

ったことによる秩序罰の趣旨によるものであり、返還金の徴収とは

趣旨が異なることから、国の負担及び補助の算出に当たって、各年

度において支弁等した費用から控除しないこととしたこと。 

 

- 116 -



-
 1

1
7
 -



-
 1

1
8
 -



-
 1

1
9
 -



-
 1

2
0
 -



-
 1

2
1
 -



-
 1

2
2
 -



-
 1

2
3
 -



-
 1

2
4
 -



-
 1

2
5
 -



-
 1

2
6
 -



-
 1

2
7
 -



-
 1

2
8
 -



-
 1

2
9
 -



-
 1

3
0
 -



-
 1

3
1
 -



-
 1

3
2
 -



-
 1

3
3
 -



- -- -

-
 1

3
4
 -



- -

-
 1

3
5
 -



-
 1

3
6
 -



 

厚生労働省発社援０４１５第１号 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ ５ 日 

 

 

      都道府県知事 

 各  指定都市市長 殿 

      中核市市長 

 

 

                                             厚生労働事務次官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について（通知） 

 

 

生活扶助基準については、その適正化の観点から、平成 25 年８月１日から３年

程度かけて段階的に新たな基準に見直しを行うこととしています。 

生活扶助基準の見直しについては、これに伴い、他制度に影響が生じる可能性が指

摘されていることから、政府ではできる限り影響が及ばないようにするため、平成 25

年２月５日に全閣僚で対応方針（以下「政府の対応方針」という。）（別添）を確認し

ています。 

これを踏まえ、これまで、各地方自治体に対しては、当職から通知※を発出し、政

府の対応方針をお示しするとともに、その趣旨を御理解いただいた上で、地方自治体

で独自に実施されている事業についても適切に御判断・御対応いただくようお願いさ

せていただいていたところですが、政府の対応方針について、その趣旨を御理解いた

だいた上で、適切に御判断・御対応いただくよう、改めてお願いいたします。 

なお、各地方自治体におかれては、内部部局に広範な周知をお願いするとともに、

各都道府県知事におかれては、貴管内市区町村に対する周知につき、御配慮をお願い

いたします。 

 

※「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」（平成 25 年 5 月 16 日付け厚

生労働省発社援 0516 第 2 号厚生労働事務次官通知） 

 「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」（平成 25 年 9 月 3 日付け厚

生労働省発社援 0903 第 1 号厚生労働事務次官通知） 
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１．個人住民税の非課税限度額等

生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について（対応方針）

２．その他生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度

① 生活扶助基準の見直しに伴う他の制度への影響については、それぞれの制度の
趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応
することを基本的考え方とする。（就学援助、保育料の免除、児童養護施設等の
運営費等）

② ただし、生活保護と同様の給付を行っているような制度については、生活保護
の基準の例により給付を行う。（中国残留邦人への給付等）

（医療保険等の自己負担限度額の軽減など、非課税限度
額を参照しているものを含む）

○ ２５年度は影響は無い。
○ ２６年度以降の税制改正において対応。
○ 非課税限度額を参照しているものは、２６年度以降の税制改正を踏まえて対応。

○ 国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂く
よう依頼

３．地方単独事業 （例：準要保護者に対する就学援助）

【
別
添
：
平
成

25
年

2
月

5
日
閣
僚
懇
資
料
】

-
 1

3
8
 -
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臨時福祉給付金について 

 

 

 

 

 

 

 

社会・援護局総務課 

簡素な給付措置支給業務室 

- 141 -



- 142 -



お知らせします。２つの給付金。

臨 時 福 祉

給 付 金

臨 時 福 祉

給 付 金
子 育 て 世 帯
臨 時 特 例 給 付 金

子 育 て 世 帯
臨 時 特 例 給 付 金

所得の低い方の負担を緩和します。 子育て世帯の負担を緩和します。

〈イメージ〉
低所得世帯

子どもがみんな
高校生以上の世帯

高齢者世帯


ମ
਼
ఝ

ই
জ
␗
ॱ
␗

対象者
中所得世帯

対象者

消費税率の引上げに際し、子育て
世帯への影響を緩和するとともに、
子育て世帯の消費の下支えをはか
る観点から、臨時的な給付措置と
して実施します。

消費税率の引上げに際し、所得の
低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として実施
します。

注）受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

※ 申請先は、基準日（平成26年1月1日）において住民登録がされている市町村となりますが、申請・支給手続については、市町村において
現在準備中です。多くの市町村では住民税の算定が完了するのが６月頃であるため、７月頃から、順次支給が開始されるものと見込まれます。

1

受給資格の有無は
5ページで確認じゃ!

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

-
 1

4
3
 -



○ 対象者から確実に申請が行われるよう、国と地方公共団体の双方で効果的な広報を実施。

国における対応

【現行】

地方公共団体における対応

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に関する広報について

（取組例）
○両給付金に関するチラシの全戸配布

○児童手当受給者への現況届様式送付時に、両給付金に関するチラシや申
請書を同封

○臨時福祉給付金については以下の方法も考えられる
・平成25年度の市町村民税の非課税者に対して住民税の申告慫慂(しょうよう)
（勧奨）を行うとともに、臨時福祉給付金に関するチラシを同封

・（市町村民税非課税者に送付する）介護保険料額決定通知書等に、給付金
に関するチラシや申請書を同封

・平成26年度の市町村民税の非課税者等に対して課税されていない旨のお
知らせを行うとともに、給付金に関するチラシや申請書を同封

（取組例）
○一般的広報（各市町村の広報誌等）
○行政機関等の窓口におけるチラシの設置（福祉事務所等）
○専用ホームページの開設（申請の開始時期、申請手続、連絡窓口等）
○コールセンターの設置（申請手続、個別の申請処理状況の照会に対応）
○臨時福祉給付金に関しては、給付対象者である可能性がある方への
広報（民生委員、市町村社協等）

○専用ホームページの開設
（一般的な内容等）
【5月7日開設、順次充実】

○コールセンターの設置
（一般的な内容の照会に対応）
【5月7日運営開始、順次拡充】

○行政機関等におけるチラシ・ポスターの設置
（都道府県、市町村、ハローワーク、年金事務所等）
【5月12日の週に配布】

○一般的広報
（新聞広告、インターネット広告、テレビCM等）
【6月中旬以降順次実施予定】

全国規模で、両給付金に関する一般的な内容の周知
広報を実施

住民に直接的に申請を促す方法として、各市町村の規模又は実
情等に応じて、以下の取組を実施。

各市町村での申請開始時期、手続等を一般的に周知する方法と
して、各市町村の規模又は実情等に応じて、以下の取組を実施。
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臨時福祉給付金における被保護者の取扱い

※ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）によ
る支援給付の受給者についても、同様の取扱いとなる。

生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者（基

準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から同年３月31日までの間に
保護が廃止され、又は停止された者を除く。）は、臨時福祉給付金の支給対象
外となる。※同様に、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童にもならない。

○ 生活保護制度の被保護者については、消費税率引上げによる負担増の影響分を織り込んで生活

扶助基準の改定を行っていることから、支給の対象外となる。

○ 医療扶助等の単給者であっても、生活扶助の保護基準の改定が及ぶことになるため、支給の対

象外となる。

○ 平成26年４月１日付けで保護が停止又は廃止された者については、４月からの消費税率引上げ

による負担増の影響分を織り込んだ生活扶助基準改定後の最低生活費等を考慮した上で、保護が

停止又は廃止されているものであるため、支給対象とはならない。

○ 被保護者に対して臨時福祉給付金が支給された場合には、その実際の受給額を収入認定する。

２．詳細

１．概要
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参考資料
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対象者診断チャート

はい

対象ではありませ
ん。
※保護基準の改定で消
費税の負担に対応し
ます。

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当等
を受給してい
ますか。

生活保護を
受けていま
すか。

26年度分の
住民税は課税
されています
か。

26年度分の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

26年1月分の児童手当等を受給
していますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

25年の
所得は制限額以上で
すか。

対象ではありません。

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ

いいえ

はいはい はい

はい

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。
（1万円）

臨 時 福 祉

子育て世帯臨時特
例給付金の支給対
象者となる可能性
があります。

子育て世帯

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。
(加算を含む１万
５千円)

臨 時 福 祉
はい

7ページの
表２を参照して
ください。

6ページの表１を
参照してください。

基準日は平成26年1月1日になります。

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。
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支給対象者

（給与所得者）

区分
非課税限度額※

（給与収入ベース）

単身 １００万円

夫婦 １５６万円

夫婦子１人 ２０５.７万円

夫婦子２人 ２５５.７万円

（公的年金等受給者）

区分
非課税限度額※

（年金収入ベース）

単
身

６５歳以上 １５５万円

６５歳未満 １０５万円

夫
婦

６５歳以上 ２１１万円

６５歳未満 １７１.３万円

※生活保護基準の１級地（東京都23区等）における非課税限度額。

・平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。

ただし、・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合 など は除きます。

支給額
・１人につき 10,000円
・下記の《加算対象者》は１人につき ５,000円 を加算

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※１
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※２

表１【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

《加算対象者》

※１ 平成26年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがある方が対象です。
※２ 平成26年１月分の手当等を受給している方が対象です。

支給要件臨時福祉給付金

フ
ク
シ
カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ
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支給対象者
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（表２の限度額目安未満かどうか）
※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の方について、児童１人当たり月額5,000円を支給しているものです。

区分
（扶養親族等の数）

限度額目安
（給与収入ベース）

子１人（１人） ８７５．６万円

夫婦子１人（２人） ９１７．８万円

夫婦子２人（３人） ９６０万円

表２【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】

支給額

対象児童１人につき 10,000円

対象児童

支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

ただし、・「臨時福祉給付金」の対象となる児童

・生活保護の受給者となっている児童 など は除きます。

支給要件子育て世帯臨時特例給付金

コ
ソ
ダ
テ
カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

7

-
 1

4
9
 -



臨時福祉給付金（簡素な給付措置）

○ 消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実
のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、総額約3,000億円の給
付措置を行う（「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」（平成25年10月1日閣議決定））。

＜内容＞

＜目的＞

（１）支給対象者

○ 市町村民税（均等割）が課税されていない者（市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等を除く）

・・・２，４００万人 （注）生活保護制度内で対応される被保護者等は対象としない。

○ 支給対象者のうち、以下のいずれかに該当する者には、26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、一人につき

5,000円を加算・・・１，２００万人

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者等

・児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律（平成17年法律第9号）の対象となる手当

（児童扶養手当、特別障害者手当等）の受給者等

（２）実施主体

○ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）

（３）基準日

○ 平成26年1月1日（子育て世帯臨時特例給付金と同日）

（４）支給額（１回の手続で支給）

○ 支給対象者一人につき、10,000円

○ 加算対象者一人につき、 5,000円を加算

（５）事業費・事務費

○ 地方公共団体（都道府県、市町村）において事業の実施に要する経費を国が補助（10/10）

給付金の支給

（市町村）

給付金の申請
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臨時福祉給付金（簡素な給付措置）

○ 臨時福祉給付金は、低所得者ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを

踏まえ、低所得者対策として消費税率が８％の段階で、暫定的・臨時的に実施するもの。

① 趣旨

（平成25年10月1日閣議決定）(抄）

○ 実務上の対応可能性や社会保障各制度における低所得者の範囲との整合性を踏まえ、市町村

民税（均等割）が課税されていない者から、

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等

② 生活保護制度内で対応される被保護者等

を除いた者を支給対象とする。

○ 所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、消

費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、支給額を1万円とする。

○ 26年４月からの消費税率引上げに加え、26年４月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢

基礎年金の受給者等については、一人につき５千円を加算する。

② 内容
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臨時福祉給付金（簡素な給付措置）〔対象者〕

○ 実務上の対応可能性や社会保障各制度における低所得者の範囲との整合性を踏まえ、

市町村民税（均等割）が課税されていない者から、

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等

② 生活保護制度内で対応される被保護者(※)等

を除いた者を支給対象とする。

(※) 生活保護の被保護者については、26年4月に消費税率引上げによる負担増の影響分を織り込んで生活扶助基

準の改定を行っているため対象外としている。

① 対象者の概要

◯ 生活保護の被保護者のほか、生活保護の基準の例による給付を行っている国立ハンセ

ン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者等を支給対象外とする。

（参考）支給対象外とする者

・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者

・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者

・ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者

② 対象外の者
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○ 今回の給付措置は、消費税率が８％である期間を対象に暫定的・臨時的措置として行

うものであることから、事務・費用の両面でできる限り簡素で効率的なものとするため、

1回の手続きで支給する。

○ １万円という金額については、所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消

費支出の割合が高いことを踏まえ、消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の

増加分を参考に設定したもの。

臨時福祉給付金（簡素な給付措置）〔支給額〕

① 金額

② 回数
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臨時福祉給付金（簡素な給付措置）〔加算〕

○ 26年４月からの消費税率引上げに加え、26年４月の年金の特例水準解消等を考慮し、

老齢基礎年金の受給者等については、一人につき５千円(※)を加算することとしたもの。
(※) 平成26年４月の特例水準解消について、基礎年金の平均受給額が概ね５千円減少すると見込まれることを踏まえ設定。

① 加算措置の概要

○ 26年４月の年金の特例水準解消等を考慮して、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基

礎年金の受給者等に加え、年金と同様に特例水準解消の対象となる手当の受給者等を加

算措置の対象としている。

（参考）上記の他、加算措置の対象者一覧

・ 児童扶養手当の受給者

・ 特別児童扶養手当の受給者

・ 特別障害者手当の受給者

・ 障害児福祉手当の受給者

・ 福祉手当（経過措置分）の受給者

・ 原爆被爆者諸手当の受給者

・ 毒ガス障害者対策手当及びガス障害者対策手当の受給者

・ 予防接種法に基づく健康被害救済給付金の受給者

・ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に基づく健康被害救済給付金の受給者

・ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度又は生物由来製品感染等被害救済制度の受給者

② 加算措置の対象者
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臨時福祉給付金（簡素な給付措置）〔そのほか〕

○ 臨時福祉給付金に要する経費については、平成２５年度補正予算に３，４２０億円を

計上している。
（内訳）

・事業費 3,000億円（本体部分：2,400億円（2,400万人×1万円）、加算部分：600億円（1,200万人×5千円）)

・事務費 420億円（うち、地方公共団体分 410億円）

① 所要額

○ 支給申請受付開始日は、各市町村の規模、実情等に応じて、市町村において決定する

（市町村に対しては、平成26年度分の市町村民税に係る所得情報の把握など、支給を開

始する体制が整い次第、可能な限り早期に開始して頂くことをお願いしている。）。

○ 支給申請期限は、当該市町村における支給申請受付開始日から３か月とすることを基

本とする。ただし、地方公共団体の規模、実情等によってこの期限で対応しがたい場合

には、支給申請受付開始日から３か月以上６か月以内の範囲とすることができる。

② 支給時期

○ 支給対象者は、原則として、基準日（平成26年1月1日）時点の住所地の市町村に対し

て、支給の申請を行う。

○ 申請・支給手続については、現在準備中である。

③ 申請手続
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中国残留邦人等に対する支援について

○ 中国残留邦人等の配偶者に対する支援策について

改正中国残留邦人等支援法の施行

○ 平成２５年１２月１３日に公布された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」の一部改正法により創設され

た「配偶者支援金」の概要については、次ページ以下にお示しする。

○ １０月１日からの改正法の施行日に向けた準備等御協力をお願いしたい。

○ ５月２２日及び２３日に開催する全国担当者会議において、必要な政省令

案、通知案等をお示しする予定である。
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ア 実施機関
特定配偶者に対して支援給付を支給する実施機関とする。

イ 支給にあたり確認すべき事項
・特定中国残留邦人等本人死亡の事実。
・婚姻成立日が永住帰国日の前日以前であって、継続して婚姻関係があったこと。
・申請者が支援給付受給中であること。

ウ 周知
全国担当者会議において、対象者への制度説明のためのリーフレット（中国語版、ロシア語版）を
お示しするので、適宜活用し、６月の支援給付の収入申告書提出時等において、中国残留邦人等に対
して、制度開始までに十分な理解が得られるよう説明・周知願いたい。
また、配偶者支援金を受給される者の申請漏れがないよう、留意願いたい。

エ 今後のスケジュール
５月 政省令案・関係通知案の提示
６月 改正政省令パブリックコメントの実施
７月 改正政省令公布、関係通知発出
１０月 支給開始

オ システムの改修について
自治体によっては、現用システムの改修等が必要になることも考えられる。この場合、平成２５年度
補正予算により緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対策拡充等支援事業）の補助対象となって
いるので、１０月１日の支給開始月までに必要に応じ改修願いたい。

配偶者支援金の支給事務について
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（参考）

経緯

・ 平成１９年の法改正により、永住帰国した特定中国残留邦人等に対しては、満額の老齢基礎年金が
支給されるほか、特定中国残留邦人等及びその配偶者に対して、生活保護と同水準の支援給付が支
給されている。
・ 一方、特定中国残留邦人等が亡くなった後、配偶者に対する支援は、支援給付のみとなるが、残さ
れた配偶者の大半は、中国残留邦人等を中国において長年支え続け、日本に骨を埋める覚悟で来日
したものの、①高齢、②日本語が不自由、③日本の生活習慣に不慣れのため、支援給付だけでは、
日本で生活することは困難な事情を抱えている。
・ このため、特定中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた配偶者の置かれている事情に鑑
み、特定配偶者（※）に対し、特定中国残留邦人等の死亡後に支援給付に加えて、配偶
者支援金（老齢基礎年金の２／３相当額）を支給することとする中国残留邦人等支援法改正法が
第１８５回国会において全会一致で成立し、平成２６年１０月１日から施行されることとなった。

※「特定配偶者」とは、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留
邦人等の配偶者である者をいう。（平成２５年改正後の支援法第２条第３項）
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審査事務の概要

審査事務

申請 本人から申請書を実施機関に提出する。

特定配偶者
の確認方法

特定中国残留邦人等の配偶者（特定配偶者）であることを次の書類で確認する。
・死亡した特定中国残留邦人等本人又は申請者の戸籍
・引揚証明書
・自立支度金支給決定通知書等の書類
・婚姻年月日の確認できる書類
・永住帰国日の確認できる書類
・永住帰国前から継続して特定中国残留邦人等の配偶者（特定配偶者）であること
の確認できる書類

※ 永住帰国日等不明な点がある場合は、適宜厚生労働省社会・援護局援護企画課中
国残留邦人等支援室へ照会願いたい。

（別紙）
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母子及び寡婦福祉法の改正等について 

～ひとり親家庭の支援～ 

 

 

 

 

 

 

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 

母子家庭等自立支援室 
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ひとり親家庭の支援について
（１）ひとり親家庭への支援施策の見直しについて

① 見直しの経緯について

ひとり親家庭への支援施策については、平成２２年の児童扶養手当法

改正法附則の施行３年後の検討規定に基づく見直し検討を行うため、昨

年５月に社会保障審議会児童部会に「ひとり親家庭への支援施策の在り

方に関する専門委員会」を設置して検討を進め、昨年８月には「中間ま

とめ」として、支援施策の在り方の方向性等が整理された。

厚生労働省では、これに沿い、平成２６年度予算要求・税制改正要望

に対応し、昨年１２月には、平成２６年度予算、政府税制改正大綱にお

いて所要の予算・税制措置が認められたほか、本年４月１６日には、ひ

とり親家庭支援施策を強化するための母子及び寡婦福祉法、児童扶養手

当法等の改正事項も盛り込んだ「次代の社会を担う子どもの健全な育成

を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律 （以」

下「改正法」という ）が成立し、４月２３日に公布されたところであ。

る。

改正法及び平成２６年度予算におけるポイントは次のとおりであるの

で、各自治体におかれてはこれらの趣旨をご理解いただき、地域のひと

り親家庭のニーズを踏まえ、積極的・計画的に施策を展開されたい。各

事業ごとの変更点の詳細については、次項以降を参照されたい。

② 改正法のポイントについて

改正法におけるひとり親家庭への支援に係る改正の趣旨は、ひとり親

が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子

どもが心身ともに健やかに成長できるよう、また 「子どもの貧困」対、

策にも資するよう、ひとり親家庭への支援施策を強化するものである。

そのために、次のとおり （ア）支援体制の充実 （イ）支援施策・、 、

周知の強化 （ウ）父子家庭への支援の拡大 （エ）児童扶養手当と公、 、

的年金等との併給制限の見直しを行った。

改正法施行のために必要な関係政省令等については、今後制定するこ

ととしているが、各自治体におかれては、施行に向けた準備について引

き続き、十分にご留意願いたい。

ア ひとり親家庭への支援体制の充実

自治体によってひとり親家庭支援の取組に温度差があるといった指

摘も踏まえ、母子家庭等への支援措置の積極的・計画的実施について

都道府県等の努力義務規定を設けるなど、支援体制の充実を図る。

イ ひとり親家庭への支援施策・周知の強化
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ひとり親が就職に有利な資格を取得するために修業する場合に、そ

の期間の生活を支援するために給付する「高等職業訓練促進給付金」

等について公課禁止規定を設け非課税とすることにより、就業支援を

強化する。

また、ひとり親家庭の子どもの保育所入所に係る配慮についてこれ

まで規定されていたが、放課後児童健全育成事業等についても配慮規

定を設けるほか、予算事業として行ってきた子どもへの相談・学習支

援などの事業について「生活向上事業」として法律に位置づけること

により、子育て・生活支援を強化する。

さらに、施策の周知が十分でないとの指摘を踏まえて、就業支援事

業などにおいて「支援施策に関する情報提供」を明確に業務と位置づ

け、周知の強化を図る。

ウ 父子家庭への支援の拡大

父子家庭の中にも経済的に厳しい家庭があることから、これまでも

父子家庭への支援を拡大してきたが、今般、ニーズが高い福祉資金の

貸付について父子家庭も借りられるよう 「父子福祉資金」制度を創、

設するなど、父子家庭への支援を拡充する。

また 「母子自立支援員 「母子福祉団体」などについても父子家、 」、

庭を法律上の支援対象等として位置づけた上で、名称を「母子・父子

自立支援員 「母子・父子福祉団体」などと父子も支援対象である」、

ことを明確にするため改称した （※以下この資料においては 「母。 、

子・父子自立支援員 「母子・父子福祉団体」と表記している ）」、 。

これらにより、母子家庭、父子家庭の支援がほぼ出揃うことから、

法律の名称も「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称する。

以上の改正に係る施行期日については、平成２６年１０月１日とし

ている。

エ 児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し

児童扶養手当については、公的年金等を受給できる場合には、児童

扶養手当を支給しないことで併給調整をしてきたが、これを見直し、

児童扶養手当の額よりも少額の公的年金等を受給する場合には、その

差額分の児童扶養手当を支給できるように改正する。

この改正に係る施行期日については、各自治体におけるシステム改

修、支給事務の準備、周知・広報などの施行準備に時間を必要とする

ことから、平成２６年１２月１日としており、実際には平成２７年４

月から支払いが行われることとなる。

③ 平成２６年度予算のポイントについて

平成２６年度予算においては、ひとり親家庭の様々な課題に対し、適
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切な支援メニューを組み合わせて総合的・包括的な支援を行うための相

談体制を強化するための事業を創設している。

、 、また 転職・キャリアアップ支援等の就業支援関連事業の充実強化や

子どもに対するピア・サポート（当事者等による支援）を伴う学習支援

等の支援の推進のための予算も計上している。

各自治体におかれては、改正法の趣旨も踏まえ、これらの予算事業を

活用した積極的な取組をお願いする。

あわせて、児童扶養手当と公的年金との併給制限の見直し、父子福祉

資金貸付制度の創設等に必要な予算も確保しており、必要な法改正も行

ったところである。

各自治体においては、今後、システム改修、事務の準備、周知・広報

等の施行準備に遺漏のないようお願いする。

（２）相談・支援体制の強化について

① ひとり親家庭への総合的な支援体制の強化について

ア 総合的な支援体制の強化の考え方

ひとり親家庭支援については 「中間まとめ」において、

（ア）ひとり親家庭が抱える多岐にわたる課題を把握・整理し、適切な

支援メニューにつなげる相談支援体制が十分でないこと、

（イ）地域により支援メニューにばらつきがあること、

（ウ）支援施策が知られておらず、利用が低調であること

といった課題が指摘されている。

このため、ひとり親家庭の悩みや課題の内容の如何に関わらず、まず

相談でき、その家庭に応じた適切な支援メニューにつなげる窓口体制を

整備するとともに、相談窓口からつなぐ先の支援メニューについても地

域のひとり親家庭のニーズを踏まえて積極的・計画的に整備することが

必要である。

これらを実現するため、平成26年度予算においては 「ひとり親家庭、

への総合的な支援体制の強化」として、ひとり親家庭の様々な課題に対

し、適切な支援メニューを組み合わせて総合的・包括的な支援を行うた

めにワンストップの相談窓口を整備する「ひとり親家庭への総合的な支

援のための相談窓口の強化事業」の創設と、この相談窓口からつなげる

先の具体的な支援施策の拡充強化（就業支援関連事業等の充実強化、子

どもへの支援の推進）とをワンパッケージで行う予算を確保している。

厚生労働省としては、これらの事業の実施を通じて、今後、各自治体

における支援体制の構築に係る取組について好事例を収集・分析し、全

国展開を図りたいと考えている。

、 、各自治体におかれては これらの事業の趣旨を十分にご理解いただき
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支援体制の強化に積極的に取り組まれるようお願いする。

イ 「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業」

このワンパッケージの予算のうち 「相談窓口の強化事業」について、

は 「中間まとめ」で指摘されているように、、

（ア）ひとり親家庭がどのような悩みや課題を抱えていてもその家庭の

抱える課題を把握・分析し、地域の適切な支援メニューを組み合わせ

て支援することのできる包括的・総合的な相談・支援、

（イ）自立に向け段階に応じた適切な支援メニューにつなげるとともに

自立への意欲にも資する継続的・計画的な寄り添い型の相談・支援、

（ウ）児童扶養手当の手続をはじめ、子育て支援、離婚、妊娠に係る手

続の担当など様々な行政や支援機関との連絡を密にし具体的な支援メ

ニューにつなげる、潜在的な支援ニーズにも応える積極的な相談・支

援、

（エ）地域の支援機関と連携し、様々な支援メニューを適切に組み合わ

せて支援することができる地域連携型の相談・支援

を行うことのできる相談支援体制を整備するものである。

具体的には、地方自治体（主に福祉事務所）の相談窓口に、母子・父

、 「 」 、子自立支援員に加え 新たに 就業支援専門員 を配置することにより

就業支援の専門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員の

子育て・生活支援や養育費相談などのその他の専門性を高め、他の行政

窓口や支援機関との連携を密にすることにより、相談支援の質・量の充

実を図り、上記のような包括的・総合的で高度な支援を実現することを

目指している。

就業支援専門員の具体的な業務としては、母子・父子自立支援員と協

働し、働いているひとり親に対しては、より好条件の就業の実現を目標

とする支援を実施し、働いていないひとり親に対しては、就業阻害要因

の除去から就業の実現を目標に支援することとなる。また、ハローワー

ク、マザーズハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター等の関

係機関との定期的な連絡調整や同行支援などにより、連携した就業支援

を実施するほか、関係機関の他、地域の事業主団体や母子・父子福祉団

体が会する場を定期的に開催し、地域の事業主への普及啓発、子育てと

両立しやすい求人の拡大等を行うことも望まれる。

各自治体におかれては、事業の趣旨を十分にご理解の上、積極的に本

事業を実施されるようお願いする。

ウ 支援を必要とするひとり親家庭への必要な支援の更なる周知について

平成２３年度全国母子世帯等調査によると、ひとり親家庭支援施策に

ついての認知度が３割から６割程度に留まっており、更なる周知と利用
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促進が必要である。

このため、平成２６年度予算においては、都道府県等において、支施

策策の積極的・計画的な実施を図るため、支援施策に係る要望・意見の

聴取やニーズ調査等を行うとともに、各種の広報手段を活用し、地域の

特性を踏まえた広報啓発活動を行うことができるよう 「広報啓発・広、

聴、ニーズ把握活用等事業」を母子家庭等就業・自立支援センター事業

の一つのメニューとして創設している。

各自治体におかれては、事業の趣旨を十分にご理解の上、積極的に本

事業を実施されるようお願いする。

② 母子・父子自立支援員の体制強化と資質向上について

「中間まとめ」では、母子・父子自立支援員について、継続して任用

されてきた非常勤職員が任期満了後に任期の更新がされない場合がある

といった指摘や、研修への参加機会が確保されないことがあるといった

種々の問題が指摘された。母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の支

援の実施の要であり、重要な役割を果たしていることから、その人材の

確保と資質向上は極めて重要な課題である。

このため、今般成立した改正法においては、都道府県、市等が母子・

父子自立支援員をはじめとするひとり親家庭等の自立支援に従事する人

材について、その新規確保のための研修や、現に従事している者の更な

る資質向上のための研修を行う等の措置を講ずることにより、人材確保

や資質向上を図る努力義務を新たに設けているところである。

また、平成２６年度予算では、自治体における研修の開催費用や母子

・父子自立支援員等の外部研修会への参加を支援する「管内自治体・福

祉事務所支援事業」を母子家庭等就業・自立支援センター事業の一つの

メニューとして創設している。

都道府県、市等におかれては、改正法の規定の趣旨を踏まえ、上記事

業を積極的に活用するなどし、母子・父子自立支援員の人材確保と資質

向上に努めていただきたい。

なお、母子・父子自立支援員の配置に要する費用については、地方交

付税措置が行われているので、配置していない自治体や体制が十分でな

い自治体においては、適切な配置をお願いする。

また 「中間まとめ」で指摘された母子・父子自立支援員の任期の更、

新に関する事項についても、適切な配慮をお願いしたい。
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○ 平成１４年に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正し、「就業・自立に向けた総合

的な支援」へと施策を強化。

○ 具体的には、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」
の４本柱により施策を推進中。

母子家庭及び寡婦自立促進計画（地方公共団体が国の基本方針を踏まえて策定）

ひとり親家庭等の自立支援策の体系

子育て・生活支援

○母子自立支援員による相
談支援
○ヘルパー派遣等による子
育て・生活支援
○保育所の優先入所
○学習ボランティア派遣等に
よる子どもへの支援
○母子生活支援施設の機能
拡充 など

就業支援

○母子自立支援プログラム
の策定等、ハローワーク等
との連携によるきめ細かな
就職支援の推進
○母子家庭等就業・自立支
援センター事業の推進
○母子家庭の能力開発等の
ための給付金の支給

など

養育費確保支援

○養育費相談支援センタ
ー事業の推進
○母子家庭等就業・自立支
援センター等における養育
費相談の推進
○「養育費の手引き」やリー
フレットの配布

など

経済的支援

○児童扶養手当の支給

○母子寡婦福祉資金の貸付

など
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「ひとり親家庭への支援施策の在り方について」（中間まとめ）の概要
＜社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 中間まとめ （平成25年8月）＞

○ 平成２２年の児童扶養手当法改正法附則の施行３年後の検討規定に基づく検討のため設置。今後、この「中間まとめ」に沿い
施策を進めていく考え。

○ 子どもへの影響等の観点からもできる限り就業自立を目指すべき。そのために一般施策とひとり親家庭向け施策と双方の充実が必要。

○ 他方で就労自立が直ちには困難な家庭もあり、状態像に応じた自立支援も必要。

○ 福祉、保健、雇用、教育、法務など多岐の分野にわたった支援が必要であり、関係機関との協力・連携が不可欠。

○ ひとり親家庭の平均所得は、一般子育て世帯の約４割。平均稼働所得は、一般子育て世帯の約３割。

○ ひとり親家庭の母の約８割、父の約９割が就労。うち非正規が母で約５割（平均就労収入１２５万円）、父で約１割（同１７５万円）。

○ 就労していないひとり親も、母の約９割、父の約８割が就労を希望しているが、就業できていない状況。

○ 「子どもの貧困率」は、１５．７％だが、「大人が一人」の「子どもがいる現役世帯」の相対的貧困率は、５０．８％。

○ ひとり親家庭は、子育てと生計を一人で担う不利を抱え、両立の困難、非正規雇用の増加等の影響から厳しい状況。

○ ひとり親家庭の課題を把握・整理し、適切な支援
メニューにつなげるべき、母子自立支援員を中心
とした相談支援体制が不十分。

○ 地域により支援メニューに、ばらつきあり。

○ 支援施策が知られておらず、利用が低調。

○ 経済的に厳しい状況の父子家庭も存在。

○ 地域の支援ニーズや社会資源の在り方に応じた相談支援窓口
の整備のために必要な支援、先進的取組等の収集・情報提供

○ 母子自立支援員について自治体の理解を得て体制強化等の促
進や研修機会の充実

○ ニーズを踏まえた自治体での支援メニューの計画的整備のため
「母子家庭及び寡婦自立促進計画」の策定の要請及び助言・支援

○ 支援施策の更なる周知と利用の促進

○ 父子家庭への支援の推進、支援施策の周知徹底

１．支援施策全体、実施体制

ひとり親家庭の自立と支援

ひとり親家庭の現状

＜現状・課題＞ ＜施策の方向性＞
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○ 状態像に応じたきめ細かな就業支援

○ 休日夜間などの相談支援、講習の設定等よりよい就業への転職
やキャリアアップの支援

○ 対象資格の拡大促進等による高等技能訓練促進費等事業等の更
なる活用促進、給付金の非課税措置の検討

○ 就業支援特別措置法に沿った国・自治体による取組の推進

○ 就業状況や就業希望など状態像は様々。

○ 多くが非正規雇用で働き、稼働所得が不十分。

○ 就業・転職には資格取得が有効。

○ 就業支援特別措置法が施行。

○ 子ども・子育て支援法に基づく新制度上の保育所の優先利用など
のひとり親家庭への配慮の確保

○ 各自治体でのニーズに対応した 「母子家庭等日常生活支援事
業」の実施と周知

○ 母子生活支援施設の周知、広域的利用等、支援の質の向上、職
員体制の充実、地域的偏在への対応

○ 当事者の相互交流・情報交換の機会確保の支援、学習支援ボラ
ンティア事業等子どもへの支援の充実や活用促進

○ 両立には、子育て・生活支援が不可欠。一般の
子育て支援とひとり親家庭向けの支援の組合せ
が重要。

○ 日常生活の安定が必要な家庭など状態像に応
じた支援が必要。

○ 親の多忙による子どもへの影響も懸念。
進学希望が実現できていない状況。

○ 養育費確保の取決め、履行は十分に進まず。

○ 面会交流は、子どもの立場からも重要。

○ 児童扶養手当は重要な経済的支え。
公的年金との併給制限が検討課題。

○ 母子寡婦福祉資金は進学等に一定の役割。
父子家庭への対象拡大が検討課題。

○ 養育費に関する離婚当事者等への周知啓発、離婚時における養
育費相談への誘導等養育費確保を促す支援のための協力体制、
地域の相談員の資質向上のための研修事業等の活用促進

○ 面会交流の意義・課題等の周知啓発、面会交流支援の専門性を
踏まえた関係機関との責任・役割分担の明確化

○ 児童扶養手当よりも少額の公的年金とを受給する場合の差額分
の所得保障について児童扶養手当の支給等検討

○ 母子寡婦福祉資金の貸付対象の父子家庭への拡大

２．就業支援

３．子育て・生活支援

４．養育費確保支援

５．経済的支援

＜現状・課題＞ ＜施策の方向性＞
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③ 養育費確保、④経済的支援
養育費等の取決め・履行は十分に進まず。
児童扶養手当の公的年金との併給制限
の見直しや、母子福祉資金貸付の父子家
庭への対象拡大が検討課題。

② 子育て・生活支援、子どもへの支援
就業・訓練と子育てとの両立が困難。
子どもへの影響（貧困の連鎖など）も懸念。

各家庭の課題を把握・整理し、適切な支援
メニューにつなげる相談支援体制が不十分。

地域により支援メニューに、ばらつきあり。

支援施策が知られず、利用が低調。

経済的に厳しい父子家庭も存在。

① 就業支援
非正規雇用の者が多く、稼働所得が低い。
就業を希望しても就職できない者も多数。
就業・転職には資格取得が有効。
他方で、訓練と子育てとの両立が困難。

※ 【 】内の「予」は平成26年度予算で確保したもの、「税」は平成26年度税制改正が認められたもの、「法」は法律改正事項となるもの。

≪養育費確保支援を推進、経済的支援の機能を強化≫

○ 養育費、面会交流に関する周知啓発、連携した相談体制【予】
○ 児童扶養手当の公的年金との差額支給【予・法】
○ 母子福祉資金貸付の父子家庭への対象拡大【予・法】

≪安定した雇用による就労自立を実現≫

○ ワンストップの相談窓口による関係機関と連携した就業支援【予】
○ 就業支援関連事業等 （就業支援講習会、相談関係職員の研修、
自立支援プログラム策定等の拡充）の充実強化【予】

○ 資格取得のための給付金の非課税化【税・法】

≪就業等と子育ての両立及び子どもの健全育成を実現≫

○ 就職活動等の際の保育サービス（日常生活支援事業）の拡充等
【予・法】

○ 児童訪問援助員の派遣、学習支援ボランティア事業の拡充【予・法】

≪支援を必要とする家庭に必要な支援が届くよう相談支援体制を構築≫

○ 支援メニューを組み合わせて総合的・包括的な支援を行うワンストッ
プの相談窓口の構築【予】

○ 支援施策の広報啓発活動の強化【予・法】
○ ニーズを踏まえた自治体での支援メニューの計画的整備【予・法】
○ 父子家庭への支援の推進、施策の周知徹底【予・法】

ひ
と
り
親
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
・
就
業
の
両
立
に
よ
る
就
業
自
立
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
実
現
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Ⅱ．支援メニューの充実

Ⅰ．相談支援体制の構築支援施策全体の現状と課題

個別の支援分野の現状と課題

ひとり親家庭への支援施策の見直しの全体像について

「中間まとめ」で指摘された現状と課題 具体的な対応
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ひとり親家庭支援施策の主な改正事項

○ 母子家庭等が地域の実情に応じた最も適切な支援を総合的に受けられるよう、①都道府県・市等による支援措置の計画的・積極的実
施、周知、支援者の連携・調整、②母子・父子自立支援員(＊３（２）参照)等の人材確保・資質向上、③関係機関による相互協力について規定。

１．ひとり親家庭への支援体制の充実

（１） １～３については、平成２６年１０月１日に施行。
（２） ４については、平成２６年１２月１日に施行（平成２７年４月から支払い）。

施行期日

ひとり親が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成
長できるよう、また、「子どもの貧困」対策にも資するよう、ひとり親家庭への支援施策を強化。

※ 平成２２年の児童扶養手当法改正法附則の施行３年後の検討規定に基づく見直し。

（１） 就業支援の強化
高等職業訓練促進給付金等を法定化し、非課税化。 ※母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。

（２） 子育て・生活支援の強化
保育所入所に加え、放課後児童健全育成事業等の利用に関する配慮規定を追加。
子どもへの相談・学習支援、ひとり親同士の情報交換支援等に係る予算事業を「生活向上事業」として法定化。

（３） 施策の周知の強化
就業支援事業、生活向上事業に支援施策に関する情報提供の業務を規定。

（１） 法律名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。父子家庭への福祉の措置に関する章を創設。

（２） 母子福祉資金貸付等の支援施策の対象を父子家庭にも拡大するほか、母子自立支援員、母子福祉団体等や基本方針、自立促進計
画の規定に父子家庭も対象として追加し、名称を「母子・父子自立支援員」、「母子・父子福祉団体」等に改称。

○ 公的年金等を受給できる場合の併給制限を見直し、年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を支給。

２．ひとり親家庭への支援施策・周知の強化

３．父子家庭への支援の拡大

４．児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し

母子及び寡婦福祉法の改正

児童扶養手当法の改正
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③ 支援施策が知られておらず、利用が低調

② 地域により支援メニューの実施状況に
ばらつきがある

④ 多くが非正規雇用で働いており、稼働
所得が少ないため、個々の状況に応じた
就業支援が必要

⑥ 親との離別経験や将来への不安、親への
気遣いなど特有の悩みを持つ子どもへの
支援が必要

⑤ ひとりで仕事と子育てを両立するには、
子育て・生活支援の充実が不可欠

① 相談支援体制が不十分（多岐にわたる課
題を把握・整理し、適切な支援メニュー
につなげることができていない）

⑦ 貧困率の改善が求められている（子ども
がいる現役世帯の「大人が一人」の相対
的貧困率 ５０．８％）

○総合的な支援のための相談窓口の整備
母子自立支援員に加え新たに就業支援専門員を配置し、ワンストップの
相談窓口で適切な支援メニューを組み合わせることにより総合的・包括的
な支援を実施（１０９か所）

○支援施策に関する広報啓発活動の強化
○国による地方自治体への支援

地方自治体の支援体制の検証、好事例の全国展開 等

総合的な支援の枠組みの構築【新規】 ２．９億円

○身近な地域での事業の充実強化
（１）就業支援講習会の拡充、相談関係職員の研修等の充実
（２）個々の状況に即した自立支援プログラムの策定の拡充
（３）就職活動等の際の生活援助や保育サービスの提供等の拡充

就業支援関連事業等の充実強化 ２．５億円

○子どもが気軽に相談できる児童訪問援助員（ホームフレンド）の
派遣の拡充

○子どもの心に寄り添うピア・サポートも行いつつ、学習意欲の
喚起や教科指導等を行う学習支援ボランティア事業の拡充

子どもへの支援の推進（ピア・サポート、学習支援） ２．７億円

ひとり親家庭の支援に関する主な課題

ひとり親家庭それぞれの様々な課題に対し、適切な支援メニューを組み合わせて総合的・包括的な支援を行う。
（１）総合的な支援のための相談窓口の整備

自治体の規模、支援サービスの状況など地域の実情に応じたワンストップの相談窓口の構築を推進。好事例を全国展開。

（２）支援施策の充実強化
①転職・キャリアアップ支援等の就業支援関連事業等の充実強化 ②子どもに対するピア・サポートを伴う学習支援の推進

支
援
施
策
の
充
実
強
化

具体的施策

ひとり親家庭への総合的な支援体制の強化について

（平成２６年度予算 ８．２億円）

【予算上の措置】
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就業支援専門員

母子自立支援員

【新規】

○養育費相談支援センタ－等による養育費相談
○児童扶養手当の支給
○母子寡婦福祉資金の貸付 など

○就業支援講習会の拡充
○相談関係職員の資質向上
○自立支援プログラムの策定
○ハローワーク等との定期的な連絡調整や同行支援など
○能力開発等のための給付金の支給 など

○子育て・生活支援
・就職活動等の際の保育サービス【拡充】

（日常生活支援事業 212→302カ所）
・保育所の優先入所
・母子生活支援施設の利用 など

就業支援

子育て・生活支援

養育費の確保、経済的支援

総合的な支援のため
の相談窓口の整備
（市レベル）

【拡充】（郊外での実施など）
【拡充】（研修の充実）
【拡充】（6,952→10,428件）

ひとり親家庭への総合的な支援

○自治体の規模、支援サービスの状況など地域の
実情に応じたワンストップの相談窓口の構築を推進
○就業を軸とした的確な支援の提供
○支援施策の広報啓発活動の実施 【拡充】

《個々の状況に対応する就業支援の充実》

《ひとりで担う仕事と子育ての両立支援の充実》

好事例を全国展開

○ピア･サポート、学習支援
・児童訪問援助員(ﾎｰﾑﾌﾚﾝﾄﾞ)の派遣
・学習支援ボランティア事業

子どもへの支援
《特有の悩みを持つ子どもへの支援の充実》

【拡充】(12→47カ所）

【拡充】（10→109カ所）

適切な
支 援 メ
ニ ュ ー
の組み
合わせ
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母 子 家 庭 等 就 業 ・ 自 立 支 援 事 業

一般市・福祉事務所設置町村

一般市等就業・自立支援事業

母子家庭等就業・自立支援センター事業の支援メ
ニュー（就業支援事業、就業支援講習会等事業、就業
情報提供事業、地域生活支援事業、在宅就業推進事業、
管内自治体・福祉事務所支援事業、広報啓発・公聴、
ニーズ把握活動等事業）の中から地域の実情に応じ適
切な支援メニューを選択し実施

就業情報提供事業

母子家庭等就業・自立支援センター事業

就業支援事業 就業支援講習会等事業

地域生活支援事業

・就業相談、助言の実施、
企業の意識啓発、求人開拓
の実施 等

・就業準備等に関するセミナー
や、資格等を取得するための
就業支援講習会の開催

・求人情報の提供
・電子メール相談 等

・生活支援の実施
・養育費相談の実施 等

支援メニュー

在宅就業推進事業

・在宅就業のためのスキル
アップに係るセミナーの
開催 等

都道府県・指定都市・中核市

母子家庭の母及び父子家庭との父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供
等までの一貫した就業支援サービスや養育費相談など生活支援サービスを提供する事業。

・「就業支援事業」及び「地域生活支援事業」について、土日
における開所を促進するため、開所日数に応じた加算制
度を創設（２２年度創設、２６年度拡充）
・（※）は２６年度新規事業

創設：平成15年度
相談件数：106,055件（平成24年度）
就職件数： 6,638件（平成24年度）

実施先一覧： http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/2b.html

面会交流支援事業

・面会交流援助の実施 等

管内自治体・
福祉事務所支援事業（※）

広報啓発・公聴、ニーズ

把握活動等事業（※）

・相談関係職員の資質向上の
ための研修会の開催や研修
受講支援 等

・地域の特性を踏まえた広報
啓発活動や支援施策に係る
ニーズ調査の実施 等
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父子家庭への支援の拡大

→ 父子家庭への支援が出揃う。

→ 支援対象であることを明確化。

現行 改正後

これにより、父子家庭を概ね母子家庭と同様に法律の支援対象として位置づけ。

法律の名称を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。

○ 予算措置・運用により、父子家庭も対象。
（母子寡婦法上は対象外）

（例）就業支援事業、高等職業訓練促進給付金等。

就業支援

○ 法律上、父子家庭も支援対象。
（例）日常生活支援事業、保育所入所の配慮等。

子育て・生活支援

○ 児童扶養手当は、父子家庭にも支給。

○ 母子福祉資金の貸付は、父子家庭は対象外。

経済的支援

○ 基本方針（国）、自立促進計画（地方）は、
母子寡婦法上は対象外（※）。

○ 母子自立支援員による支援等は、運用により対象。
（母子寡婦法上は対象外）
→名称から支援対象であることが不明確。

支援の枠組み

※「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業支援に関する特別措置法」で
は、父子家庭の父の就業支援について定めることを規定。

◎ 貸付対象を父子家庭に拡大。
（「父子福祉資金」の創設）

◎ 父子家庭への支援も法律に規定。
父子家庭に関する新章を創設。

◎ 名称を「母子・父子自立支援員」、
「母子・父子福祉団体」等に改称。
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○ 児童扶養手当と公的年金は、稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有しているため、公的年金を

受給できる場合は、児童扶養手当を支給しないことで併給調整を行っている。

○ しかしながら、社会経済状況の変化（非正規雇用の増加、保険料納付の困難等）などを背景として、児童扶養手当

よりも低額の年金を受給する場合が生じている。

○ この結果、児童扶養手当よりも低額の年金を受給する場合には、保険料を支払ったために少額の公的年金の受給

対象となった者の方が、保険料を支払わず公的年金の受給対象とならない者よりも、少額の保障しか受けられない

ケースが生じることとなり、均衡を失することから見直しが必要となっている。

○ こうしたことを解消するため、併給調整のあり方を見直し、公的年金を受給した場合でも、その額が児童扶養手当

額に満たない場合にはその差額を支給できるように改正する。

○ これにより、推計で約５千人が新たに児童扶養手当の給付対象となる。

（差額支給の対象となる例）父母に監護されない児童を祖父母が養育する家庭
○ 祖父（祖母）が受給する老齢年金が、加入年数や報酬額等により、児童扶養手当よりも低くなる場合

児扶
祖父
（祖母）

養育

子

支給せず
老齢基礎年金

老齢厚生年金

支給

（現 行） （見直し後）

児扶
祖父
（祖母）

養育

子

年金との差
額を支給

老齢基礎年金

老齢厚生年金

支給

児童扶養手当と公的年金との併給制限について

※ 上記の例の他、①妻が死亡した父子家庭で、父が遺族基礎年金の対象外（平成２６年４月以降に死亡のケースは父に遺族基礎年金が
支給される。）であるため、子に遺族厚生年金のみが支給されており、報酬額等により年金額が低くなる場合、②離婚後に父が死亡し

た母子家庭で、子が死亡した父から養育費を受け取っており、子に遺族厚生年金のみが支給され、報酬額等により年金額が低くなる場

合などが考えられる。
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生活困窮者を取り巻く現状
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新たな生活困窮者自立支援制度の主な対象者

○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援
策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにするこ
とが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠。

【主な対象者】

・福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人(平成23年度推計値)）

（参考：その他生活困窮者の増加等）

・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →平成23年：23.4％

・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成23年度）、引きこもり：約26万世帯(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、約41％)の世帯主が出身世帯も生活保護を

受給。(関西国際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

・大卒者の貧困率が7.7％であるのに対し、高卒者では14.7％、高校中退者を含む中卒者では

28.2％

現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者

2

-
 1

9
4
 -



【これまでの支援】
○ 自治体とハローワークが一体となった就労支援（平成17年度から実施）
・「福祉から就労」支援事業 【実績】就職率５４．５％（平成２３年度）

○ 自治体独自の多様な就労支援
・ 生活保護受給者に対し、民間団体や地域と連携し、生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を一体的に
実施（横浜市）
【実績】就労率 ６０．４％（平成２３年１０月～平成２４年３月）

○ 居住の確保
・ 住宅支援給付(平成25年度までの時限措置)の支給（平成21年度第1次補正予算等において措置、緊急雇用
創出事業臨時特例基金として実施） 【実績】常用就職率 ５８．５％（平成2４年度）

○ 貸付・家計相談
・ グリーンコープ生協においては、きめの細かい生活相談に併せて貸付を実施

【実績】平成23年度末までの貸倒率 ０．９７％
○ 子ども・若者への学習支援、養育支援、居場所づくり、就労支援
・ 被保護世帯の中学生及びその保護者等を対象に進学の助言等を行うとともに、学生ボランティアに
よる学習支援を実施（埼玉県）
【実績】参加者の高校進学率 ９７．0％（平成２３年度） （参考）被保護世帯全体：８９．５％

・ 地域若者サポートステーションによる就労支援（平成18年度から実施）
【実績】就職等進路決定者数 １万２千人（平成２３年度）

【指摘されている課題】

○ 一部の自治体のみの実施

○ 各分野をバラバラに実施

○ 早期に支援につなぐ仕組みが欠如

生活困窮者支援の現状

3
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社会保険制度
労働保険制度

○生活困窮者対策
求職者支援制度

（H23.10～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

生活保護制度の見直し

及 び 生 活 困 窮 者 対 策

に 総 合 的 に 取 り 組 む

生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直しを行う。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯

に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後

に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯

に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後

に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

【社会保障制度改革推進法】（平成24年法律第64号） 抜粋

○生活保護制度の見直し

○生活保護基準の見直し

生活保護

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像
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生活困窮者自立支援法について
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生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）について

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成

等）を実施する。
※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給す
る。

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。

・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業で
あることを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金：国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業：国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業：国庫補助１／２

法律の概要

施行期日 平成２７年４月１日

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住
居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
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生活困窮者自立支援制度の理念生活困窮者自立支援制度の理念

本制度は、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な支援体系を
創設するもの。

１．制度の意義

(１)生活困窮者の自立と尊厳の確保
・本制度では、本人の内面からわき起こる意欲や想いが主役となり、支援員がこれに寄り添って支援する。
・本人の自己選択、自己決定を基本に、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本人の状態に応じた自立

を支援する。
・生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情を失っていることに留意し、尊厳の確保に特に配慮する。

(２)生活困窮者支援を通じた地域づくり
・生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、働く場や参加する

場を広げていく。（既存の社会資源を活用し、不足すれば開発・創造していく。）
・生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。「支える、支えられる」という一方的な

関係ではなく、「相互に支え合う」地域を構築する。

２．制度のめざす目標

(１)包括的な支援…生活困窮者の課題は多様で複合的である。「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労の課題、

心身の不調、家計の問題、家族問題などの多様な問題に対応する。
(２)個別的な支援…生活困窮者に対する適切なアセスメントを通じて、個々人の状況に応じた適切な支援を実施する。
(３)早期的な支援…真に困窮している人ほどＳＯＳを発することが難しい。「待ちの姿勢」ではなく早期に生活困窮者を把握し、

課題がより深刻になる前に問題解決を図る。
(４)継続的な支援…自立を無理に急がせるのではなく、本人の段階に合わせて、切れ目なく継続的に支援を提供する。
(５)分権的・創造的な支援…主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造する。

３．新しい生活困窮者支援のかたち

※以下に掲げた制度の意義、めざす目標、具体的な支援のかたちは、いずれも本制度の「理念」とされている。
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対象者の考え方について

問１ 生活困窮者については、法案上「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされているが、その
具体的な範囲如何。自治体間で取扱いに差が生じないよう明確に示すべき。

（回答）
○ 法の対象となる「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」（法第２条第１項）

である。（※ただし、モデル事業においては、生活保護受給者も含めて対応することとしている。 ）

○ その上で、住居確保給付金、就労準備支援事業、一時生活支援事業については、具体的な所得・資産要件を定めることとしているが、自立相談
支援事業においては、相談事業の性格上、所得・資産に関する具体的な要件を設けるものではなく、複合的な課題を抱える生活困窮者が「制度の
狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応することが必要である。（※また、生活困窮者の中には、社会とのつながりが薄れ、自らサービスにアク
セスできない者も多いことから、対象者の把握は、アウトリーチも含め早期支援につながるよう配慮することが重要である。）

○ 法の目的は、生活困窮者の自立の促進を図ることにある。このため、必要な方にその状態に応じた就労支援を行うなど、包括的な支援により支援
効果を最大限高めていくことが必要である。一方同時に、支援は生活困窮者の状態に応じて個別に検討するとともに、制度のめざす自立には、経済
的な自立のみならず、日常生活における自立や社会生活における自立も含まれることに留意することが必要である。

また、生活困窮者が自立するためには、働く場などを拡大していくことも必要であり、また例えば地域から孤立したままでは、課題の解決は困難とな
ることも考えられることから、新制度では、困窮者支援を通じた地域づくりも目標の一つであり、孤立状態の解消などにも配慮することが重要である。

○ このように、自立相談支援事業においては、生活困窮者を幅広く受け止め、包括的な支援を行うが、一方で、自立相談支援機関において対応可能
な範囲を超えないようにすることが必要である。

この点、生活困窮者への支援は、当該自立相談支援機関のみが担うのではなく、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組
などと連携することが重要であり、相談は幅広く受け付けた上でその後の支援については、自立相談支援機関が調整機能を適切に担いつつ、他の
適切な支援機関につないでいくことやチームとして支援することが重要である。また、既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合
には、地域における関係者との協議を通じて、新たな社会資源を開発していくことが求められる。

○ なお、対象者の考え方については、以上のとおりであるが、生活困窮者からの相談を排除することなく対応することを前提に、とりわけ制度の立ち
上げ当初においては、地域の実情に応じ、より重点的に対応する者を設定することは可能である。

○ いずれにしても、対象者の具体像については、モデル事業の実施状況等も踏まえ、引き続きできる限りお示ししていきたいと考えている。

※ 平成25年12月10日付「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」問１（抜粋）
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新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業の関係

新法に基づく事業 生活保護法に基づく事業

生活困窮者自立相談支援事業 第55条の６に基づく被保護者就労支援事業

生活困窮者就労準備支援事業 第27条の２に基づき予算事業での実施を検討

生活困窮者家計相談支援事業

第27条の2に基づき予算事業での実施を検討

※ 今回の見直しで自ら収入及び支出を適切に把握することを受給

者の責務として位置づけている

生活困窮者の子どもの学習支援事業

その他の自立促進事業

生活保護受給者の子どもへの学習支援については、新

法の対象

生活困窮者住居確保給付金 （住宅扶助）

生活困窮者一時生活支援事業

※一定の住居を持たない者への宿泊場所供与等
（生活扶助、住宅扶助）

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者（法第６条第１項）、現に保護を受けているといないとにかかわらず、
保護を必要とする状態にある者（法第６条第２項）が対象。

○ 生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者（法第２条第１項）が対象（要保護者以外の生活困窮者） 。

※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそ
れがあることから、新法の対象。

○ 新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要。また、自立相談
支援事業において、生活保護が必要な場合には、確実に生活保護につなぐ。
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新たな生活困窮者自立支援制度

◆「中間的就労」の推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆「住居確保給付金」の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
を実施

◆自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早
期に支援

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点と
して機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

◇ハローワークとの一体的支援
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等
により早期支援を推進

就労に一定
期間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が

必要な者

緊急に衣食住の

確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども・若者支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心
に記載しているが、これ以外に様々な支援
（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は現金給付ではなく自立に向けた

人的支援を、有期により提供
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各分野の支援事業・支援機関

自立相談支援事業について

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。行政は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

新事業の概要

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。

生
活
困
窮
者

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

包括的・継続的な支援

生活困窮者自立支援
法に基づく支援

総合的な
アセスメント

本人の主体性と
多様性を重視

○再アセスメント
による 評価

○プランの見直し

フォローアップ

自立相談支援事業

法定サービスに係る
自治体の支援決定

期待される効果

包括的
に対応

支援調整会議
による調整

法以外の支援
民生委員による見守りなど

インフォーマルな支援

相
談
窓
口

早期把握

自立生活のためのプランの作成
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職種 主な役割

主任相談支援員
○ 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成

○ 困難ケースへの対応など高度な相談支援

○ 社会資源の開拓・連携 など

相談支援員

○ 生活困窮者への相談支援

・ アセスメント、プラン作成

・ 社会資源の活用を含む包括的な支援の実施

・ 相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ など

就労支援員
○ 生活困窮者への就労支援

・ ハローワークや協力企業などとの連携

・ 能力開発、職業訓練、就職支援、無料職業紹介、求人開拓 など

○ 自立相談支援事業については、以下の３職種を配置することを基本とすることを考えている。
※ 各職種には主に以下のような役割が求められるが、自治体の規模等によっては、相談支援員
が就労支援員を兼務することなども考えられ、配置のあり方について、今後更に検討する予定。
自立相談支援機関においても、それぞれの役割に縛られ過ぎるのではなく柔軟に対応すること
も重要である。

12
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新事業の概要

住居確保給付金について

○ 有期の代理納付という仕組みの中で生活保護に至らないためのセーフティネットとして、効果を発揮。

○ 自立相談支援事業や就労準備支援事業との組み合わせにより更なる効果を目指す。

期待される効果

➢ 支給対象者
離職後２年以内かつ６５歳未満の者であって、①現在住居がない又は②住居を失うおそれのある者

➢ 支給要件（東京23区の場合）
①収入要件：（単身）月収約13.8万円未満、（２人世帯）17.2万円以下
②資産要件：（単身）預貯金50万円以下、（複数世帯）100万円以下
③就職活動要件：ハローワークでの月２回以上の職業相談、自治体での月４回以上の面接支援等

➢ 支給上限額（東京23区の場合）
単身：53,700円 複数世帯：69,800円

➢ 支給期間
原則３か月間（就職活動を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

◆ 支給決定件数：136,631件（平成21年10月～平成25年３月実績）

◆ 常用就職（※）率： 58.5％（平成24年度実績）
（※）期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められた雇用契約による就職者

（参考）現行の住宅支援給付制度の概要及び実績

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、
所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給。

※ 現行、緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）事業として平成21年10月から
行われている住宅支援給付事業（平成25年度末までの時限措置）の制度化を図る。
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就労に向けた支援の充実・強化

◎ 就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細
かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への参加
等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労

日常生活
自立

○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、

支援付きの就業の機会の提供などを行う
「就労訓練事業」の場の提供等を支援

社会参加

就労訓練事業

14

法により、これまで支援が十分されてこなかった層への就労支援が充実する。各種就労支援は、
生活困窮者の多くが自尊感情や自己有用感を喪失し、次のステップに向かうことができなくなって
いる状況にあることを踏まえ、その回復・醸成を図りながら行う。
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対象者の状態 支援主体・事業 支援内容

１．一般的な職業紹介により
早期に就労が可能な者

ハローワーク 一般的な職業紹介
※公共職業訓練、求職者支援制度も利用。

２．就労に向けた準備が一定
程度整っており、個別の支援
により早期の就労が可能な
者

生活保護受給者等就労自立促進
事業
※自立相談支援事業の就労支援員と
ハローワークの担当者で構成される
就労支援チーム

（ハローワーク）

担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ニーズに応じた職業紹介、個別求人開拓、面接対策、
就労後のフォローアップ 等

（自立相談支援事業の就労支援員）
対象者の選定、ハローワークへの支援要請等

３．就労に向けた準備が一定
程度整っており、ある程度時
間をかけて個別の支援を行う
ことで就労が可能な者

自立相談支援事業の就労支援員 担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ハローワークへの同行訪問、個別求人開拓、面接対
策、就労後のフォローアップ 等

４．就労への移行のため柔軟
な働き方を認める必要がある
者

就労訓練事業（中間的就労） 支援付きの就労・訓練の場の提供
※自立相談支援事業の就労支援員は、就労訓練事業者の開拓を実
施。

５．生活リズムが崩れている
等の理由により、就労に向け
た準備が整っていない者

就労準備支援事業
※自立相談支援事業の就労支援員が、
ボランティア、就労体験などの場の
提供することもあり得る（就労準備
支援事業に比べ簡素・軽微なものを
想定）

就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、
計画的かつ一貫して実施

※ 自立相談支援事業の就労支援員は、上記のほか、利用者の状態の定期的・継続的な確認を行う。

また、就労意欲が希薄等の理由により就労準備支援事業の利用に至らない者に対する就労意欲の喚起、セミナーの開催等必
要な就労支援を実施。

生活困窮者の状態に応じた就労支援（案）
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○ 一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業（就労準備支援事業）を創設。

○ 福祉事務所設置自治体の事業（社会福祉法人等へ委託可）。６ヶ月～１年程度の有期の支援を想定。

○ 生活習慣形成のための指導・訓練（生活自立段階）、就労の前段階として必要な社会的能力の習得（社会自立段

階）、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の取得等の支援（就労自立段

階）の３段階。事業の形式は、通所によるものや合宿によるもの等を想定。

新事業の概要

就労準備支援事業について

○生活習慣の形成等、個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労に就くための基礎的な能力の習得
が可能となる。

横浜市における就労意欲喚起事業
（就労準備のための訓練）

● 中区保護課で、平成23年10月から

新たな就労支援プログラムを開始。

● 平成24年9月現在、56人が受講し、

うち48人が修了、29人が就職。

支援のイメージ（現行の取組例）【横浜市】

期待される効果
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○ 社会福祉法人、ＮＰＯ法人、営利企業等の自主事業として実施。軽易な作業等の機会（清掃、リサイクル、農作

業等）の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施。

○ 対象者としては、就労準備のための支援を受けても一般雇用への移行ができない者等を想定。

○ 事業実施に際し、都道府県等が事業を認定する仕組みとする。

○ 立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討。

新事業の概要

就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の推進について

支援のイメージ

○ 個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労や求職活動を行うための動機付け・準備が可能となる。

期待される効果

相談支援事業所による
課題の評価・分析（アセ

スメント）、支援決定 支援付雇用型

非雇用型

・ 訓練計画に基づく就労訓練
・ 事業主の指揮監督を受けない軽作業
・ 就労支援担当者による就労支援・指
導等

・ 雇用契約に基づく就労
・ 比較的軽易な作業を想定
・ 就労支援担当者による就労
支援・指導等

・ 就労条件における一定の配慮（労
働時間、欠勤について柔軟な対応）

・ 雇用契約に基づく就労
・ 必要に応じ、相談支援事業
等によるフォローアップを実施

（課題の評価・分析（アセスメント）は約6ヶ月ごとに実施）

一 般 就 労就 労 訓 練 事 業
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○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、省令で定める期間内

に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。

（※緊急雇用創出事業臨時特例基金［住まい対策拡充等支援事業分］による平成25年度までの事業）
➢ 目 的

ホームレス等に対し、緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止すること等によりその自立を支援する。

➢ 支援の内容
① 日常生活・健康面での支援
・ 緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止する。
・ 保健所等との連携の下で健康診断等を必要に応じて実施。

② 就労に向けた支援
・ 就労に関する情報の提供を行うとともに、就労意欲のある利用者に対して、緊急一時的な本事業から、更に、個々人の
状況に応じたきめ細やかな就労自立に向けた支援を行う「ホームレス自立支援センター」の利用を促す。

③ その他
・ 福祉サービスの提供が必要な利用者に対して、福祉事務所等における支援が受けられるよう助言・指導を行う。

➢ 利用料
無 料

➢ 利用期間
原則３か月以内

◆ 実施自治体数（H24.3月現在）
都道府県又は市町村が設置し、設置形態として、施設を設置する形態(施設型)と、旅館やアパートを借上げて設置する形態(借上型)  がある。

○ 施設型・・・・全国で２自治体５施設（定員１，５１４人） ○ 借上型・・・・全国で４１自治体６３施設（定員６５２人）

（参考）ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業）の概要

新事業の概要

一時生活支援事業について

○ 自立相談支援事業と緊密に連携し、又は一体的に運用することにより、入居中に、課題の評価・

分析（アセスメント）を実施し、就労支援につなげるなど、現行以上の効果的な支援を行う。

期待される効果

18

-
 2

1
0
 -



○ 福祉事務所を設置する都道府県又は市町村は、家計相談支援事業を任意で実施。家計相談支援事業は、

① 家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）し、相談者の状況に応じた支援計画を作成

② 生活困窮者の家計の再生に向けたきめの細かい支援（公的制度の利用支援、家計表の作成等）

③ 法テラス等の関係機関へのつなぎ

④ 必要に応じて貸付のあっせん等を行う。

○ 福祉事務所設置自治体が直接実施するほか、地域の社会資源の状況に応じて社会福祉協議会や消費生活協同組合等の

貸付機関等に委託が可能。

事業の概要

○ 家計収支の改善、家計管理能力の向上等により、自立した生活の定着を支援。

期待される効果

支援のイメージ

相談者自身が課題を見えるようになる支援
①家計の状況の「見える化」と根本的な課題の把握

ともに目標を設定し、家計の再生に向けて歩き出す支援
②家計支援計画の作成と必要な支援の調整

（給付･減免等の利用、貸付のあっせん、債務整理へのつなぎ）

相談者が自ら家計管理を続けていくことの支援
③家計の状況のモニタリングと出納支援ツールの紹介等

一体的・総合的かつ継続的に実施し、相談者が自ら家計を
管理できるようになることを支え、早期の生活の再生を支援

自分の家計の状況に
対する気づきと理解

家計を再生しようと
する意識の高まり

具体的な家計の

再生の方針や支援の
見通しの作成

・相談者が自ら家計を管理できるようになる
・家計が安定化する

再び困窮状態になる
ことの予防

税等の滞納の解消

就職活動の円滑化

効果的な貸付の実施

家計相談支援事業について
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○ 統合補助金事業により、地域の実情に応じた柔軟な事業運営を行う。

○ 例えば、生活困窮者の自立促進のための生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といった「貧困

の連鎖」の防止の取組や中間的就労事業の立ち上げ支援など育成支援等を行う。

生活保護世帯等の子ども及びその保護者に対しては、日常的な生活習慣の獲得、子どもの進学、高校進学者の中退防止等に

関する支援を総合的に行う事業が全国９４自治体で実施（平成24年度）

支援のイメージ（現行の学習支援に関する取組例）

新事業の概要

子どもの学習支援等について

○ 地域の創意工夫により、実情に応じた生活困窮者支援が可能となる。

○ 例えば、学習支援など効果的な事業に安定的に取り組むことができるようになる。

埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業

【対象】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中学
生全員及びその保護者等

【運営】一般社団法人に委託して学習支援等を実施。教員Ｏ
Ｂなどの教育支援員が、定期的な家庭訪問を行い、子ども
及び親に対して進学の助言等を行う。

県内１７カ所で週１～３回の学習支援室を開催し、学生ボラン
ティアによるマンツーマンの学習支援も実施。

【実績】 平成２４年度は中学３年生の対象者７８２人のうち３３１
人が参加。うち３２１人（９７％）が高校へ進学。

高知市高知チャレンジ塾における学習支援

【対象】 福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給
世帯の中学生を対象とした学習支援を実施。

【運営】市が雇用した就学促進員（教員免許資格者）が定
期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等
を行う。

民間団体に委託して、教員ＯＢ・大学生などの学習支援
員が週２回程度、市内５カ所で学習支援を実施。

【実績】 平成２４年度は生活保護受給世帯の生徒１０６人が
参加。中学３年生４３人のうち４１人が高校へ進学。

期待される効果
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生活困窮者自立支援制度の
構築に向けたポイント

○ 各自治体において、新制度を着実かつ効果的に実施するために、準備段階となる
現時点において、ポイントになると考えられる点を参考までに整理したもの。

○ 新制度の体制を構築するに当たっては、検討課題１～５をクリアしているか、ひとつ
ひとつ確認の上、進めていくことが考えられる。
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検討課題１：法の趣旨の理解

○ 新制度は、我が国の経済社会の構造的変化を踏まえ、生活保護手前の生活困窮者の自立を支援

する仕組み。

○ 制度運営における目標は、

・生活困窮者の自立と尊厳の確保 ・困窮者支援を通じた地域づくり

○ その具体的なすがた（特徴）は、

・包括的な支援 ・個別的な支援 ・早期的な支援

・継続的な支援 ・分権的・創造的な支援

○ こうした制度の理念を十分理解した上で体制整備を行うことが必要。

○ 対象者は、

・ 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者

（学習支援事業を除き生活保護受給者以外の生活困窮者（※））

・ その上で、上記理念に照らし、複合的な課題を抱える困窮者を幅広く受け止める。

※ モデル事業においては、生活保護受給の有無に関わらず事業の対象としている。法施行後は生活困窮者自

立支援制度と生活保護制度が一体的に運用できるよう、国において検討。
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検討課題２：庁内体制の構築

○ 主管部局の決定は、法の趣旨に即した包括的な支援を行うことができる体制を構築しつつ、支
援効果を最大限高めるという観点から検討。

※ モデル事業においては、生活保護、地域福祉、商工労働、市民生活等の担当課が主管課となっている。

また、新しい体制を検討している自治体もある。

○ こうした観点から、福祉部局内のみで検討するのではなく、全庁的に検討することが望ましい。

○ いずれの部局が担当するにしても、関係部局と緊密に連携することが必要であり、部局横断的
な体制を設定。

※連携が必要となる関係部局の例：福祉関係課（保護担当、地域福祉担当のほか、高齢福祉、障害福祉、児童

福祉の各担当）、保健医療関係課、住宅関係課、商工関係課、教育委員会・

教育関係課、税務課、保険・年金関係課、水道課、市民生活関係課、人権担

当課

○ 対象者の早期把握のため、税・保険料や公共料金の担当と連携し、気になる生活困窮者が自立
相談支援事業につながるよう紹介ルールを設定。

【参考】滋賀県野洲市：31の課・組織が参画する委員会を設置。税、国民健康保険、水道担当等の滞納情報を活用する
ことで、生活困窮者の早期把握・早期支援。
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検討課題３：実施方法の検討
○ 各事業は、直営方式も委託方式も可能。地域の実情や当該自治体の体制整備に関する長期構想
に応じて戦略的に検討。

○ 自立相談支援事業については、新しい相談窓口を創設することも可能なほか、福祉事務所、
地域包括支援センター、障害相談支援事業所、消費者相談窓口等の機能拡大によることも考え
られ、幅広い候補から検討。

※ 既存相談窓口の機能拡大は、サービスの集約化により利用者の利便性に寄与。

○ 自立相談支援事業を委託する場合は、
・ 包括的な支援が可能であるか
・ 就労に向けた支援が期待できるか、逆に支援内容が就労支援に偏らないか
などに特に留意。真に実効性のある委託先を慎重に検討。

○ 包括的な支援を可能とするため、一つの法人のみならずいくつかの法人が自立相談支援事業を
担えるよう、委託方法を工夫するということも考えられる。

○ 委託の場合であっても、いわゆる「丸投げ」とならないようにする。行政には支援決定や支援
調整会議への参画が求められる点や、不足する社会資源の強化・開発には行政が主導的な役割を
担う必要があることに留意。

【参考】

○高知県高知市：モデル事業の実施主体が、高知市と高知市社会福祉協議会等が連携した運営協議会

○岩手県：自立相談支援事業の実施主体が商工会議所。また、県、市、ハローワーク、社会福祉協議会などが１箇所

に集まり、ワンストップで生活や就労に関する相談が一体的に行われている 24
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検討課題４：関係機関との連携体制の確保
○ 自立相談支援事業は、就労準備支援事業や家計相談支援事業などの法定事業のほか、法外のさまざま
な制度・機関を上手に活用して、包括的な支援を展開。（自立相談支援事業がすべて抱え込むのでは
ない。行政においては、生活困窮者自立支援制度と他の福祉雇用分野のさまざまな取組と政策協調を図
る。）

○ 自立相談支援事業の運営機関、福祉事務所、ハローワークの３者は特に緊密に連携する体制を構築。

○ そのほか、例えば、学校や教育委員会、地域若者サポートステーション、引きこもり地域支援セン
ター、社会福祉協議会、障害者相談支援事業所、地域包括支援センター、消費生活相談窓口、更生保護
施設、商工会議所等、多岐にわたる関係機関との連携体制を一つひとつ着実に構築。

○ 民生委員や自治会、ボランティアといったインフォーマル部門も、生活困窮者の発見や見守りに
は重要であり、ネットワークを構築。

【参考】長野県：連絡会議に県や市の関係部署が入っており、社会福祉関係団体だけではなく経営者団体等も参画
し、広範かつ多数の地域ネットワークが構築されている。

検討課題５：協議の場の設定
○ 包括的な支援体制、ネットワークを構築するには時間も要するが、まずその第一歩として、協議の場
を設定。
・ まずは庁内のプロジェクトチームの立ち上げ
・ その後、外部を含む中核となる関係者が集まる場を設定。体制整備の進展に応じ、徐々にメンバー
の拡充も検討。

○ 外部関係者も集まる協議の場については、まずは既存の協議会の活用から検討。

○ このような「協議の場」が制度実施後には、支援調整会議として機能することも考えられる。 25
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市民部 生活安全課職員
市民部 協働推進課職員
市民部 市民生活相談課職員
健康福祉部 社会福祉課職員
健康福祉部 障がい者自立支援課職員
健康福祉部 地域生活支援室職員
健康福祉部 こども課職員
健康福祉部 子育て家庭支援課職員
健康福祉部 家庭児童相談室職員
健康福祉部 高齢福祉課職員
健康福祉部 健康推進課職員
健康福祉部 保険年金課職員
都市建設部 住宅課職員
環境経済部 環境課職員
環境経済部 商工観光課職員
環境経済部 上下水道課職員
教育委員会 教育総務課職員
教育委員会 学校教育課職員
教育委員会 人権教育課職員
教育委員会 生涯学習スポーツ課職員
野洲市地域包括支援センター職員
野洲市子育て支援センター職員
ふれあい教育相談センター職員
野洲市発達支援センター職員

【野洲市】市民相談総合推進委員会設置要綱（抄）

※ 平成２５年８月２日モデル事業担当者連絡会議・野洲市説明資料から抜粋・一部改変

(協議事項)
第2条 委員会は、市民相談に関する次に掲げる事項に
ついて協議する。
(1) 問題の解決のためのネットワーク形成及び具体的
な対応策に関すること。
(2) 啓発活動に関すること。
(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向
上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必
要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、市民部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部市民生活相談課にお
いて処理する。
別表(第3条関係)
政策調整部 企画調整課職員
総務部 人事課職員
総務部 人権施策推進課職員
総務部 人権センター職員
総務部 野洲地域総合センター職員
総務部 市民交流センター職員
総務部 税務課職員 26
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○代表（市健康福祉部長）

○副代表（市社協事務局長）

○事務局長（市職員兼務）

○事務局次長（市社協職員兼務）

●構成団体

高知市

高知市社会福祉協議会

ハローワーク高知

こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

実施体制の運用管理，円滑な支援に向けた組
織体制管理

運営協議会

運用管理

事業報告

高知市生活支援相談
センター

ｾﾝﾀｰ長 相談・支援担当①

相談・支援担当②

相談・支援担当③

相談・支援担当④

相談・支援担当⑤

ｽﾀｯﾌ，事務職は運営協議会が雇用する職員

ｾﾝﾀｰ長は市職員が兼務

副ｾﾝﾀｰ長は市社協職員が兼務

支援調整会議の調整

対象者本人と協働し支援ﾌﾟﾗﾝ(案)の策定

関係機関のﾈｯﾄﾜｰｸづくり

社会資源の開発

支援終結後における見守りやﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

帳票管理，ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

経理・庶務担当

高知市社会福祉協議会

副ｾﾝﾀｰ長

連携・調整

●高知市 ●市社協

●市民児協連合会 ●ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

●こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

●高知県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会

●対象者本人（必要に応じて）

ｾﾝﾀｰが策定した支援ﾌﾟﾗﾝ(案)の協議，調整，確認
を行う

支援決定については市が行う

支援ﾌﾟﾗﾝの見直し

支援の実施，評価

社会資源の開発等

支援調整会議体制

会議調整・
評価報告

ﾌﾟﾗﾝ決定

●高知市 ●市社協

●ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

●こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

●その他のｻｰﾋﾞｽ提供事業者

決定した支援ﾌﾟﾗﾝに基づき支援を実施

支援実施機関○ 総合相談窓口の開設場所

【高知市】総合相談窓口の運営体制
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【岩手県】いわてパーソナル・サポート・センターの体制図

○自立相談支援事業を奥州商工会議所に委託。※奥州商工会議所はこれまでパーソナル・サポート・サービス事業を実施してきた実績をもつ。
○県とハローワーク（HW）との一体的実施の協定締結、奥州市の緊急雇用創出事業の活用など、既存の取組とモデル事業との連携を図って
おり、センター内には自立相談支援事業の相談支援員のほか、HWや社会福祉協議会の職員も配置。これにより、生活や就労に関する相談
を包括的にコーディネート。

センター内レイアウト

HW

県

奥州市

社協
求人検索閲

覧端末

生活困窮者
自立促進支援
モデル事業で

実施

28

○相談支援員等の職員については、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、衛生管
理者、キャリアカウンセラー、キャリアコンサルタント、社会保険労務士、ファイナン
シャルプランナーなどの有資格者を配置している。

奥州商工会議所組織図
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【長野県】パーソナル・サポート・モデル事業連絡会参集団体・機関 （2013年7月1日）

分野
国関係
機関

県関係機関 市町村関係
社会福祉関係

団体
経営者団体 関係団体

PS事業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
団体

県労福協
関係

県連絡会

長野労働局職業
安定課
長野公共職業安
定所

長野県企画部
人権・男女共同参画課、消
費生活室、県民協働・NPO
課、次世代サポート課

長野県総務部税務課
長野県健康福祉部

健康福祉政策課、地域福祉
課、健康長寿課、介護支援
室、障害者支援課、子ど
も・家庭課

長野県商工労働部
労働雇用課、人材育成課

長野県観光部国際課
長野県建設部住宅課
長野県精神保健福祉センター

長野市産業政策課
長野市厚生課
松本市労政課
松本市障害・生活
支援課
上田市雇用促進室
上田市福祉課
飯田市産業振興支
援課
飯田市福祉課

長野県社会福祉協議会
長野県民生児童委員協
議会

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

ながの若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
長野県NPOセンター
生活底上げ実現長野県連絡会

(株)コミュニケーションズ・
アイ
企業組合 労協ながの
反貧困ネットワーク信州

労福協政策委員
会
長野県暮らしサ
ポートセンター

長野地域
連絡会

長野公共職業安
定所
長野障害者職業
センター

長野県北信労政事務所
長野県長野地方事務所

商工観光課
長野県長野保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課
長野県若年者就業サポートセ
ンター

市民生・雇用対策
主管課（室）
（長野市、須坂市、
千曲市）
長野市保健所

市町村社会福祉協議会
（長野市、須坂市、千
曲市）
市町村民生児童委員協
議会
（長野市、須坂市、千
曲市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

ながの若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
長野圏域障害者総合支援センター
長野県NPOセンター
社団法人長野県社会福祉士会

労働組合LCCながの
NPO法人ホットラインながの
長野県高齢者生活協同組合
ながのコスモスの会
反貧困ネット長野
NPO法人エリアネット更埴

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

松本地域
連絡会

松本公共職業安
定所

長野県中信労政事務所
長野県松本地方事務所

商工観光課
長野県松本保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課
長野県若年者就業サポートセ
ンター

市民生・雇用対策
主管課（室）
（松本市、塩尻市、
安曇野市）

市町村社会福祉協議会
（松本市、塩尻市、安
曇野市）
市町村民生児童委員協
議会
（松本市、塩尻市、千
曲市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会
中小企業診断協会長
野県支部

しおじり若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
松本圏域障害者総合相談支援センター

生存を支える会
NPO法人ユニオンサポートセ
ンター
NPO法人ジョイフル
SOSネットワークすわ
NPO法人キャリアサポート
NPO法人てくてく
NPO法人夢トライ工房

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

上田地域
連絡会

上田公共職業安
定所

長野県東信労政事務所
長野県上小地方事務所

商工観光課
長野県上田保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課

市民生・雇用対策
主管課（室）
（上田市、東御
市）

市町村社会福祉協議会
（上田市、東御市、小
諸市）
市町村民生児童委員協
議会
（上田市、東御市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

若者サポートステーション・シナノ
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
上小圏域障害者総合支援センター
佐久障害者相談支援センター

SOSネットワーク
反貧困・ひだまりネット
佐久こどもサポートセンター
NPO法人侍学園スクオーラ・
今人

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

飯田地域
連絡会

飯田公共職業安
定所

長野県南信労政事務所
長野県下伊那地方事務所

商工観光課
長野県飯田保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課

市民生・雇用対策
主管課（室）
（飯田市）

市町村社会福祉協議会
（飯田市、伊那市、
駒ヶ根市）
市町村民生児童委員協
議会
（飯田市、伊那市、
駒ヶ根市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
飯伊圏域障害者総合支援センター
上伊那圏域障害者総合支援センター

SOSネットワーク（上伊那）
NPO法人キャリアサポート
NPO法人くらりnet
NPO法人いいだ元気塾
NPO法人生活応援ネット ス
キップ
一般社団法人南信州ここだに

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

※ 第1回関東・信越ブロック「生活困窮者自立促進支援モデル事業」担当者会議（平成25年9月3日開催）における長野県提出資料を基に作成。 29
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モデル事業実施状況調査集計結果
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（自立相談支援機関設置・運営指針研究事業）において、自立相談支援機関の設

置・運営に関する指針を作成するため、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施する自治体（６８箇所）を対象

に、モデル事業開始時と終了時（年度末）に状況の調査を実施。

【実施機関】一般社団法人北海道総合研究調査会

【調査期間】（開始時）平成２５年１０月２１日～１２月１日 （年度末）平成２６年２月２５日～３月２０日

【回収状況】（開始時） 56箇所／ 6８箇所（回収率82.4％） （年度末）56箇所／68箇所（回収率82.4％）

モデル事業実施状況調査集計結果（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 実施形態１ 実施形態

○ 自立相談支援機関の設置について、委託が７割を超えており、委託先は多岐にわたるが、社会福祉協議会や社団法人や財団法人が多

くなっている。直営の場合については、必ずしも生活保護担当部署だけでなく、福祉以外の部署が担当していたり、複数部署が窓口と

なっているなど、他の部署が担当する自治体も多い。

○ 自立相談支援機関の設置場所については、役所内、受託した法人施設、民間事務所ビルに借用がそれぞれ３割程度となっており、他

の施設や相談窓口と併設されている場合が多い。

生活保護担

当, 38.5%

その他の

福祉担当, 
23.1%

福祉以外の

担当, 15.4%

一つの窓口

ではなく、複

数部署（機

関）の連携, 
7.7%

その他, 
15.4%

（１）自立相談支援機関の設置形態【開始時】

直営, 11.6%

委託, 76.8%

直営+委託, 
7.2%

無回答, 
4.3%

（２）直営の窓口担当部署【開始時】（設置形態が「直営」「直営＋委託」を選択のみ）
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役所・役場内

法人施設内

公的施設内

民間事務所ビルに借用

商業的施設内

その他

33.3%

33.3%

17.4%

29.0%

2.9%

0.0%

0% 20% 40%

（３）委託先【開始時】（設置形態が「委託」「直営+委託」を選択のみ）（４）委託選定の決め手となった要因 【開始時】（複数回答）
（設置形態が「委託」「直営+委託」を選択のみ）

（５）自立相談支援機関の設置場所【年度末】（複数回答） （６）他の併設施設・相談窓口等の有無【開始時】

1. 社会福祉法人（社協は除く）

2. 社会福祉協議会

3. 医療法人

4. 社団法人・財団法人

5. 株式会社等

6. ＮＰＯ法人

7. その他

未定・現在選定中 等

11.4%

34.3%

0.0%

18.6%

4.3%

10.0%

7.1%

14.3%

0% 20% 40%

1. これまでの類似事業において実績がある

2. 専門的な人材が確保されている

3. 就労につなげるネットワークがある

4. 地域でのネットワークが豊富

5. 経営基盤がしっかりしている

6. その他

70.7%

56.9%

32.8%

37.9%

8.6%

20.7%

0% 50% 100%

有, 70.2%

無（自立相談支

援機関のみ）, 
24.5%

無回答, 5.3%
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8. 農林水産業の推進

9. 商業の振興

10. 地域福祉の推進

11. まちづくり

12. 教育

13. その他

14. 特に連携を考えていない

7.4%

14.8%

64.8%

7.4%

38.9%

18.5%

1.9%

0% 50% 100%

1. 障がい者・障がい児福祉

2. 高齢者福祉

3. 子育て支援

4. 自殺予防対策

5. ひきこもり支援

6. ひとり親支援

7. 若年者就労支援

72.2%

61.1%

53.7%

35.2%

55.6%

51.9%

63.0%

0% 50% 100%

1. 生活保護

2. 高齢者福祉

3. 障害者福祉

4. 健康・医療

5. 商工労働（雇用）

6. 子育て

7. 教育

8. 住民税

9. 公営住宅

10. 国保・年金

11. その他

91.4%

68.6%

85.7%

54.3%

82.9%

77.1%

60.0%

28.6%

28.6%

28.6%

40.0%

0% 50% 100%

（２）協議の場の参加部署・課【開始時】（複数回答）
（庁内との協議の場が「有」を選択のみ）

○ 庁内関係部署との協議の場を設置している自治体は約６割であり、福祉分野のみならず、雇用、子育て、税、住宅、産業など、様々な

分野との連携が図られている。

２ 庁内体制の整備２ 庁内体制の整備

（３）モデル事業実施にあたり関連計画・施策と連携する、または連携を予定している分野【開始時】（複数回答）

（１）庁内関係部署との具体的な協議の場の設置状況【年度末】

有, 59.4%

無, 40.6%
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36. 一般企業

37. 町内会・自治会、福祉委員等

38. その他

39. なし、または未定

31. ホームレス支援機関

32. 民生委員・児童委員

33. ＮＰＯ・ボランティア団体

34. 商店街・商工会等経済団体

35. 農業者・農業団体

27. 消費生活センター

28. 警察 

29. 更生保護施設・自立準備ホーム

30. 地域生活定着支援センター

31.9%

11.6%

8.7%

11.6%

33.3%

65.2%

43.5%

13.0%

5.8%

8.7%

14.5%

11.6%

2.9%

0% 50% 100%

26. 消費生活協同組合

21. 小口貸付（社協以外）

22. 権利擁護・成年後見（社会福祉協議会）

23. 権利擁護・成年後見（社協以外）

24. 社会福祉協議会（小口、権利擁護以外）

25. 法テラス・弁護士（会）

16. 地域若者サポートステーション 

17. 地域子育て支援センター・その他子育て支援機関

18. 婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター 

19. 家計相談支援機関

20. 小口貸付（社会福祉協議会）

14. 医師会・歯科医師会・薬剤師会

15.学校・教育機関

1.4%

24.6%

63.8%

8.7%

20.3%

13.0%

79.7%

7.2%

59.4%

0.0%

68.1%

39.1%

10.1%

0% 50% 100%

12. その他障害者支援機関・施設 

13. 児童相談所・児童家庭支援センター

9. 保健所・保健センター

10. 障害者就業・生活支援センター

11. 障害者就労支援事業所

6. 医療機関

7. 地域包括支援センター

8. 居宅介護支援事業所・その他介護事業所

3. ハローワーク

4. 職業訓練機関（職業訓練校・施設を含む）

5. 就労支援をしている各種の法人・団体（中間的就労を含む）

1. 福祉事務所（生活保護担当部署）

2. 家庭児童相談室（福祉事務所）

94.2%

49.3%

88.4%

18.8%

46.4%

15.9%

53.6%

10.1%

55.1%

37.7%

24.6%

23.2%

26.1%

0% 50% 100%

３ 関係機関との連携体制３ 関係機関との連携体制

（１）庁外の関係機関・関係者との協議の場の設置状況【年度末】 （２）有識者の協議の場への参加・参加予定【開始時】

○ ６割弱の自治体で庁外の関係機関等との協議の場が設置されており、福祉事務所、ハローワークだけでなく、保健所や地域包括支援

センター、民生委員・児童委員など様々な分野との連携が進められている。

（３）地域の生活困窮者支援体制構築にあたり連携を呼びかける機関【開始時】（複数回答）

有, 58.0%
無, 40.6%

無回答, 
1.4%

参加してい

る, 34.4%
参加してい

ない, 65.6%
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４ 職員体制４ 職員体制

（１）自立相談支援機関の職員配置予定（人口規模別）【開始時】 （２）相談支援に従事する職員のうち、主に就労支援を
担当する職員の有無 【開始時】１圏域あたり平均職員数 単位：人

職員数

（計） 常勤 非常勤 常勤 非常勤

5万人未満 3.4 2.7 0.4 0.3 0.0

5万人以上10万人未満 4.6 3.2 0.8 0.5 0.2

10万人以上30万人未満 4.6 2.6 1.5 0.5 0.0

30万人以上50万人未満 9.8 3.7 4.2 1.0 1.0

50万人以上100万人未満 7.9 6.4 0.7 0.3 0.4

100万人以上 11.8 6.1 4.1 1.3 0.2

全体 6.3 3.7 1.8 0.6 0.2

相談支援に従事す
る職員

その他の事務職員

○ 相談員の配置基準については今後検討されることになっているが、本年度のモデル事業においては、概ね人口に比例して配置職員数が

増えている。

○ 約５割の自治体が相談員のうち主に就労支援を担当する職員を配置している。

○ 自立相談支援機関に従事する職員の他事業との兼務の状況について、主任相談支援員や相談支援員は兼務の割合が低い一方、就労支援

員については、６割弱が就労準備支援事業と、５割弱が家計相談支援事業と兼務している。

○ 相談員が保有する資格としては、社会福祉士や社会福祉主事が多くなっている。

上記以外の事業

該当なし

就労準備支援事業

家計相談支援事業

その他の生活困窮者自立支援制度の事業

18.9%

16.2%

10.8%

45.9%

43.2%

0% 50% 100%

17.5%

17.5%

9.5%

31.7%

49.2%

0% 50% 100%

24.8%

22.5%

8.9%

16.3%

59.3%

0% 50% 100%

57.6%

45.5%

6.1%

12.9%

34.1%

0% 50% 100%

（３）自立相談支援機関に従事する職員の他事業との兼務の状況【年度末】（複数回答）

管理者 主任相談支援員 相談支援員 就労支援員

有, 49.3%

無, 44.9%

無回答, 
5.8%
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（４）相談支援に従事する職員が保有する資格【年度末】（複数回答）

管理者 主任相談支援員 相談支援員 就労支援員

14. 特になし

11. 多重債務相談窓口担当者等スキルアップ研修修了

12. 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修修了

13. その他

1. 社会福祉士

2. 精神保健福祉士

3. 保健師

8. ファイナンシャルプランナー

9. 産業カウンセラー

10. 貸金業取扱主任

無回答

4. 社会福祉主事

5. 介護支援専門員

6. 障害者相談支援専門員

7. 消費生活専門相談員

24.3%

13.5%

2.7%

43.2%

21.6%

2.7%

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

0.0%

2.7%

18.9%

13.5%

8.1%

0% 50%

25.4%

9.5%

1.6%

31.7%

11.1%

1.6%

0.0%

6.3%

3.2%

1.6%

0.0%

1.6%

30.2%

15.9%

4.8%

0% 50%

15.1%

7.4%

1.9%

15.5%

7.0%

0.4%

0.8%

4.7%

4.3%

0.8%

0.4%

0.4%

27.9%

29.8%

5.8%

0% 50%

13.6%

4.5%

0.0%

15.9%

6.1%

0.0%

0.0%

5.3%

6.1%

0.0%

0.0%

0.8%

35.6%

28.0%

7.6%

0% 50%
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５ 把握・アウトリーチの方法５ 把握・アウトリーチの方法

支援対象者の把握・アウトリーチの方法【年度末】（複数回答）

○ 対象者の把握については、地域の関係機関から紹介・つなぎを受けることや電話による相談が多く、また、公共料金の事業者との連

携により、情報提供を受ける仕組みを構築している自治体も見受けられる。

○ また、単に窓口で相談を待つだけではなく、ホームレス支援に係る巡回活動や出張窓口の開設などにより、積極的に生活困窮者を発

見する取組を行っている自治体もある。

10.電気・水道・ガス等の公共インフラ事業者と連携し、

情報提供

6.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（その他：矯正・

更生施設、ＮＰＯ等支援団体等）
7. 地域の関係機関からの紹介・つなぎ（民生委員、自

治会等）

2.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（福祉関係機関・

窓口・関係者）

1.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（税や国保の徴

収・市民総合相談窓口など）

3.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（ＨＷ、若者サポ

ステ等の労働関係機関）

4.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（教育関係機関）

5.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（医療関係機関）

9.新聞配達所、郵便・宅配事業者等の日常生活に関わ

る民間事業者と連携し、情報提供

8.地域の居場所や当事者団体などインフォーマルな社

会資源からの情報

11.ホームレスの支援に係る巡回活動を通じたアプロー

チ

73.9%

92.8%

60.9%

43.5%

36.2%

43.5%

65.2%

21.7%

2.9%

10.1%

4.3%

0% 50% 100% 0% 50% 100%

19.ホームページ、ブログの開設、twitter、facebook等に

よる広報活動

17.ＨＰにおけるメールフォーム

18.ＴＶ・ラジオ等を利用した広報活動

チ
12.市町村役場、ＨＷ等公的機関における出張相談窓

口の設置
13.商店街の一角や商業施設等における出張相談窓口

の設置

20.行政・関係機関の窓口やネットカフェ等におけるチラ

シの配布・掲示

21.その他

14.学校における出張相談窓口の設置

15.電話での相談受付

16.メール・ＦＡＸでの相談受付

23.2%

0.0%

5.8%

76.8%

37.7%

27.5%

18.8%

47.8%

56.5%

24.6%
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一般就労

就労訓練（中間的就労）

社会参加の場・機会

その他

65.2%

49.3%

55.1%

17.4%

0% 50% 100%

4. その他

1. 定例的に開催

2. 対象者に合わせて随時開催

3. 実施していない

42.0%

47.8%

26.1%

2.9%

0% 20% 40% 60%

６ 支援調整会議の実施６ 支援調整会議の実施

（１）開催時期【年度末】（複数回答）

○ 支援調整会議は、日程を決めて定期的に開催する場合と対象者に合わせて随時開催する場合があるが、ともに４割を超えており、ま

た、定期的に開催されている会議の方が１回あたりの取扱ケース件数が多くなっている。

（２）1回あたり取扱いケース件数【年度末】

開始時に想定している「出口」【開始時】（複数回答）

７ 出口へのつなぎ７ 出口へのつなぎ

○ 対象者に応じて、就労による自立だけでなく、社会参加の場も「出口」として想定されている。

定期的に開催 平均 6.0件

随時開催 平均 2.7件
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7. 地域のキーパーソン

8. ピアサポート

9. NPO等の支援団体

10. 医療機関

11. 障害者関係施設

12. 高齢者関係施設

13. その他

12.5%

15.0%

45.0%

7.5%

2.5%

5.0%

12.5%

0% 50% 100%

1.地域包括支援センター運営協議会

2.障害者地域自立支援協議会

3.要保護児童対策地域協議会

4.民生・児童委員協議会

5.その他

6.特になし

17.4%

13.0%

4.3%

26.1%

17.4%

52.2%

0% 20% 40% 60%

８ 地域づくり８ 地域づくり

（１）他の協議会等との連絡調整・報告の予定【開始時】（複数回答）

（３）不足している社会資源 【開始時】（複数回答）
（社会資源の状況が「どちらかといえば不足」「不足」を選択のみ）

（２）地域における生活困窮者支援を行うための社会資源の状況【開始時】

○ 他の協議会等との関わりについて、高齢者や障害者、民生・児童といった既存の協議会等との連携が予定されている。

○ 社会資源について、「どちらかといえば不足」「不足」としている自治体が約６割となっており、その中でも特に就労先（一般就労、

中間的就労）が不足していると捉えている地域が多く、また、ＮＰＯ等の支援団体が不足している地域もあり、公的な資源だけでな

く、インフォーマルな資源も含めた資源の開発が必要である。

○ 生活困窮者支援を通じた地域づくりについて、就労先や就労訓練の場の開拓に向けての取組を行っている割合が約６割となっている。

回答なし

3. 地域の産業振興との連携での取組み

4. 教育機関との連携の取組み

5. 地域福祉関係者との取組み

1. 就労先や就労訓練の場の開拓に向けての取組み

2. 社会参加の場の創出に向けての取組み

59.4%

30.4%

10.1%

14.5%

29.0%

27.5%

0% 50% 100%

1. 一般就労先

2. 就労訓練（中間的就労）の場

3. 居場所・サロン

4. 貸付期間

5. 金銭管理を支援する機関

6. 生活スキルの獲得の場

7. 地域のキーパーソン

77.5%

80.0%

50.0%

32.5%

32.5%

65.0%

12.5%

0% 50% 100%

（４）生活困窮者支援事業を通じた「地域づくり」
について現在行っていること【年度末】（複数回答）

どちらかといえ

ば充足, 4.3%

どちらともいえ

ない, 31.9%

どちらかといえ

ば不足, 31.9%

不足, 26.1%

無回答, 5.8%
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モデル事業実施自治体における
支援実績
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（自立相談支援機関設置使用標準様式研究事業）において、自立相談支援機関にお

いて使用する標準様式を作成するため、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施する自治体（６８箇所）を対象に

支援状況の調査を実施。

【実施機関】 みずほ情報総研株式会社

【調査期間・対象】平成２５年８月～平成２６年１月新規受付ケース

【回収状況】 ４７自治体から新規相談受付２９５０ケース、支援決定６７７ケース

モデル事業実施自治体における支援実績（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 新規相談受付状況１ 新規相談受付状況

（１）新規相談受付状況（自治体別月間平均件数）

自治体 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 合計 月間平均

北海道 - 0 0 0 1 0 1 0.2
北海道札幌市 - - - - - 20 20 20.0
北海道釧路市 11 5 5 10 3 13 47 7.8
北海道岩見沢市 - - 2 8 5 7 22 5.5
岩手県 16 8 14 17 14 19 88 14.7
岩手県花巻市 0 0 5 6 6 5 22 3.7
秋田県湯沢市 - - 3 8 6 4 21 5.3
山形県山形市 - - - 21 31 24 76 25.3
千葉県千葉市 - - - - 43 32 75 37.5
千葉県船橋市 2 5 3 2 1 5 18 3.0
千葉県柏市 8 8 4 1 7 6 34 5.7
千葉県野田市 1 2 26 19 12 12 72 12.0
千葉県香取市 1 0 0 2 1 3 7 1.2
神奈川県横浜市 3 4 17 15 12 19 70 11.7
神奈川県川崎市 - - - - 43 87 130 65.0

神奈川県川崎市 - - - - 43 87 130 65.0
神奈川県相模原市 - - 4 14 12 12 42 10.5
新潟県 23 27 39 25 33 21 168 28.0
長野県 39 42 35 31 29 44 220 36.7
石川県小松市 3 2 8 2 3 4 22 3.7
岐阜県 35 37 43 34 33 18 200 33.3
愛知県 - - - 1 2 1 4 1.3
愛知県長久手市 - - - - - 4 4 4.0
福井県 - - - 10 32 28 70 23.3
滋賀県野洲市 18 17 28 19 18 10 110 18.3
滋賀県東近江市 - - 15 4 3 3 25 6.3
京都府 19 16 9 17 6 12 79 13.2
京都府京丹後市 6 11 12 10 3 11 53 8.8
京都府長岡京市 - - - 1 2 2 5 1.7
大阪府大阪市 - - - - - 66 66 66.0
大阪府箕面市 7 8 4 11 16 10 56 9.3
兵庫県神戸市 - - 2 0 1 1 4 1.0

自治体 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 合計 月間平均

○ 自治体によって、モデル事業の開始時期や自立相談支援機関の設置状況などが異なるため、一概に人口規模で比較はできないが、月間

平均で0.2～60件強の新規相談受付があり、相談者は男性が多く、相談者は30～50歳代が多くなっている。

○ 相談経路については、本人自ら連絡が５割弱となっており、次いで関係機関・関係者による紹介が約３割と多くなっている。
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大阪府箕面市 7 8 4 11 16 10 56 9.3
兵庫県神戸市 - - 2 0 1 1 4 1.0
奈良県奈良市 - 16 53 35 23 14 141 28.2
鳥取県 - - - 2 2 3 7 2.3
島根県 1 2 1 0 0 2 6 1.0
岡山県岡山市 - - - - 46 41 87 43.5
山口県 8 17 19 14 13 12 83 13.8
徳島県 5 21 25 16 9 9 85 14.2
香川県丸亀市 - - - 37 13 19 69 23.0
高知県 - - - 9 6 11 26 8.7

自治体 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 合計 月間平均

高知県高知市 - - - 72 56 57 185 61.7
福岡県 - - - - 14 18 32 16.0
福岡県福岡市 - - - - 62 30 92 46.0
佐賀県佐賀市 - - 3 12 11 42 68 17.0
熊本県 - - 14 16 5 13 48 12.0
熊本県熊本市 - - - 1 0 0 1 0.3
熊本県菊池市 - - 10 14 18 16 58 14.5
沖縄県 31 31 19 19 16 15 131 21.8

合計 237 279 422 535 672 805 2950 -

自治体 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 合計 月間平均

（２）新規相談受付状況

①性別 ②年齢 ③相談経路（複数回答）

n=2950

男性
59.5%

女性
39.5%

不明
1.0%

n=2950

50代
18.1%

40代
21.7%

30代
16.2%

20代
10.4%

～10代
3.8%

60～64歳
7.5%

不明
10.2%

65歳～
12.0%

n=2950

本人自ら連絡

関係機関・関係者からの紹介

家族・知人から連絡

センターが把握して勧めた

その他

不明

(%)

45.9

32.1

8.9

0.9

8.1

8.8

0 10 20 30 40 50 60

２ スクリーニング実施状況２ スクリーニング実施状況

n=2422

情報提供や相談
対応のみで終了

17.2%

他の制度や専門
機関につなぐ

35.4%

相談支援セン
ターが継続支援

する
46.6%

不明
0.8%

※新規相談受付の2,950件のうち、スクリーニングに至らなかった
ケース等を除いた、スクリーニング実施2,422件についての内訳。

○ スクリーニング結果については、「相談支援センターが継続支援する」が46.6％、「他の制度や専門機関につなぐ」が35.4％、「情

報提供や相談対応のみで終了」が17.2％となっている。
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３ 支援決定の状況３ 支援決定の状況

（１）支援決定ケースの状況

者、２年以上の者がともに３割程度いる。

○ スクリーニング後支援継続者に占める支援決定ケースの割合は、決定が60.0％となっており、本人の状況としては、30～50代が多

く、同居者がいない者、未婚者がともに半数近くとなっており、経済的困窮だけではなく、就職活動難、病気の割合が高くなってい

る。

○ 本人収入がある者が６割を超えているが、そのうち約25％が生活保護による収入となっており、モデル事業において生活保護受給者

が一定程度支援を受けていることがうかがえる。

○ 就労状況については、求職中のケースが約５割である一方、無職（仕事は探していない）の層も４分の１程度おり、離職後２年未満の

者、２年以上の者がともに３割程度いる。

（２）支援決定（初回プラン）ケースの状態像

①年齢 ②同居者 ③婚姻

n=677

65歳～
6.1%

不明
0.9%

60～64歳
8.6%

～10代
5.8%

20代
14.0%

30代
18.9%

40代
25.8%

50代
19.9%

n=677

その他
10.8%

死別
3.0%

離別
18.2%

既婚
16.5%

未婚
47.6%

不明
4.0%

n=677

有
60.0%

無
39.4%

不明
0.6%

決定

60.0%

変更の必要あ

り

0.8%

不明（スクリー

ニング後プラン

策定までまだ

至っていない

等）

39.2%

n=1129
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n=677

不明
53.2%

その他
2.4%

中学（高校未入学）
6.9%

中学（高校中退）
5.2%

高校
21.3%

専門学校
5.6%

大学・大学院
5.5%

④生計の状況

⑥直近の離職後の期間（就労中除く） ⑦最終学歴

：収入の内分け

n=677

本人の収入あり

      就労収入

      家賃・地代・利子

      年金

      生活保護

      手当

      家族等による援助

      その他

収入なし

不明

(%)

63.8

14.3

0.3

10.0

24.7

5.8

5.9

10.5

30.9

5.3

0 20 40 60 80

n=574

不明
32.4%

６ヵ月未満
19.7%

６ヵ月～１年未
満

7.3%

１年以上～２
年未満

8.5%
２年以上

29.6%わからない
2.4%

n=677

就職活動難

経済的困窮

病気

その他メンタルヘルスの課題（不眠・不
安・適応障害など）

（多重）債務

障害（疑い）

ひとり親

障害（手帳有）

うつ・自死企図

ニート・ひきこもり

中卒・高校中退

DV・虐待

刑余者

ホームレス

依存症

不登校

けが

非行

外国籍

その他

不明

(%)

49.5

47.9

28.5

16.5

14.3

10.9

10.2

9.7

8.4

7.7

6.4

5.6

3.8

3.4

3.1

2.1

1.9

1.3

1.0

10.6

6.1

0 20 40 60

⑤就労状況

n=677

就労している
15.2%

就労予定
1.0%

求職中
50.5%

無職（仕事は
探していない）

26.6%

不明
6.6%

N=677
⑧本人の状況（複数回答）
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４ プランの内容４ プランの内容

○ プラン（支援計画）には福祉事務所やハローワークだけではなく、就労支援をしている各種の法人・団体や医療機関や等の既存の関係
機関との連携が見られ、また、ＮＰＯ・ボランティア等のインフォーマルな関係者とも協働し、支援が提供されている。

○ プランにおいて、一般就労を目標に掲げている割合は６割を超えており、一般就労の目標有無別に変化の内容をみると、就労開始（一
般就労）は「目標にしている」で40.0％、「目標にしていない」で2.1％となっている。また、プランにおける生活支援サービス等の利
用状況は、就労準備支援事業が28.8％、次いでハローワークへのつなぎが21.6％となっている。

（１）プランに関わる関係機関・関係者（初回プラン）（複数回答）

n=677

福
祉
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（４）プランにおける生活支援サービス等利用の状況
n=677

一時的な居住等の支援

居住の確保を支援する給付金

家計相談支援事業

就労準備支援事業

中間的就労

就労支援員による相談

貸付のあっせん

ハローワークへのつなぎ
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５ 支援により見られた変化５ 支援により見られた変化

○ 調査期間中に評価を実施した154件のうち、変化が見られたケースについては、変化ありが94.8％となっており、自立意欲の向上・改

善が29.2％、就労開始（一般就労）が26.6％、社会参加機会の増加が21.4％、就職活動開始が16.9％などとなっている。（「その他」

の内容は、「転居、住宅確保」が８件、「精神安定、意欲向上、前向きな行動変容」が６件など）

（１）変化が見られたケース数 （２）変化の内容（経済的変化／それ以外）

n=154
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（３）プラン期間内での一般就労の目標と変化の内容
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（就労支援に関する研究事業）において、就労準備支援事業及び就労訓練事業（中

間的就労）の推進に関するモデル事業の実施状況を把握するため、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施する自

治体（６８箇所）を対象に実施状況調査を実施。

【実施機関】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

【調査期間】平成２５年１０月２１日～１１月１日

【回収状況】５４箇所／６８箇所（回収率７９．５％）

「就労準備支援事業」及び「就労訓練事業(中間的就労)の推進」の実施状況に関する
アンケート集計結果（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 実施方法（就労準備支援事業）１ 実施方法（就労準備支援事業）

○ 就労準備支援事業は任意事業ではあるが、６８のモデル事業実施自治体の半数以上（３８（５６％））が実施。なお、その実施方法

は、社会福祉協議会や社会福祉法人などに対する委託する割合が非常に高くなっている（９２.５％）。

○ 生活困窮者支援においては可能な限り就労による自立を目指すべきであり、モデル事業実施自治体においても同じ認識の下、熱心に

就労支援に取り組んでいただいており、引き続き積極的な取組が期待される。

（２）委託先（１）就労準備支援事業の実施方法

3件（7.5%）

37件（92.5%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=40）

直営 委託

回答数 割合

社会福祉協議会 9 24.30%

社会福祉法人 4 10.80%

NPO 8 21.60%

民間法人 3 8.10%

未定 8 21.60%

その他 5 13.50%

合計 37 100.00%
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２ 委託先以外の協力先（就労準備支援事業）２ 委託先以外の協力先（就労準備支援事業）

○ 就労準備支援事業を含め、就労支援を実施する上でのポイントは、関係機関や民間の一般事業所の協力を得ることである。モデル事

業実施自治体では、ハローワークをはじめ地域若者サポートステーションなどの関係機関と連携するほか、高齢者福祉施設や農園、パ

ン屋、カフェなどの事業所に就労体験の受け入れ先として協力をいただいているケースが多い。

都道府県 実施主体 圏域名 団体・組織の名称 協力の具体的内容

千葉県 柏市 柏市全域 NPO法人ワーカーズコープ 福祉施設への就労体験の受入れ

神奈川県 相模原市 相模原市南区 各地域資源 個別に開拓

新潟県 新潟県 長岡 NPO法人地域循環ネットワーク
就労体験の受け入れ（学校給食残渣の回収→家畜飼料
に再利用）

岐阜県パーソナル・サポート・センター

・履歴書、職務経歴書の記入指導
・模擬面接
・コミュニケーション練習、ソーシャルスキルや就労意欲
の向上を目的としたグループワーク　等

岐阜県総合人材チャレンジセンター

・履歴書、職務経歴書の記入指導
・模擬面接
・コミュニケーション練習、ソーシャルスキルや就労意欲
の向上を目的としたグループワーク　等

三重県 名張市 名張市 サンド 挨拶や履歴書の書き方等の指導

京都ジョブパーク セミナー参加者の募集

福祉事務所、保健所 セミナー参加者の募集

京都ジョブパーク セミナー参加者の募集

福祉事務所、保健所 セミナー参加者の募集

NPO法人ワーカーズコープ 就労に関するセミナーのみの委託

社会福祉協議会 デイサービスの就労体験受け入れ

社会福祉法人よさのうみ福祉会 就労に関するセミナーのみの委託

農園 農業の就労体験の受け入れ

手作りパンの店ピノキオ 就労体験の受け入れ

須磨浦ゴーゴーズカフェ 就労体験の受け入れ

須磨荘シ―パル須磨 就労体験の受け入れ

福原製麺所 就労体験の受け入れ

有限会社富士商会 就労体験の受け入れ

島根県 島根県 松江市 ＮＰＯ法人ユースネットしまね 居場所づくり。

フードバンクとくしま 就労体験・訓練、ボランティア活動

リサイクルショップａｙａ 就労訓練の受け入れ

社会福祉法人菊愛会 高齢者福祉施設への就労体験の受入れ

社会福祉法人 障がい者福祉施設への就労体験の受入れ

岐阜県全域

兵庫県 神戸市

南部

北部

京都府

岐阜県

京都府

京丹後市

神戸市

徳島県

岐阜県

熊本県

徳島県 県内全市町村

京丹後市全域

菊池市 菊池圏域

都道府県 実施主体 圏域名 団体・組織の名称 協力の具体的内容

千葉県 柏市 柏市全域 NPO法人ワーカーズコープ 福祉施設への就労体験の受入れ(社福)大分県社会福祉事業団 障がい者への就労訓練への協力

(社福)暘谷福祉会 高齢者施設での就労体験

地域若者サポートステーション 就労に向けた訓練プログラムの検討

臼杵市 臼杵市 NPO法人ワーカーズコープ サポステを活用した若者の自立・就労支援

沖縄労働局、ハローワーク（グッジョブセンター
おきなわ内・外）

職業紹介、訓練、個別支援（履歴書添削、自己分析
等）、支援調整会議等

就職・生活支援パーソナル・サポート・センター
南部事務所（沖縄振興特別推進交付金による

公的機関が行っていない訓練・セミナー、個別支援（履
歴書添削、自己分析等）、企業実習、支援調整会議等

就労サポートセンター（労福協自主事業）
公的機関が行っていないセミナー・訓練、支援調整会議
等

那覇市就職・生活支援バックアップセンター
【住宅支援給付事業】（主管課：那覇市保護管

セミナーと個別支援（履歴書添削、自己分析等）

那覇市保護管理課自立支援班 個別支援（履歴書添削、自己分析等）

なはし就職なんでも相談センター（主管課：那
覇市商工農水課）

セミナー、個別支援（履歴書添削、自己分析等）

若者サポートステーションなは（主管課：沖縄
県商工労働部労政能力開発課）

若年者ジョブトレ、個別支援（履歴書添削、自己分析等）

沖縄県キャリアセンター（主管課：沖縄県商工
労働部雇用政策課）

セミナー、個別支援（履歴書添削、自己分析等）

ハローワーク
職業紹介、訓練、個別支援（履歴書添削、自己分析
等）、支援調整会議等

就職・生活支援パーソナル・サポート・センター
中部事務所（沖縄振興特別推進交付金による
パーソナル・サポート事業［主管課：沖縄県商
工労働部雇用政策課、委託先：（公財）沖縄県
労福協］）

公的機関が行っていない訓練・セミナー、個別支援（履
歴書添削、自己分析等）、企業実習、支援調整会議等

東部圏域大分県

大分県

南部・宮古・八
重山圏域

北部・中部圏域

沖縄県沖縄県
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３ 実施方法（就労訓練事業（中間的就労）の推進）３ 実施方法（就労訓練事業（中間的就労）の推進）

○ 就労訓練事業（中間的就労）の推進については、６８のモデル事業実施自治体のうち２３（３４％）が実施。その実施方法について

は、社会福祉協議会やNPO法人などに対して委託しているケースが多い（７８.３％）。

（１）就労訓練事業（中間的就労）の推進の実施方法

5件（21.7%） 18件（78.3%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=23）

直営 委託

（２）委託先

回答数 割合

社会福祉協議会 6 33.30%

NPO 4 22.20%

民間法人 2 11.10%

未定 4 22.20%

その他 2 11.10%

合計 18 100.00%

４ 取り組んでいる団体・組織・内容（就労訓練事業（中間的就労）の推進）４ 取り組んでいる団体・組織・内容（就労訓練事業（中間的就労）の推進）

○ リサイクルショップ、食堂、農業、高齢者施設など、中間的就労を受け入れている事業所は様々であるが、法人格をみると社会福祉

法人やNPO法人が多い。生活困窮者に対する就労支援の一環として、中間的就労の利用の場を提供することは重要であり、法の施行に

向け、地域において受け皿の確保が必要。

都道府県 実施主体 圏域名 団体・組織の名称 就労訓練事業（中間的就労）の具体的内容

なんもさミディアム リサイクルショップ、食堂、清掃

札幌市福祉生活支援センター
協力企業への受入打診（ハウスクリーニング、データ入
力など）

なんもさミディアム リサイクルショップ、食堂、清掃

札幌市福祉生活支援センター
協力企業への受入打診（ハウスクリーニング、データ入
力など）

千葉市 中央区 社会福祉法人生活クラブ 施設内の環境整備、福祉用具管理等

佐倉市 佐倉市 社会福祉法人生活クラブ 就労訓練事業、支援員養成講座

NPO法人  チュラサンガ ・就農（仲間で農作し収穫し、仲間で収益を分け合う）

NPO法人  仕事工房ポポロ ・古紙回収　等 ・販促品の包装作業等 ・農業体験

NPO法人　コミュニティサポートスクエア ・法人経営喫茶へのインターン就労

りあらいず和 ・Ａ型就労作業所での就労（サービス外）

上石津木の駅プロジェクト ・間伐材の薪割作業

北海道

岐阜県 岐阜県全域

豊平区

厚別区

札幌市

岐阜県

千葉県

都道府県 実施主体 圏域名 団体・組織の名称 就労訓練事業（中間的就労）の具体的内容

NPO法人アガペの家 農業

 名張市立病院　保育所運営協議会 環境整備

京都府 京丹後市 京丹後市全域 未定
京丹後市において、どのような中間的就労ができるかの
調査研究及び啓発事業を委託

島根県 島根県 松江市 社会福祉法人しらゆり会 施設への就労体験の受け入れ（検討中）

徳島県 徳島県 徳島県 徳島県労働者福祉協議会 のんびり茶屋、フードバンクとくしま

大分県 臼杵市 臼杵市 ワーカーズコープ サポステを活用した若者の自立・就労支援

三重県 名張市名張市
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（子ども・若者の生活困窮者支援に関する研究事業）において、子どもの貧困の連

鎖を防止するための施策のあり方を研究するため、全国１７４２市区町村を対象に実態調査を実施。

【実施機関】国立大学法人東京学芸大学

【調査期間】平成２５年１０月～１１月

【回収状況】１０１６箇所／１７４２箇所（回収率５８．３％）

※ 本調査は全国の自治体における悉皆調査であり、平成２５年度生活困窮者自立促進支援モデル事業（学習支援事

業実施の１７自治体）及び生活保護世帯の子ども等の健全育成支援事業（９４自治体、中学１～３年生を対象に実

施）も内数に含まれる。

子ども・若者の生活困窮支援に関する取組実態調査（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 実施形態１ 実施形態

○ 事業の所管部署については、生活保護担当部署が最も多く７５．６％、次いで教育委員会が１１．５％、児童福祉部署が９％となっ

ている。

○ 事業の実施主体は、市区町村がもっとも多く85.9％、次いで都道府県が14.1％である。

○ 事業の委託先は、NPO法人への委託が34％で最も多く、その他（社団法人、財団法人、学校法人等）が約18％となっており、委託事

業でない割合が約28％である。

○ 学習支援を行うスタッフは、有資格者は少なく、雇用関係がなく交通費等のみ支弁している場合が多い。

○ スタッフに対する研修については、特に実施していない割合が最も多いが、研修を実施している場合には、実際の学習支援に携わる

中でＯＪＴで知識・スキルを習得させている割合、ＯＪＴ以外に研修を実施している割合が一定程度ある。

○ 事業の実施場所は、一時開設する場所として公民館、生涯学習センター等が多く、次いで児童養護施設、特別養護老人ホーム等が多

い。常時開設する場所としては、NPOや企業等の施設が多い。
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（１）所管部署 （２）実施主体

（３）委託先 （４）学習支援スタッフ（１事業当たり平均人数）

雇用関係 

教諭（養護 

教諭含む）、 

保育士 

医師、保健

師、看護師 

臨床心理士、 

児童心理司 

（類似資格

含む） 

社会福祉士、 

精神保健福

祉士、児童福

祉司 

その他 資格なし 

雇用関係あり 
(給与あり) 

3 人 0 人 0 人 0 人 4 人 3 人 

雇用関
係なし 

交通費等実

費のみ支弁 
1 人 0 人 0 人 0 人 8 人 19 人 

無償のボラ

ンティア 
0 人 0 人 0 人 0 人 2 人 4 人 

 

（５）スタッフに対する研修 （６）実施場所

2.4

11.1

10.0

13.3

26.8

30.3

7.3

12.2

54.2

26.0

6.7

21.4

42.1

90.2

87.8

34.7

64.0

80.0

51.8

27.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校[N=41]

大学等の教育・研究機関[N=41]

社会教育施設（公民館、生涯学習センター等）

[N=72]

社会福祉施設（児童養護施設、特別養護老人

ホーム等）[N=50]

民間の学習塾[N=45]

ＮＰＯ、企業等の施設（学習塾を除く）[N=56]

その他[N=76]

実施あり（常時開設） 実施あり（一時開設） 実施なし
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２ 支援対象者２ 支援対象者

○ 事業の対象となる子どもの学年は、中学3年生が約95％で最も多いが、中学1年生、中学2年生が8割弱で、主に中学生が対象となって

いる。

○ 世帯要件は、生活保護受給世帯であることがもっとも多く85.3％、次いでひとり親世帯であることが12.2％、市町村民税非課税世帯

であることが6.4％である。なお、その他としては、生活保護受給世帯に準ずること、定性的に生活困窮が認められる世帯であること等

が挙げられている。

○ 居住地域要件は、事業実施拠点が所在する市区町村内とする自治体が多く、小学校、中学校区内としているところもみられる。

○ 対象者数は、21～50人がもっとも多く30.5％、次いで1～20人が28.4％であり、うち生活保護受給世帯の子どもの人数については、

1～20人がもっとも多く38.336.7％、次いで21～50人が32.0％となっている。

（１）対象となる子どもの学年 （２）世帯要件

（３）居住地域要件 （４）対象者数
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３ 事業内容３ 事業内容

○ 事業の内容としては、学校での学習事項の補習、復習が8割以上、次いで進学の受験指導や進路相談が多くなっている。
○ 事業実施に当たり、８割以上の自治体で利用料は徴収していないが、おやつ代や行事・イベント等の参加費などの実費については徴収して
いる例がある。

○ 事業への参画を促す方法については、生活保護のケースワーカーが声をかけている例が約8割を占めている。次いで、案内のハガキ等を個別
送付している（25.6％）、学校の教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が声をかけている（18.6％）となっている。
なお、その他としては、相談員・支援員による声かけ、学校での案内状配布、メールマガジンによる周知等がある。

○ 一年間の事業費については、500～1000万円未満が23.9％ともっとも多く、次いで1～100万円未満及び1000万円以上が17.7％である。そ
のうち自治体負担額は、0円が68.3％ともっとも多く、次いで1～100万円が13.5％である。活用している国の事業としては、セーフティ
ネット補助金、要保護児童生徒援助費補助金、ひとり親家庭生活支援事業等が挙げられ、国負担額は500～1000万円未満が21.5％ともっと
も多く、次いで1～100万円が20.4％である。

（１）事業内容 （２）利用料の徴収

（３）参画促進の方法
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（４）１年間の事業費 （５）国庫負担額

４ その他４ その他

○ 関係者との連携状況については、行政関係者（自治体職員、家庭相談員、母子相談員等）とは、メールや電話等で適宜情報共有している割
合がもっとも多く37.2％、次いで定期的に集まり対面（ケース会議等）で情報共有されている割合が多い。

○ 事業実施体制について工夫していることについては、教員や社会福祉士等を目指す学生ボランティアを活用している割合が44.9％でもっと
も多く、次いで子どもが物理的にアクセスしやすい拠点・施設で活動している割合が42.3％、支援に携わる関係機関・関係者同士で連携して
いるが38.5％である。

（２）事業実施体制について工夫していること（１）関係者との連携状況
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【資料配布のみ】 

 

 

児童虐待防止対策における 

福祉事務所の役割について 

 

 

 

 

 

 

雇用均等・児童家庭局総務課 

虐待防止対策室 
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児童養護施設
里親委託 等

家庭裁判所

相談・通告

相談・通告

通告等

送致等

支援等

相談・通告
送致等

送致・通告等

保育所・幼稚園

申立て・送致等

○ 都道府県の設置する福祉事務所は要保護児童を発見した場合の通告先の一つとされている（児童福祉法第２５条）。

○ 児童虐待防止対策は、平成１６年の児童虐待防止法等の改正により、「市町村」も虐待の通告先となったところであり、市町村福祉事務所に

設置されている家庭児童相談室が、児童虐待相談の対応を行っている市町村もある。

市町村虐待相談対応件数 平成17年度 40,222件 → 平成24年度 73,200件

○ 各市町村単位で、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の設置が進んでおり（平成２４年４月１日現在、９８．４％の

市町村で設置（任意設置の虐待防止ネットワークを含むと９９．７％））、関係機関として福祉事務所が参加している市町村もある。

（平成２０年の児童福祉法改正法により、２１年４月より、協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加え、乳児家庭全戸訪問事業等

で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。）

⇒引き続き、要保護児童対策地域協議会への積極的な参加等、児童虐待防止対策の取組をお願いしたい。

都道府県福祉事務所
児
童
相
談
所市町村※

（要保護児童
対策調整機関）

２０７か所
（平成25年4
月30日現在）

※福祉事務所に設置される家庭児童相談室が、児童虐待相談対応や要保護児童対策地域協議会調整機関の役割等を担っている自治体もある。

医療機関

措置等

報告等

要保護児童対策地域協議会
（子どもを守る地域ネットワーク）

関
係
機
関

警 察

子ども
・

家庭

児童虐待防止対策における福祉事務所の役割について

学校・教育委員会

市町村福祉事務所※

保健所
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市町村
学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所

警 察

医療機関

弁護士会

児童相談所

・ 協議会参加者の守秘義務（児童福祉法第２５条の５）

・ 支援内容を一元的に把握する機関の選定

民間団体

要保護児童等（要支援児童や妊婦を含む。）の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、
・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、
・ 適切な連携の下で対応していくことが重要

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）
を設置し、
① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると
ともに、
② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要

保健機関

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）について

福祉事務所

果たすべき機能
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子どもを守る地域ネットワーク（要保護
児童対策地域協議会）への参加割合をみ
ると、

・ 行政機関では、教育委員会、児童
相談所、警察署、保健所の参加率が
高い

・ 関係機関では、保育所、幼稚園、
小中学校の参加率が高い

・ 関係団体では民生児童委員協議会、
医師会の参加率が高い

結果となっている。

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の構成機関

町 村

数 ％ 数 ％

63        205      519      726      179      22        1 ,714   100.0%  1,587   100.0%  

56        194      435      416      61        18        1 ,180   68 .8%   1,122   70.7%   

52        176      418      354      56        17        1 ,073   62 .6%   1,010   63.6%   

13        19        72        354      138      7         603     35 .2%   523      33.0%   

31        126      363      237      63        19        839     48 .9%   621      39.1%   

53        133      215      198      48        17        664     38 .7%   472      29.7%   

40        128      256      294      45        16        779     45 .4%   757      47.7%   

63        203      513      702      173      22        1 ,676   97 .8%   1,550   97.7%   

54        186      439      457      98        13        1 ,247   72 .8%   - -

62        204      508      655      158      22        1 ,609   93 .9%   - -

40        149      268      387      97        11        952     55 .5%   805      50.7%   

62        200      509      681      150      21        1 ,623   94 .7%   1,528   96.3%   

48        133      291      215      27        19        733     42 .8%   720      45.4%   

6         22        19        10        1         11        69       4 .0%     51       3.2%     

47        119      241      249      51        19        726     42 .4%   - -

29        100      227      350      110      15        831     48 .5%   757      47.7%   

28        80        175      169      25        15        492     28 .7%   - -

18        48        66        32        2         8         174     10 .2%   - -

17        46        68        35        5         7         178     10 .4%   - -

17        56        69        91        24        5         262     15 .3%   - -

17        45        107      248      102      4         523     30 .5%   - -

55        187      476      665      153      21        1 ,557   90 .8%   1,430   90.1%   

57        186      434      439      53        21        1 ,190   69 .4%   1,104   69.6%   

54        182      460      662      166      21        1 ,545   90 .1%   1,424   89.7%   

54        178      449      646      163      18        1 ,508   88 .0%   1,413   89.0%   

19        60        129      92        12        8         320     18 .7%   266      16.8%   

24        58        113      126      22        12        355     20 .7%   279      17.6%   

14        20        27        12        2         14        89       5 .2%     75       4.7%     

36        80        113      62        3         19        313     18 .3%   296      18.7%   

3         2         12        6         1         2         26       1 .5%     24       1.5%     

1         7         8         8         3         2         29       1 .7%     27       1.7%     

11        35        65        46        9         7         173     10 .1%   149      9.4%     

7         20        41        34        3         6         111     6 .5%     123      7.8%     

18        31        59        17        3         6         134     7 .8%     111      7.0%     

19        37        88        102      16        13        275     16 .0%   241      15.2%   
61        192      439      301      27        21        1 ,041   60 .7%   998      62.9%   
12        16        17        4         -         1         50       2 .9%     - -
8         18        25        14        1         5         71       4 .1%     - -

38        113      150      75        4         17        397     23 .2%   379      23.9%   
4         3         6         -         1         2         16       0 .9%     18       1.1%     

22        35        30        7         2         18        114     6 .7%     130      8.2%     
38        127      281      399      93        10        948     55 .3%   897      56.5%   
62        200      500      649      154      22        1 ,587   92 .6%   1,412   89.0%   
20        41        68        48        9         15        201     11 .7%   181      11.4%   
6         8         18        12        -         8         52       3 .0%     41       2.6%     

40        111      235      229      34        17        666     38 .9%   541      34.1%   

都道府県

地域協議会設置数(平成24年4月1日)

産科医会

医
療
機
関
・
教
育
機
関
・
福
祉
施
設
等

児童養護施設

情緒障害児短期治療施設

児童家庭支援センター

参考
（平成23年4月）
※被災3県除く

行
政
機
関

福祉事務所（家庭児童相談室）※都道府県設置も含む

福祉事務所（家庭児童相談室を除く）※都道府県設置も含む

合計市・区
（30万以

上）

市・区
（10万～
30万未

満）

その他

指定都
市・児
童相談
所設置
市

その他診療科

市・区
（10万未

満）

市区町村の児童福祉主管課

市区町村の母子保健主管課

市区町村の児童福祉・母子保健統合主管課

児童自立支援施設

児童館

幼稚園

特別支援学校

小学校

小児科

産科

精神科

歯科

中学校

関
係
団
体
等

医師会（産科医会・小児科医会以外）

歯科医師会
看護協会
弁護士会
社会福祉協議会
民生児童委員協議会

小児科医会

NPO団体
里親会

その他

障害児施設

配偶者暴力相談支援センター

その他

病院・診療所

診療科

（内数）

乳児院

保健センター

保育所（地域子育て支援センターを含む）

市区町村の教育委員会

保健所※都道府県設置も含む

児童相談所※都道府県設置も含む

市区町村の障害福祉主管課

警察署

法務局

家庭裁判所

※雇用均等・児童家庭局総務課調べ
(平成24年4月1日現在）
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21.7%
30.1%

39.8%

51.0%

69.0%

84.1%

94.1% 97.6% 98.7% 99.5% 99.7%

10.9% 12.3% 14.2% 15.4%
20.3% 19.0%

50.0% 51.0% 52.4% 53.8% 55.9%
56.9%

40,222

48,457

49,895
52,282 56,606 67,232 70,102

73,200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

子どもを守る地域ネットワーク設置率・調整機関担当職員の資格保有率と市町村虐待相談対応件数

ネットワーク設置率

職員の児童福祉司資格等保有者率

職員の保健師等を含む一定の資格保有者率

市町村虐待相談対応件数

○ 平成１６年の児童虐待防止法等の改正により、市町村も児童虐待の通告先となった。

○ 子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）は、平成１６年の児童福祉法改正により法定化、平成１９年
の児童福祉法改正により設置の努力義務化。平成２４年４月１日現在、全市町村の９８．４％が設置（任意設置の虐待防止
ネットワークを含むと９９．７％） 。

○ 全国の調整機関の職員６，０７７人のうち、
児童福祉司と同様の専門職の割合は、平成２４年４月１日現在１，１５６人（１９．０％）であり、配置の促進が課題
（これに、保健師・助産師・看護師等の一定の専門資格を有する者を含めると３，４６０人（５６．９％））。

※１ ネットワーク設置率・資格保有者率は年度当初、虐待相談対応件数は年度計
※２ 平成２２年度の虐待相談対応件数は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県（仙台市を除く）の一部及び福島県を除いて集計した数値

（参考）市町村相談体制の現状
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【事例発表】 

 

生活困窮者自立促進支援モデル事業 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市中区福祉保健センター担当部長 

巻口 徹 
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横浜市における生活困窮者自立促進
支援モデル事業の取組

横浜市中区福祉保健センター

担当部長 巻口 徹

1

平成２６年５月２０日

-
 2

5
9
 -



2

１ はじめに（横浜市及び中区について）

２ モデル事業の概要

３ 相談支援事業の実際

４ 支援メニュー

５ モデル事業の実績

６ 27年度の本格施行にむけて

本日のお話の構成
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１ はじめに
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中区 横浜市

面積 20.85㎢ 435.21㎢

常住人口 76,996世帯 146,902人 1,623,606世帯 3,702,093人

被保護世
帯・人員

8,483世帯 9,270人 51,979世帯 70,583人

寿地区 5,788世帯 5,819人

その他 2,695世帯 3,451人

保護率 11.0％ 6.3％ 3.2％ 1.9％

□ 横浜市及び中区の概況（26年3月現在）
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□ 中区の特徴

○繁華街が多い

○簡易宿泊所密集地
域を抱えている

○外国籍の方が多い
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・福祉事務所と保健所の機能を統合

・福祉保健サービスの拠点機関

・平成14年１月に、各区に設置

（場所も機構上も区役所の一部）

・平成19年4月から、保健所機能は

一元化（各区は保健所支所に）

□ 区福祉保健センターとは
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・センター長（医師等）と担当部長の

２部長制

・福祉保健課、生活衛生課、

高齢・障害支援課、こども家庭支援課

保護課、保険年金課

の６課で構成

□ 区福祉祉保健センターの執行体制
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・ＣＷは全員社会福祉職採用

（全市で６２２名、中区は９２名）

・男女比は概ね１：２

・就労支援専門員、年金相談専門員、

教育支援専門員、事務嘱託員

などの嘱託職員を配置

□ 保護課の職員体制
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２ モデル事業の概要
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・健康福祉局保護課が所管

・保護課長の下、専任の係長２名、社会福
祉職２名、事務職１名を配置

・24年度より関係区局による検討プロジェ
クトを設置し検討

〈構成〉

政策局、市民局、経済局、こども青少年局、

健康福祉局、区保護課 の課長級職員等

（事務局：健康福祉局保護課）

□ 制度施行に向けた検討体制
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・必須事業である相談支援事業は直営
任意事業は委託を基本とする。

・市庁舎にも近く、サービスメニュー
も豊富な中区をモデル区として選定。
25年10月より相談支援のモデル事業
を実施。

□ モデル事業実施の考え方
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・地域の
アウトリーチ

・関係機関の
アウトリーチ

・区役所内
各課窓口

生活困窮者
早期把握のための
アウトリーチ機能

生活困窮者
早期把握のための
アウトリーチ機能

生
活
支
援
相
談
窓
口

（
中
区
保
護
課
）

生
活
支
援
相
談
窓
口

（
中
区
保
護
課
）

自立相談支援自立相談支援

生活保護
制度

ホームページ、
ツイッター、広
報、チラシ など

横浜市からの
情報発信

横浜市からの
情報発信

就労支援

相互連携

相互連携

就労準備支援

就労訓練事業
（中間的就労）の推進

住宅支援給付

家計相談支援

寄り添い型
学習等支援

関係機関・制度との連携

区役所内各課との連携

その他
・無料低額診療事業
・健康管理支援
・地域での見守り支援

など

ホームレス
支援

生活福祉資金
利用案内

□ モデル事業の全体像
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３ 相談支援事業の実際
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「中区在住の方」のうち、

「生活に困窮している方」で、

「経済的な自立に向けた支援を希望さ
れる方」

□相談支援事業の支援対象者
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○中区保護課に以下の職員を専任で配置

□ 相談支援事業の実施体制

係長 社会福祉職（正規） 1名

主任相談支援員 社会福祉職（正規） 1名

自立生活支援員
（相談支援員＋就
労支援員の役割）

相談援助業務等の経
験のある職員
（嘱託）

4名

事務 事務職（正規） 1名
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・既存の生活保護の相談窓口の機能を拡充

⇒従来の生活保護相談とあわせて、生活困
窮に関する相談を一体的に受付

16

面接担当のケースワーカー(社会福祉職)が
生活状況を総合的に聞き取り、相談者に適
した制度の利用を案内

□ インテーク
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○ 相談窓口
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地域のアウトリーチ 関係機関のアウトリーチ

区役所内各課窓口

地域
ケアプラザ 社会福祉

協議会

民生委員
電気・ガス・水道
の事業者など

障害者就労
支援センター 地域住民

その他
地域の相談支援機関

ハローワーク
（ジョブスポット）

法テラス

地域若者サポートステーション
その他
関係機関

税務課 保険年金課 こども家庭支援課

高齢・障害支援課 福祉保健課

例） 市税の納付相談、国民健康保険料の減免相談 など

18

□ 生活困窮者早期把握のためのアウトリーチ
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利用申込み

アセスメント・スクリーニング

随時支援調整会議

支援決定

インテークワーカーから自立生活支援員へ引継ぎ

□ 支援開始決定までの流れ
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迅速な支援決定を行うため、２段階で実施

相談者の課題整理、目標設定、プラン案の作成

本人、自立生活支援員、主任相談支援員＋α

目的

参加者

□ 支援調整会議

（１）随時支援調整会議（随時開催）-
 2
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プラン内容の協議・確認。支援の実施状況の共有

（主に実務レベルの担当者）

保護課長、担当係長、主任相談支援員、自立生活
支援員、区役所内関係課職員（税務課、保険年金
課、高齢障害支援課、こども家庭支援課、福祉保
健課）、社会福祉協議会、ハローワーク、就労準
備支援事業者、家計相談支援事業者、法テラス

目的

参加者

（２）定例支援調整会議（月１回開催）
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・一体的かつ効率的な支援を実現するためのネッ
トワークの構築についての検討

・不足するサービス、社会資源の開発等に関する
検討 等

（主に各機関の管理職員等）

定例支援調整会議参加の各機関

＋区役所区政推進課、地域振興課、民生委員

22

目的

参加者

□ ネットワーク連絡会（年２回開催）
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４ 支援メニュー
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・モデル事業のメニューのひとつに位置づ
け、制度の対象者には住宅手当支援員と自
立生活支援員が一体となって支援

□ 住宅支援給付

離職者であって住宅を失った、又は失うおそれのあ
る人に対する、賃貸住宅の家賃のための給付
（様々な要件あり）
横浜市の支給額：単身世帯 月額53,700円以内

2人以上世帯 月額69,800円以内

※住宅支援給付
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外出の機会の確保や、規則正し
い生活習慣の確立等、健康・生
活の自己管理のための支援

コミュニケーションの取
り方等、社会生活を送る
上での基本的スキルを獲
得するための支援

履歴書の書き方、面接の受け
方等の、就職のためのスキル
獲得の支援や、職業の紹介等
就労に向けた具体的な支援

日常生活自立の支援 社会生活自立の支援 経済的自立の支援

ハローワークと連携した就労支援

ジョブスポット

生活保護受給者等就労自立促進事業

自 立 生 活 支 援 員 に よ る 就 労 支 援

□ 生活困窮者の状態に応じた就労支援

定
着
支
援

横浜市就労準備支援事業

中区仕事チャレンジ講座

就労準備支援

25
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・福祉サービスと連携した就労支援を行う
ため、区役所内に開設した窓口。

（ハローワーク一体的実施事業）

・職業相談員が、求人情報の検索・紹介、
紹介状の直接交付を行う。

自立生活支援員が、ジョブスポット等を活
用し、ハローワークと連携しながら支援

26

※ジョブスポット（25年4月開始）

□ 一般就労に向けた支援
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○ ジョブスポット 中○ ジョブスポット 中
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一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、

計画的かつ一貫して支援

自
立
生
活
支
援
員
か
ら
の

働
き
か
け

一
般
就
労
の
た
め
の

求
職
活
動
へ

働く自信
がない…

就労経験が
少ない…

朝起きられ
るか心配…

どうせ出来
ないから…

社会に出る
不安…

支
援
対
象
者

日
常
生
活
自
立
の
支
援

社
会
生
活
自
立
の
支
援

経
済
的
自
立
の
支
援

働く自信や
意欲の向上

仕事に必要な
マナーの習得

生活リズムの
確立

コミュニケー
ションスキル

の向上

就労準備支援

28

□ 就労準備支援事業
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〇就労準備支援事業
(１)「横浜市就労準備支援事業」

対 象 者 ：就労経験が乏しく、直ちに求職活動を始める

ことが困難な１５歳から６４歳までの者

事業内容：職場実習活動等による社会参加・就労体験支援

実習１回につき最大1,000円の奨励金を支給

実習期間：週１～３回、３か月１期、

最大４期（１年）まで延長可能

実 習 先 ：配送センター、リサイクルショップ、

デイサービス など

実施方法：ＮＰＯ法人「ワーカーズコレクティブ協会」

に委託
29

※ 生活保護受給者向けに展開している事業の対象者を、生活困窮者にも拡大して実施

事業開始：平成25年10月

-
 2

8
7
 -



〇「横浜市就労準備支援事業」の流れ

職
場
見
学

実
習
先
へ
の
事
前
訪
問

実
習
目
的
の
確
認

実
習
先
で
の
就
労
体
験

※
実
習
中
の
相
談
、
就
労
に
関
す
る

助
言
等
、
随
時
対
応

実
習
の
振
返
り

希
望
す
る
職
種
選
び

利
用
申
込

事
業
の
説
明

◎ 日常生活自立・社会生活自立・経済的自立の支援を、同時並行的に実施

30
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★ 対象者 自立のために就職や増収を目指している者

★ 事業内容 民間団体や地域と連携し、生活訓練、社会訓練、
技能習得訓練の３つを一体的プログラムとして実施

★ 受講期間 約２か月間

★ 事業受託者 社会福祉法人神奈川県匡済会

★ 清掃実技指導 一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス
協会

★ 事業実施場所 横浜市寿福祉プラザ改修棟１階

（横浜市中区寿町4－13－1）

〇就労準備支援事業
(２)「中区仕事チャレンジ講座」

事業開始：平成23年10月

※ 生活保護受給者向けに展開している事業の対象者を、生活困窮者にも拡大して実施
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項目 内容 時間数

生活講座
挨拶、自己紹介、一日の行動予定
作成 等

３時間×４日間

社会講座
相手との関わり方、人の話を聞く、
プロフィール・履歴書作成、模擬面
接、ＯＢ体験談 等

３時間×９日間

実技講座
掃き・拭き・洗浄作業、ポリッシャー
等清掃器具操作、ワックス塗布作
業、ガラス・トイレ清掃

６時間×５日間
３時間×５日間
（実習）

その他
オリエンテーション、レクリエーショ
ン

３時間×３日間

○ 仕事チャレンジ講座のカリキュラム

-
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講座その１「生活講座」

★他人の前で「挨拶」や「自己紹介」を行い、集団活動に慣れる。

初めは緊張して挨拶、氏名を言うのが精一杯で出身地を言うのも

ためらいます。

自己紹介が終わるとすぐ席に戻ってしまいます。

★ １日の行動予定の作成と実践

朝起きてから夜寝るまでの行動と、

１日の生活リズムを意識してもらい、

これからの規則正しい生活を考えてい

ただきました。

★ 地域清掃として近隣の公園清掃を行い

ました。

33

-
 2

9
1
 -



講座その２「社会講座①」

★ 他人の前でさらに深めた「自己紹介」を行い、他者の話を聞く。

相手に興味を持ってもらう内容としてこれまでの職歴や、特技、

趣味等を披露し、相手に興味を持たせます。

発表者の話を聞き質問をしたり、自己PRや性格特徴を分析し、

履歴書を完成させていきます。

★ 就労支援専門員による現在の就労

支援状況や求職状況についての講義

生活保護制度や、就職後の生活に

ついて多くの質問が出る等、積極的

な講座参加につながっています。

34
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講座その３「社会講座②」

★ 教室を会社に見立てて、実践的な模擬面接を行う。

緊張した面持ちで入室。「こんにちは。ハローワークからの紹介で

来ました○○です。採用の担当者の方をお願いします。」

「なぜ我が社を希望したのですか」

「○○についてとても魅力があった

ため希望しました。」等受け答え

の練習を行いました。

35
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★（一社）神奈川県ビルメンテナンス協会による、清掃実技講座

清掃の基本動作である

掃き、拭き、磨きを

学びます。

道具の持ち方から、体の使い方

まで、少人数のグループに分かれて

きめ細かい指導を受けています。

講座その４「実技講座①」

36
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講座その５「実技講座②」
★（一社）神奈川県ビルメンテナンス協会による、清掃実技講座

モップの水洗いも素手で行い

水洗いの方法、絞り方等を実践

します。

水は冷たいですが、受講者は

積極的に取り組んでいます。

どのような職種であっても、最後に「清掃」や「整理・整頓」は必要となっています。
この講座で清掃の基本動作を学ぶことは、大きな意味があります。

37
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講座その６「実技講座③」
★（一社）神奈川県ビルメンテナンス協会による、清掃実技講座

ポリッシャーによる床洗浄や、ワックス等、ビル清掃作業の

一連の流れを習得します。

38
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講座その７「実習」
★寿地区内の関係機関（寿地区自治会、寿町勤労者福祉協会、寿労働セン

ター）から清掃作業会場を提供していただき、実習として一連の清掃作業

を行なっています。「とてもキレイになりました」と好評でした。

39
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講座修了式そして新たなスタートへ
★ 修了式（25年度）

第１回修了式

平成25年７月26日

修了者 13名

受講者年齢 39歳～63歳（平均55歳）

第２回修了式

平成25年９月27日

修了者 15名

受講者年齢 44歳～63歳（平均56歳）

第３回修了式

平成25年11月28日

修了者 18名

受講者年齢 45歳～64歳（平均58歳）

第４回修了式

平成26年１月30日 ★ 受講者の声（アンケート結果から）

修了者 12名 ・終了でき自信がついた。

受講者年齢 41歳～62歳（平均56歳） ・生活リズムができてよかった。

第５回修了式 ・受講してよかった。社会への出発としたい。

平成26年３月28日 ・今後の仕事に役立てたい。

修了者 12名 ・仲間が増えて良かった。良い経験ができた。

受講者年齢 41歳～63歳（平均53歳）

40
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サポステ

障害者就労
支援機関

ユースプラザ

青少年センター

事業所

横浜市就労訓練事業支援センター イメージ図

事業所

事業所

関連
企業

関連
企業

就労訓練事業
支援センター

事業所

ホームレス支援機関

・事業所等の情報収集・整理
・事業所等への普及啓発活動・研修実施
・協力事業所等の新規開拓
・協力事業所等のネットワーク構築
・自立相談支援機関と協力事業所等との
マッチング機能の構築

生活困窮者
自立相談支援機関

□ 就労訓練事業（中間的就労）の推進
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司法書士やファイナンシャルプランナーによる

面接相談や家計管理支援等を実施

対 象 者 ：失業や多重債務により家計収支のバランスが崩れ、

家計の再建を必要とする者

事業内容：・支援対象者との面談

・家計収支に関する課題の把握と評価

・家計再建のための計画策定

・支援の実施（家計簿の作成指導、収支計画の見直し など）

・各種貸付実施機関等との連絡調整

実施方法：ＮＰＯ法人「みらいじぶん生活・らしく」に委託

実施場所：中区役所（実施事業者から司法書士・ＦＰを派遣）

42

事業開始：平成25年10月
□ 家計相談支援事業
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・生活保護世帯や生活困窮状態にあるなど、養育環
境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小中
学生等を対象にした事業を各区で実施。

・学習支援型と生活・学習支援型の事業がある。

26年2月から学習支援型の事業を開始

実施内容：高校受験を目標にした個別学習支援

進路に関する相談支援

対象者：中学1年生～3年生（定員20人）

実施方法：NPO法人 教育支援協会 に委託

実施場所：区民利用施設を利用し、区内２か所で実施（水金と火木）

43

事業開始：平成20年9月

中区の取組

□ 寄り添い型学習等支援事業
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連絡票を共有し、無料低額診療が円滑に

利用できるよう、手順をルール化

【無料低額診療事業】

⇒医療を必要とする方が、経済的な理由

によって医療を受ける機会を制限される

ことのないよう、無料又は低額な料金で

診療を行うもの（第二種社会福祉事業）

44

□ 無料低額診療事業との連携（独自の取組）
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５ モデル事業の実績
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人数（実人数）

相談者実数 ９７人

相談のみ ６１人

利用申込数 ３６人

（うち支援終了数） ８人

□相談・支援実績（２５年１０月～２６年３月）

※ 支援終了理由内訳
生活保護申請２人、辞退５人、区外転出１人
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件数

就労支援（うち就職） １４件（５件）

就労準備支援 １件

家計相談支援 ７件

住宅支援給付 ４件

□支援メニュー利用状況

※ 各支援メニューの利用は重複しているため、合計
とは一致しない。
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□ 相談経路・方法

人数

直接来所（生保相談からを含む） ３２人

庁内他課 ３６人

保護CW（保護廃止） ２人

関係機関（社協等） ５人

電話 ２２人

合計 ９７人

※庁内他課内訳：保険年金課１８、税務課３、福祉５法関係１５

-
 3

0
6
 -



49

○単身者は１６世帯、家族と同居は２０世帯

○年齢は２４歳から７８歳まで（平均５１歳）６０
歳以上が１２人と多い。

○就労支援だけで支援が進むことは少なく、就労支
援と並行して借金や未納金など整理すべき課題を抱
えている事例が多い。

○生活再建にあたって、債務整理だけでなく家計の
収支バランスの見直しを必要とする事例が多い。

□ 利用申込者（３６人）の傾向
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○相談・申込とも若年者からのものが少ない。

○６５歳以上の年金受給者からの相談も多いが、
就労支援策が不十分。

○庁内連携により他課から引き継がれる事例は多
いが、実際の支援につながらない例が多い。案内
引継ぎの仕方に工夫が必要。

○他機関から引き継がれる事例が少なく、一層の
周知広報が必要。

○唯一の給付である住宅支援給付は支援を継続す
るにあたり有効。

□ 分析・課題
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６ 27年度の本格施行に向けて
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○ 実施方式（直営か委託か）の確定

○ 実態調査の実施

○ 関係機関とのネットワークの構築

○ 中間的就労事業所の開拓

○ 担い手となる人材の育成

など

□ 26年度の取組と27年度に向けての課題

制度の要は
主任相談支援員

-
 3

1
0
 -



53

これまで蓄積してきた相談支援や就労支援のノウハウや
ジョブスポットを活用したきめ細かな支援が可能

住民に身近な区役所への窓口設置によりワンストップで
の相談やサービス提供が可能

内部の関係課（税務課・保険年金課など）との円滑な連
携による対象者の早期把握や相互連携が可能

１ 支援効果

３ 関係機関連携

２ 相談者の利便性

□ 相談支援事業で直営を選択する理由(1)
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「支援決定」は自治体の必須事務。相談受付から支援開
始までのプロセスを効率的に実施することが可能

本市の社会福祉職の豊富なスキル・ノウハウを生かした
継続的な人材育成が可能。地域のネットワークづくり・社
会資源の開発効果が期待できる。

本市の規模で、質的・量的に包括的な相談支援が実施可
能な事業者は限定される。

４ 業務効率

６ 委託先の確保（消極的な理由）

５ 人材育成

□ 相談支援事業で直営を選択する理由(2)
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正規職員を配置する場合は国庫負担の対象外となるため自治
体のコストがかかる。

嘱託職員等を活用した効率的な執行体制を検討

行政の窓口は敷居が高く、相談に行きづらい。

特に「保護」については抵抗が強い人が多い。

周知広報の工夫。アウトリーチ機能の重視。

窓口名称、課名の変更検討。レイアウトの工夫

１ 行政コスト・人員配置

２ 窓口の敷居の高さ

□ 直営方式の課題
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資料提供：横浜市健康福祉局保護課
横浜市中区福祉センター保護課

作成：平成26年５月２日
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【厚生労働省代表：03(5253)1111】

項　　目 担当部局課室係名 内線等

59 １　生活保護法の改正について
社会・援護局保護課企画法令係
　　　　　　　　　保護係

2827
2826

63
２　切れ目のない就労・自立支援策とインセンティ
　ブ強化について

社会・援護局保護課自立支援係 2833

68 ３　健康・生活面に着目した支援について
社会・援護局保護課医療・介護係
　　　　　　　　　自立支援係

2829
2833

70 ４　不正・不適正受給対策の強化等について
社会・援護局保護課企画法令係
　　　　　　　　　保護係

2827
2826

75 ５　生活保護制度の適正な実施について 社会・援護局保護課保護係 2826

82 ６　医療扶助の適正な実施について 社会・援護局保護課医療・介護係 2829

87 ７　介護扶助の適正な実施について 社会・援護局保護課医療・介護係 2829

88 ８　指定医療機関制度等の見直し等について 社会・援護局保護課医療・介護係 2829

93
９　その他
（１）生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響
　　について

社会・援護局保護課企画法令係 2827

93
（２）セーフティネット支援対策等事業費補助金に
　　ついて

社会・援護局保護課予算係
　　　　　　　　　経理係

2824
2825

95 （３）平成26年度生活保護関係調査の実施について 社会・援護局保護課調査係 2828

95
（４）生活保護受給世帯の居住実態等の把握につい
　　て

社会・援護局保護課基準係
　　　　　　　　　調査係

2832
2828

143 臨時福祉給付金
社会・援護局総務課
簡素な給付措置支給業務室

2124

161 配偶者支援金
社会・援護局援護企画課
中国残留邦人等支援室給付係

3493

171
ひとり親家庭等の自立支援策について
（児童扶養手当に関する部分を除く）

雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室母子係
　　　　　　　　　　母子就業支援係

7892
7959

187 児童扶養手当と公的年金との併給制限について
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
母子家庭等自立支援室扶養手当係

7893

193 生活困窮者自立支援法
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室調整係

2874

251
児童虐待防止対策における福祉事務所の役割につい
て

雇用均等・児童家庭局総務課
虐待防止対策室調整係

7800

271 ３　相談支援事業の実際 横浜市中区保護課保護係
045

(224)8250

289
４　支援メニュー　○就労準備支援事業
（２）「中区仕事チャレンジ講座」

横浜市中区保護課保護係
045

(224)8287

303 ５　モデル事業の実績 横浜市中区保護課保護係
045

(224)8250

261 上記以外
横浜市（本庁）健康福祉局保護課
生活支援制度準備担当

045
(671)4078

※照会するに当たっては、都道府県・指定都市・中核市の本庁を経由してください。

　　⑤母子及び寡婦福祉法の改正等について　～ひとり親家庭の支援～

２．①生活困窮者自立促進支援モデル事業（横浜市事例発表）

　　⑥生活困窮者自立支援法について

各議事の担当局課室係名・連絡先一覧

１．②改正生活保護法について（文書編資料）

　　③臨時福祉給付金について

　　④中国残留邦人等の配偶者に対する新たな支援策について

　　⑦児童虐待防止対策における福祉事務所の役割について

資料Ｐ
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